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農林
水産
省

1030010

都道府県に
おける各種
審議会の必
置規制の見
直し

規制所管省庁を総務省、環境省、農林水産省、国土交通省、文部科学省
に限定しているが、都道府県に必置規制を課している審議会等付属機関
はこれらの省庁以外にも存在しており、一律必置規制を問題にしているわ
けではないと思慮されることから、本件に該当するとお考えの審議会を特
定していただきたい。

意見は提出しない。現在，本県で各審議会等について，具体的な整理を
行っており，その結果を踏まえて，次回以降，提案を行っていくこととする。

1140 11402040 広島県

都道府県において設置を義務
付けられている審議会等各種
付属機関について，設置する
地方自治体の運営方針によっ
て任意に設置できるよう各種
関係法律等を見直すこと。

農林
水産
省

1030020

災害復旧工
事着手まで
に必要な関
係省庁への
手続き・協
議等の事前
処理

E 災害復旧事業の工事着手を規制する規定はないため。 1436 14361010 和歌山県

災害復旧工事において、事前
に関係省庁と災害復旧工法の
概略を決定しておき、災害発
生時には事前に決めた概略に
基づき、県の判断で、即座に
復旧作業に着手できるように
する。

農林
水産
省

1030030

酒造メー
カーと地域
が一体と
なって酒造
好適米生産
を行う場合
の生産調整
の特例の適
用

主要食糧の需給
及び価格の安定
に関する法律第
２条第２項、米
政策改革大綱第
３の２、米政策
改革基本要綱第
Ⅱ部の第１の
２、米の数量調
整実施要綱第５
及び第６

米の需給調整システムにつ
いて、遅くとも平成２０年度
までに、農業者・農業者団
体が地域の販売戦略に基
づき自主的・主体的に需要
に応じた生産を行う姿を構
築する。このため、平成１６
年度からの当面の需給調整
においては、国は、食料・農
業・農村政策審議会の助言
の下、各都道府県産米の需
要実績を基礎とした都道府
県別の生産目標数量を設定
する。これを受け、都道府
県・市町村は第三者機関的
な組織の検討・助言を受け
つつ、需要に応じた米づくり
の観点から、市町村別・農
業者別の生産目標数量を設
定する。

Ｅ

　今回、米政策について改革を行い、消費者重視・市場重視の基本的な考
え方の下、平成１６年度からの当面の需給調整については、地域の創意
工夫が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、地域の米の需要
量を基にして生産目標数量を配分する仕組みとしたところである。酒造好
適米については、主食用等の米として生産目標数量の内数としているが、
上記のような仕組みの下、都道府県段階や市町村段階で生産目標数量の
配分が行われることとなることから、この配分数量の範囲内において、御
指摘のような需要に応じた酒造好適米の生産の取組についても現行の生
産調整の仕組みで実現が可能なものである。

右の提案主体の
意見の趣旨及び
その提案背景を
踏まえ、再度検討
し回答されたい。
なお、提案者の
意見にある「酒造
好適米の生産を
生産目標数量の
外数として扱うこ
と」ができない理
由も併せて回答
願いたい

平成16年度からの当面の需給調整については、需要に応じた米づくりが行
われるような仕組みとなっており、配分される生産目標数量の範囲内におい
て酒造好適米の生産についても現行制度のなかで実現が可能との回答で
したが、以下の現状を踏まえ、再度要望いたします。
① 清酒の消費量が低迷するなか、弊社では生き残りをかけ、全国規模の酒
造メーカーとの差別化を図るため、増穂町内で生産された酒造好適米によ
る地産地消の酒造りを進めています。しかし、現状は以下のとおりであり、
弊社の年間必要数量200ｔを増穂町内に配分された生産目標数量の内数と
して調整することは不可能です。
・増穂町のH16生産目標数量：702ｔ
・増穂町のH15酒造好適米生産数量：19.5ｔ（実績）
これは弊社が年間使用する量の10％にも満たない。
② 酒造好適米は、食味、反収、価格の面から見て主食用米として栽培され
ることはなく、まして酒造メーカーとの契約栽培であれば、100%醸造用として
使用され、主食用米の需給バランスに影響を与えるとは考えられません。
③ 増穂町は、典型的な中山間地域であり、耕作放棄地が多く見受けられる
棚田等で酒造好適米を酒造メーカーと契約栽培することにより、生産者の安
定した所得確保がなされ、耕作放棄地の増加をくい止めることができます。

以上の観点から、同一地域内の酒造メーカーと酒造好適米生産者の契約
栽培であり、かつ中山間地域などの条件不利地に限り、酒造好適米の生産
数量を生産調整の外数として扱うことをお願いします。
この提案により、私たち地方の酒造メーカーが地域産業として地域水田農業
の振興と中山間地域の活性化の一翼を担うことができればと考えておりま
す。

（１）清酒用原料米としての主食用米と酒造好適米の代替性（一方が増えれば、他方が減るため、全体として需
給調整に影響）
　　　米の需給調整は、コシヒカリなど主食用として食される米のほか、山田錦などの酒造好適米も含めて米全
体の消費が減少している中、米の需給バランスを維持するために行っているものであり、酒造好適米を需給調
整の対象外（生産目標数量の外数）としても米の需給に影響を与えないとの指摘には当たらない。
　　　また、清酒用途向けの米としては、酒造好適米のほか、地域の販売戦略に基づき、コシヒカリなど主食用と
して食される米も相当量供給されており、これらの米については清酒製造工程上での代替性（コシヒカリも酒造
好適米と同様に酒母用やかけ米原料として使用される）があることから、需給上、酒造好適米を切り離して取り
扱うことは困難である。
　　　仮に、一部の地域で酒造好適米を生産目標数量の外数として扱うとすれば、その地域においては、酒造
メーカーのニーズに応じ、酒造好適米を生産することが可能となるとの見方もあるが、これまで原料として使用さ
れてきた米については、その応分の生産量を他の地域で減少させない限り、供給過剰となり、需給に影響を与
えることから適当でないと考えている。
（２）米の消費量の統計上の整理
　　　御指摘のように、平成２２年度における望ましい食料消費の姿において、国民１人当たりの米の消費量から
酒造好適米が除かれていることは事実であるが、これは、米の加工度合いの高い清酒や味噌等に供される米
穀の使用量について除外して整理しているものであり、米の需給調整とは関係なく整理されている。（コシヒカリ
など主食用として食される米についても、このような用途に使用されれば同様の扱いとなる。）
（３）基本的な考え方
①　生産目標数量の配分の仕組み（地域における販売戦略に基づく対応が可能）
今回、米政策について改革を行い、消費者重視・市場重視の基本的な考え方の下、遅くとも平成２０年度までに
は、国からの配分がなくとも、農業者・農業者団体が地域の販売戦略に基づき自主的・主体的需給調整を行う姿
を構築することとしている。このため、平成１６年度からの当面の需給調整については、地域の創意工夫による
販売戦略が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、国は、各都道府県産米の客観的な需要予測を基
にして算定する生産目標数量を配分する仕組みとしたところである。
このような仕組みの下、一般の主食用の米に限らず酒造好適米についても、どれだけの量を作るのかは、その
需要量や需要先との結び付き等を踏まえ、地域の販売戦略の中で決定されるものと考えており、こ
れは、都道府県段階や市町村段階での生産目標数量の配分の検討過程において、酒造メーカーなど
の米の需要者の意向を踏まえることにより調整されるものであることから、現行の生産調整の仕組み
で実現が可能なものである。
②　酒造好適米の単収の実情に応じた対応
農業者には、生産目標数量と併せて地域の実態に応じた単収により換算した作付目標面積が配分され
ることとなるが、御指摘のような、酒造好適米のように一般の米に比べて単収が低い場合については、
今回の米政策改革において、その減収を踏まえた単収を用いることにより、その需要に応じた生産が確
保される作付目標面積を設定することも可能としていることから、需給調整の対象となっていることが酒
造好適米の生産に取り組み難い状況をもたらしているとの事実はない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し提案主
体の提案がどうす
れば実現できるか
を中心に回答され
たい。

回答頂きました件、再度要望いたします。
①「酒造好適米も含めて米全体の消費が減少している中、
米の需給ﾊﾞﾗﾝｽを維持するために行っているものであ
る」について
清酒の消費量が低迷する中、弊社では生き残りをかけ、増
穂町内で生産された酒造好適米による地産地消の酒造りを
今後共進めて行く中で、H15は年間数量の10%にも満たない
現実があります。消費が減少しているから稲作を行わないと
いう発想ではなく、広い意味で米の消費拡大につながると考
えております。弊社の年間必要数量200tを増穂町内に配分
された生産目標数量の内数として調整することは不可能で
す。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「その応分の生産
量を他の地域で減少させない限り、提給過剰となり、需給に
影響を与えることから適当でないと考える」について
酒造好適米は、食味、反収、価格の面からみても主食用と
して栽培されることはなく、弊社との契約栽培である為、
100%醸造用として使用され、主食米との代替性は懸念され
るようなことは考えられず、主食用米の需給バランスに影響
を与えるとは考えられません。
以上の観点より、限られた「増穂町」の耕作放棄地が見受け
られる棚田等において、地域の特性に応じた規制の特例を
認めて頂くととにより、耕作放棄地の増加をくい止めるでき、
かつ中山間地域などの条件不利地に限り、酒造好適米の
生産数量を生産調整の外数として扱うことを再度お願いい
たします。

Ｃ

（１）酒造好適米を生産目標数量の外数とすることについて（酒造好適米の生産目標
数量の外数扱いは困難）
　　　米の需給調整は、コシヒカリなど主食用として食される米のほか、山田錦などの
酒造好適米も含めて米全体の消費が減少している中、米の需給バランスを維持する
ために行っているものである。とりわけ酒造好適米については、銘柄によっては充足
率が低いとの状況が見られるものの、全体的には近年供給過剰で推移しており、主
食用の米にも増して需要に応じた生産が課題となっている。
　　　再意見にもあるように、清酒業界におかれては、その原料として、酒造好適米
のほか、コシヒカリなど主食用の米も酒母用やかけ米原料として相当量使用されて
いるところである。需給調整の外数として酒造好適米が生産された場合、清酒原料
米の全体使用量が増えない限り、酒造好適米の使用量が増えれば、これまで原料と
して使用されてきた主食用の米が余ることとなることから、需給上、酒造好適米を切
り離して（＝生産目標数量の外数）取り扱うとすれば、結果的に、主食用の米の需給
に影響を与えることから困難である。
（２）当面の需給調整（国からの配分がある間）の生産目標数量の配分の仕組み（地
域における販売戦略に基づく対応が可能）
平成１６年度から早ければ１９年度までの当面の需給調整については、地域の創意
工夫による販売戦略が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、国は、各都
道府県産米の客観的な需要予測を基にして算定する都道府県別の生産目標数量を
配分する仕組みである。
このような仕組みの下、一般の主食用の米に限らず酒造好適米など、どのような米
をどれだけの量を作るのかは、その需要量や需要先との結び付き等を踏まえ、地域
の販売戦略の中で決定されるものである。これは、都道府県段階や市町村段階での
生産目標数量の設定の検討過程において、酒造メーカーなどの米の需要者の意向
を踏まえることにより調整されるものであることから、地域で酒造好適米の需要があ
るということを県段階や市町村段階で論議され、需要に応じた米づくりの考え方を基
本にそれぞれの段階の生産目標数量の設定に反映されるべき問題である。
（３）酒造好適米を加工用米扱いすることについて（加工用米の趣旨にあわない）
加工用米については、主食用等の米穀では対応し難い低価格帯需要の加工用途向
けに供給することを目的として、主食用等の需給に影響を与えないことをもって認定
しているものであり、単に、仕向け先の用途が清酒用などの加工用途であることを
もって加工用米としているものではないため、主食用の米と需要が競合する関係に
ある米である酒造好適米を加工用米扱いすることは困難である。

1267 12671010
株式会社
萬屋醸造
店

地域内生産者と直接契約栽培
をする場合に限り、「主要食
料の需給及び価格の安定に関
する法律第2条第1項」に基づ
き実施される米の生産調整に
おいて、酒米（酒造好適米）
を米の生産目標数の外数とし
て扱い、転作作物と同様にみ
なす特例の提案
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なって酒造
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の特例の適
用

主要食糧の需給
及び価格の安定
に関する法律第
２条第２項、米
政策改革大綱第
３の２、米政策
改革基本要綱第
Ⅱ部の第１の
２、米の数量調
整実施要綱第５
及び第６

米の需給調整システムにつ
いて、遅くとも平成２０年度
までに、農業者・農業者団
体が地域の販売戦略に基
づき自主的・主体的に需要
に応じた生産を行う姿を構
築する。このため、平成１６
年度からの当面の需給調整
においては、国は、食料・農
業・農村政策審議会の助言
の下、各都道府県産米の需
要実績を基礎とした都道府
県別の生産目標数量を設定
する。これを受け、都道府
県・市町村は第三者機関的
な組織の検討・助言を受け
つつ、需要に応じた米づくり
の観点から、市町村別・農
業者別の生産目標数量を設
定する。

Ｅ

　今回、米政策について改革を行い、消費者重視・市場重視の基本的な考
え方の下、平成１６年度からの当面の需給調整については、地域の創意
工夫が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、地域の米の需要
量を基にして生産目標数量を配分する仕組みとしたところである。酒造好
適米については、主食用等の米として生産目標数量の内数としているが、
上記のような仕組みの下、都道府県段階や市町村段階で生産目標数量の
配分が行われることとなることから、この配分数量の範囲内において、御
指摘のような需要に応じた酒造好適米の生産の取組についても現行の生
産調整の仕組みで実現が可能なものである。

右の提案主体の
意見の趣旨及び
その提案背景を
踏まえ、再度検討
し回答されたい。
なお、提案者の
意見にある「酒造
好適米の生産を
生産目標数量の
外数として扱うこ
と」ができない理
由も併せて回答
願いたい

　富士北麓富士山由来商品の開発は、まさに地産地消の考えに即した構想であり、富士
北麓地域の厳しい条件下において、酒造好適米生産に意欲的に取り組んでいる生産者
の長期的な経営安定と地域の活性化につながると考え、そのためには、酒造好適米を生
産調整の外数として扱うことが必須であると思われます。
　当地域は、飯米農家が多数を占めており、酒造好適米は主食用米の生産に比べ、単収
が低く、栽培が難しいこと等から、内数扱いでは酒米生産に取り組み難い状況にありま
す。現在、富士吉田市においては米生産農家数８７３戸に対して出荷農家数２７戸、その
うち酒造好適米生産農家数はわずか７戸となっています。
　外数扱いすることで、酒造好適米生産に取り組みやすい環境が構築され、長期的な生
産契約が可能となり、生産者の確保、生産の拡大にもつながり地域への波及効果は大き
いと思われます。また、遊休水田も解消され、水田を使った食農教育などの農村の多面
的な地域活性化が図られるとともに、富士北麓の農村風景の保全に寄与するものと思わ
れます。
　酒造好適米は、主食用米と全く異なる用途であり、主食用として供することはありえませ
ん。また、全量契約栽培を行うことから主食用米の需給バランスに影響を及ぼすことはな
く、生産者と酒造メーカーが形成する市場の中で自由に取引されるべきであると考えま
す。
　平成１６年度から米政策が変わったものの、生産目標数量を配分するという意味では、
生産調整という規制が存在することは明らかであり、酒造好適米が生産調整の内数と
なっていますが、その性格から、明らかに外数として扱うことが適当であると考えます。
　また、評価委員会の報告では酒造好適米の生産については、加工用米と同様に外数扱
いとすることが適当としており、平成２２年までの食糧生産の方向の中でも、国民１人当た
りの米消費量には酒造好適米は含まれていません。この２点から考えても、酒造好適米
の生産を生産目標数量の外数として扱うことが適当であると考えます。
　特に富士北麓地域のような中山間地域の米作については、酒造好適米を酒造メーカー
地域、あるいは都市との交流対流活動の中で新しい方向性を模索することは重要であり
ます。
今回の提案は、あくまでもこうした取組を、特定の地域で実現し、その結果を踏まえ将来
的に米政策全体に波及していこうというものであります。これらの事情を勘案して、提案を
実現して頂きたいと考えます。

（１）清酒用原料米としての主食用米と酒造好適米の代替性（一方が増えれば、他方が減るため、全体として需
給調整に影響）
　　　米の需給調整は、コシヒカリなど主食用として食される米のほか、山田錦などの酒造好適米も含めて米全
体の消費が減少している中、米の需給バランスを維持するために行っているものであり、酒造好適米を需給調
整の対象外（生産目標数量の外数）としても米の需給に影響を与えないとの指摘には当たらない。
　　　また、清酒用途向けの米としては、酒造好適米のほか、地域の販売戦略に基づき、コシヒカリなど主食用と
して食される米も相当量供給されており、これらの米については清酒製造工程上での代替性（コシヒカリも酒造
好適米と同様に酒母用やかけ米原料として使用される）があることから、需給上、酒造好適米を切り離して取り
扱うことは困難である。
　　　仮に、一部の地域で酒造好適米を生産目標数量の外数として扱うとすれば、その地域においては、酒造
メーカーのニーズに応じ、酒造好適米を生産することが可能となるとの見方もあるが、これまで原料として使用さ
れてきた米については、その応分の生産量を他の地域で減少させない限り、供給過剰となり、需給に影響を与
えることから適当でないと考えている。
（２）米の消費量の統計上の整理
　　　御指摘のように、平成２２年度における望ましい食料消費の姿において、国民１人当たりの米の消費量から
酒造好適米が除かれていることは事実であるが、これは、米の加工度合いの高い清酒や味噌等に供される米
穀の使用量について除外して整理しているものであり、米の需給調整とは関係なく整理されている。（コシヒカリ
など主食用として食される米についても、このような用途に使用されれば同様の扱いとなる。）
（３）基本的な考え方
①　生産目標数量の配分の仕組み（地域における販売戦略に基づく対応が可能）
今回、米政策について改革を行い、消費者重視・市場重視の基本的な考え方の下、遅くとも平成２０年度までに
は、国からの配分がなくとも、農業者・農業者団体が地域の販売戦略に基づき自主的・主体的需給調整を行う姿
を構築することとしている。このため、平成１６年度からの当面の需給調整については、地域の創意工夫による
販売戦略が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、国は、各都道府県産米の客観的な需要予測を基
にして算定する生産目標数量を配分する仕組みとしたところである。
このような仕組みの下、一般の主食用の米に限らず酒造好適米についても、どれだけの量を作るのかは、その
需要量や需要先との結び付き等を踏まえ、地域の販売戦略の中で決定されるものと考えており、こ
れは、都道府県段階や市町村段階での生産目標数量の配分の検討過程において、酒造メーカーなど
の米の需要者の意向を踏まえることにより調整されるものであることから、現行の生産調整の仕組み
で実現が可能なものである。
②　酒造好適米の単収の実情に応じた対応
農業者には、生産目標数量と併せて地域の実態に応じた単収により換算した作付目標面積が配分され
ることとなるが、御指摘のような、酒造好適米のように一般の米に比べて単収が低い場合については、
今回の米政策改革において、その減収を踏まえた単収を用いることにより、その需要に応じた生産が確
保される作付目標面積を設定することも可能としていることから、需給調整の対象となっていることが酒
造好適米の生産に取り組み難い状況をもたらしているとの事実はない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

1)　富士山・富士北麓由来の商品とは、正真正銘、両者の恩恵をこうむっ
た本物でなければならない。富士北麓の地酒とは、その原料となる酒造
好適米も１００％地元産でなければならない。しかし、富士北麓地域での
米作りは大変厳しい気象状況の中にあり、そういった大きなハンディ
キャップを負いながら懸命に酒造好適米を作ってみようとする生産者が
生産量を増やすほど飯米生産者との間に歪みが生じ、新たな問題となる
ことから、農水省が掲げている通り意欲ある農家の育成と、安定的な酒
造好適米の供給を実現するためには、酒造好適米を需給調整の外数と
することが必要条件です。
2）コシヒカリ等の主食用米が酒造工程上で代替性があるというご指摘が
有りますが、今回私が提案をしていることは富士北麓地域産の酒造好適
米に対してであり、一般的な主食用米については従前のまま現行の生産
調整の仕組みの中で推移していきますので、他への影響は低いと思われ
ます。また、ご存知とは思いますが、酒造好適米はその優れた酒造特性
ゆえに様々に育種・改良されてきたものですから主食米への代替性に乏
しいものです。根本的に酒造好適米と主食用米とは似て非なるものです
から各々を分けて考えていただかなくてはこのまま水掛け論で終わってし
まいます。酒造好適米は全て契約栽培米ですが、近年の私どもの購入
量を見ても、作付け前の予約量に供給量が満たない事は度々有りました
が、主食用米を減らして余剰の酒造好適米を購入した経験は１度も有り
ません。ましてや、山梨県産の酒造好適米については過去に１度も予約
数量を満たしたことは有りません。やむを得ず主食用米で代用しているの
が現場の実態です。
3）今日、日本酒業界は国酒で有りながら長期にわたり低迷しておりま
す。よりポリシーをもった、オリジナリティーにあふれた高付加価値の商
品開発が急務でありますが、米の需給調整はその大きな足枷のひとつと
なっております。今回の提案により、米を主原料とする日本酒メーカーの
真摯な努力により新商品が開発でき、地域の農業、経済の活性化の一
助となるわけですから、新しい米の需要が生まれてくることになります。米
の需要を増やすこと(まさに貴省が策を練らねばならない重要課題)の一
つのテストケースとして考えていただけませんでしょうか。

Ｃ

（１）酒造好適米を生産目標数量の外数とすることについて（酒造好適米の生産目標
数量の外数扱いは困難）
　　　米の需給調整は、コシヒカリなど主食用として食される米のほか、山田錦などの
酒造好適米も含めて米全体の消費が減少している中、米の需給バランスを維持する
ために行っているものである。とりわけ酒造好適米については、銘柄によっては充足
率が低いとの状況が見られるものの、全体的には近年供給過剰で推移しており、主
食用の米にも増して需要に応じた生産が課題となっている。
　　　再意見にもあるように、清酒業界におかれては、その原料として、酒造好適米
のほか、コシヒカリなど主食用の米も酒母用やかけ米原料として相当量使用されて
いるところである。需給調整の外数として酒造好適米が生産された場合、清酒原料
米の全体使用量が増えない限り、酒造好適米の使用量が増えれば、これまで原料と
して使用されてきた主食用の米が余ることとなることから、需給上、酒造好適米を切
り離して（＝生産目標数量の外数）取り扱うとすれば、結果的に、主食用の米の需給
に影響を与えることから困難である。
（２）当面の需給調整（国からの配分がある間）の生産目標数量の配分の仕組み（地
域における販売戦略に基づく対応が可能）
平成１６年度から早ければ１９年度までの当面の需給調整については、地域の創意
工夫による販売戦略が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、国は、各都
道府県産米の客観的な需要予測を基にして算定する都道府県別の生産目標数量を
配分する仕組みである。
このような仕組みの下、一般の主食用の米に限らず酒造好適米など、どのような米
をどれだけの量を作るのかは、その需要量や需要先との結び付き等を踏まえ、地域
の販売戦略の中で決定されるものである。これは、都道府県段階や市町村段階での
生産目標数量の設定の検討過程において、酒造メーカーなどの米の需要者の意向
を踏まえることにより調整されるものであることから、地域で酒造好適米の需要があ
るということを県段階や市町村段階で論議され、需要に応じた米づくりの考え方を基
本にそれぞれの段階の生産目標数量の設定に反映されるべき問題である。
（３）酒造好適米を加工用米扱いすることについて（加工用米の趣旨にあわない）
加工用米については、主食用等の米穀では対応し難い低価格帯需要の加工用途向
けに供給することを目的として、主食用等の需給に影響を与えないことをもって認定
しているものであり、単に、仕向け先の用途が清酒用などの加工用途であることを
もって加工用米としているものではないため、主食用の米と需要が競合する関係に
ある米である酒造好適米を加工用米扱いすることは困難である。
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酒造メーカーが酒米栽培用地
の賃貸借を可能とする農地法
3条の特例の適用（あるい
は、構造改革特別区域におけ
る規制の特例１００１）を活
用して、自社生産する場合、
及び　地域内生産者と直接契
約栽培する場合に限り、「主
要食糧の需給及び価格の安定
に関する法律第２条第１項」
に基づき実施される米の生産
調整において、酒米(酒造好
適米）を米の生産目標数の外
数として扱い、転作作物と同
様に見なす特例の提案
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酒造メー
カーと地域
が一体と
なって酒造
好適米生産
を行う場合
の生産調整
の特例の適
用

主要食糧の需給
及び価格の安定
に関する法律第
２条第２項、米
政策改革大綱第
３の２、米政策
改革基本要綱第
Ⅱ部の第１の
２、米の数量調
整実施要綱第５
及び第６

米の需給調整システムにつ
いて、遅くとも平成２０年度
までに、農業者・農業者団
体が地域の販売戦略に基
づき自主的・主体的に需要
に応じた生産を行う姿を構
築する。このため、平成１６
年度からの当面の需給調整
においては、国は、食料・農
業・農村政策審議会の助言
の下、各都道府県産米の需
要実績を基礎とした都道府
県別の生産目標数量を設定
する。これを受け、都道府
県・市町村は第三者機関的
な組織の検討・助言を受け
つつ、需要に応じた米づくり
の観点から、市町村別・農
業者別の生産目標数量を設
定する。

Ｅ

　今回、米政策について改革を行い、消費者重視・市場重視の基本的な考
え方の下、平成１６年度からの当面の需給調整については、地域の創意
工夫が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、地域の米の需要
量を基にして生産目標数量を配分する仕組みとしたところである。酒造好
適米については、主食用等の米として生産目標数量の内数としているが、
上記のような仕組みの下、都道府県段階や市町村段階で生産目標数量の
配分が行われることとなることから、この配分数量の範囲内において、御
指摘のような需要に応じた酒造好適米の生産の取組についても現行の生
産調整の仕組みで実現が可能なものである。

右の提案主体の
意見の趣旨及び
その提案背景を
踏まえ、再度検討
し回答されたい。
なお、提案者の
意見にある「酒造
好適米の生産を
生産目標数量の
外数として扱うこ
と」ができない理
由も併せて回答
願いたい

１．平成16年度においても、都道府県ごとに目標数量が配分され、現段階でも、地域の創意工夫を生か
した需給調整が行われているとは言い難い状況が存在している。また、農林水産省の様々な正式見解
をみても、生産調整は依然制度として存在していることは疑いを容れない。
２． 基本的な考え方の相違として、酒造好適米については、「米の数量調整実施要綱」第６の２に規定
する「生産確定数量の外数として扱う米穀の取扱い」の項に定義されておらず、従って、目標数量の内
数となっている。酒造好適米については、その味覚、反収、価格等様々な面から、主食用の米穀に混入
する危険性は殆ど存在しないばかりか、米菓子以上に主食米の需要を抑制する要因となる要素は一切
ないと考えても問題のない米である。従って、現行制度において生産目標数量の内数としていること
は、こうした流通制度上も合理性が存在しないばかりか、根本的な誤りを含んでいるものと考えられる。
３．構造改革特別区推進本部評価委員会（第５回）の調査結果において、酒造好適米の生産について
は加工用米と同様、外数扱いとすることが適当としている。また、平成２２年度における望ましい食料消
費の姿の中で、農林水産省は国民１人当たりの米消費量には酒造好適米が含まれていない、としてい
る。この２点からも、酒造好適米の生産を生産目標数量の内数とすることの矛盾を露呈している。
４．酒造好適米は生産調整を行わなければならない上、主食用米と比較して歩留まりが悪く、単位面積
当りの収穫量が少ない為、県内で需要の高いブランド米（武川米、白州米、梨北米）の生産地である本
地域では現状でも需要に応えられない状況もあって、生産者に酒造好適米を生産する意欲が湧かず、
生産調整の内数では、弊社が希望する地元産酒造好適米の確保は困難である。主食用米の生産を減
らさずに自由に酒米を作る環境を整えることが、酒米の生産に必要な条件である。
５．弊社が、出資する農業生産法人で酒米を自社生産する場合は、現状では当然として、必要な生産調
整を行わなければならず、酒造業が本業である弊社には経営上の負担及び障害になっており、今後、
自社生産する場合や契約生産をする場合にも経営上の大きな負担となる。酒税法で認められた酒類製
造免許を持ち製造販売しているメーカーが、自ら生産した酒米や契約により購入する酒米を他の食用に
転用することは考えにくく、生産調整の外数として扱うことは妥当であると考える。
６．酒造好適米は主食米の生産と大きく異なり、生産者と酒造メーカが形成する市場の中で
自由に取引されるべきであることから、今回の提案では、この部分を生産調整の規制から外
すように求めていること。
７．酒造好適米を、生産調整の外数とした場合でも、主食用米の需給に影響を与えることはな
い。また、当地域内のような中山間地域の米作については、酒造好適米を酒造メーカーと地
域、あるいは都市との交流対流活動の中で新しい方向性を模索することは重要である。この
システムが完成することにより、遊休農地の解消と地域の農村景観の保全とを図ることができ
る。
８．今回の提案は、あくまでもこうした取組を、特定の地域で実現し、その結果を踏まえ将来的
に米政策全体に波及していこうというものである。これらの事情を勘案し、提案を実現して頂き
たい。

（１）清酒用原料米としての主食用米と酒造好適米の代替性（一方が増えれば、他方が減るため、全体として需
給調整に影響）
　　　米の需給調整は、コシヒカリなど主食用として食される米のほか、山田錦などの酒造好適米も含めて米全
体の消費が減少している中、米の需給バランスを維持するために行っているものであり、酒造好適米を需給調
整の対象外（生産目標数量の外数）としても米の需給に影響を与えないとの指摘には当たらない。
　　　また、清酒用途向けの米としては、酒造好適米のほか、地域の販売戦略に基づき、コシヒカリなど主食用と
して食される米も相当量供給されており、これらの米については清酒製造工程上での代替性（コシヒカリも酒造
好適米と同様に酒母用やかけ米原料として使用される）があることから、需給上、酒造好適米を切り離して取り
扱うことは困難である。
　　　仮に、一部の地域で酒造好適米を生産目標数量の外数として扱うとすれば、その地域においては、酒造
メーカーのニーズに応じ、酒造好適米を生産することが可能となるとの見方もあるが、これまで原料として使用さ
れてきた米については、その応分の生産量を他の地域で減少させない限り、供給過剰となり、需給に影響を与
えることから適当でないと考えている。
（２）米の消費量の統計上の整理
　　　御指摘のように、平成２２年度における望ましい食料消費の姿において、国民１人当たりの米の消費量から
酒造好適米が除かれていることは事実であるが、これは、米の加工度合いの高い清酒や味噌等に供される米
穀の使用量について除外して整理しているものであり、米の需給調整とは関係なく整理されている。（コシヒカリ
など主食用として食される米についても、このような用途に使用されれば同様の扱いとなる。）
（３）基本的な考え方
①　生産目標数量の配分の仕組み（地域における販売戦略に基づく対応が可能）
今回、米政策について改革を行い、消費者重視・市場重視の基本的な考え方の下、遅くとも平成２０年度までに
は、国からの配分がなくとも、農業者・農業者団体が地域の販売戦略に基づき自主的・主体的需給調整を行う姿
を構築することとしている。このため、平成１６年度からの当面の需給調整については、地域の創意工夫による
販売戦略が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、国は、各都道府県産米の客観的な需要予測を基
にして算定する生産目標数量を配分する仕組みとしたところである。
このような仕組みの下、一般の主食用の米に限らず酒造好適米についても、どれだけの量を作るのかは、その
需要量や需要先との結び付き等を踏まえ、地域の販売戦略の中で決定されるものと考えており、こ
れは、都道府県段階や市町村段階での生産目標数量の配分の検討過程において、酒造メーカーなど
の米の需要者の意向を踏まえることにより調整されるものであることから、現行の生産調整の仕組み
で実現が可能なものである。
②　酒造好適米の単収の実情に応じた対応
農業者には、生産目標数量と併せて地域の実態に応じた単収により換算した作付目標面積が配分され
ることとなるが、御指摘のような、酒造好適米のように一般の米に比べて単収が低い場合については、
今回の米政策改革において、その減収を踏まえた単収を用いることにより、その需要に応じた生産が確
保される作付目標面積を設定することも可能としていることから、需給調整の対象となっていることが酒
造好適米の生産に取り組み難い状況をもたらしているとの事実はない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

1.農水省回答に対する考え方
農林水産省の回答の基底に流れているのは、全国レベルでの米
の需給に関して言えば、酒造好適米が供給オーバーになっている
という主張である。しかしながら、この考え方は、次の3点から誤っ
ている。　①農林水産省は、醸造用玄米を広義で捉え、コシヒカリ
などの主食用米を含めた、酒造りに使用される米すべてを、ひとく
くりにして需給の問題等を論じているが、我々が問題にしている酒
造好適米というのは、農産物検査法で一定の要件を満たし認可さ
れ、種苗登録を受けた「醸造用玄米」に分類される専用品種であ
る。「水稲うるち玄米」に分類される品種も酒造りに使用されるが、
本提案においては、コシヒカリなどの代替性のある米は申請の対
象としていない。　②酒造好適米自体は供給オーバーなのではな
く、酒造好適米は供給不足であり、特に本地域内の酒造好適米栽
培は減少の一途をたどっており、このことは酒造メーカーの今後
の商品開発における大きな痛手となっている。酒造好適米（専用
品種）は実需者が明確で、加工用途に限られており生産目標数量
の外数にすることにより、酒造好適米の増産が図られ、地産地消
のなかで、本来の地酒姿に戻れること。　③今回の提案は、限定
地域において酒造好適米を一定の条件で栽培することを容認して
頂きたい、という提案である。そもそも、構造改革特別区域制度の
特徴は、規制を全国一律のモノと考えず、地域の特性に応じた規
制のあり方を認める、というものである。農林水産省が指摘するよ
うな全国レベルでの規制緩和、ということではなく、構造改革特別
区域制度の本旨に則り、地域特性に応じた規制の容認という観点
から再検討願いたい。また、構造改革特別区域推進本部評価委
員会（第五回）の評価結果において、「酒造好適米の生産につい
ては加工用米と同様の扱いとする」とする評価であるが、これに対
する明確な回答を農林水産省からいただきたい。

Ｃ

（１）酒造好適米を生産目標数量の外数とすることについて（酒造好適米の生産目標
数量の外数扱いは困難）
　　　米の需給調整は、コシヒカリなど主食用として食される米のほか、山田錦などの
酒造好適米も含めて米全体の消費が減少している中、米の需給バランスを維持する
ために行っているものである。とりわけ酒造好適米については、銘柄によっては充足
率が低いとの状況が見られるものの、全体的には近年供給過剰で推移しており、主
食用の米にも増して需要に応じた生産が課題となっている。
　　　再意見にもあるように、清酒業界におかれては、その原料として、酒造好適米
のほか、コシヒカリなど主食用の米も酒母用やかけ米原料として相当量使用されて
いるところである。需給調整の外数として酒造好適米が生産された場合、清酒原料
米の全体使用量が増えない限り、酒造好適米の使用量が増えれば、これまで原料と
して使用されてきた主食用の米が余ることとなることから、需給上、酒造好適米を切
り離して（＝生産目標数量の外数）取り扱うとすれば、結果的に、主食用の米の需給
に影響を与えることから困難である。
（２）当面の需給調整（国からの配分がある間）の生産目標数量の配分の仕組み（地
域における販売戦略に基づく対応が可能）
平成１６年度から早ければ１９年度までの当面の需給調整については、地域の創意
工夫による販売戦略が活かされ、需要に応じた米づくりが行われるよう、国は、各都
道府県産米の客観的な需要予測を基にして算定する都道府県別の生産目標数量を
配分する仕組みである。
このような仕組みの下、一般の主食用の米に限らず酒造好適米など、どのような米
をどれだけの量を作るのかは、その需要量や需要先との結び付き等を踏まえ、地域
の販売戦略の中で決定されるものである。これは、都道府県段階や市町村段階での
生産目標数量の設定の検討過程において、酒造メーカーなどの米の需要者の意向
を踏まえることにより調整されるものであることから、地域で酒造好適米の需要があ
るということを県段階や市町村段階で論議され、需要に応じた米づくりの考え方を基
本にそれぞれの段階の生産目標数量の設定に反映されるべき問題である。
（３）酒造好適米を加工用米扱いすることについて（加工用米の趣旨にあわない）
加工用米については、主食用等の米穀では対応し難い低価格帯需要の加工用途向
けに供給することを目的として、主食用等の需給に影響を与えないことをもって認定
しているものであり、単に、仕向け先の用途が清酒用などの加工用途であることを
もって加工用米としているものではないため、主食用の米と需要が競合する関係に
ある米である酒造好適米を加工用米扱いすることは困難である。

1450 14501010
山梨銘醸
株式会社

酒造メーカーが酒米栽培用地
の賃貸借を可能とする農地法
3条の特例の適用（あるい
は、構造改革特別区域におけ
る規制の特例１００１）を活
用して、自社生産する場合、
及び　地域内生産者と直接契
約栽培する場合に限り、「主
要食糧の需給及び価格の安定
に関する法律第２条第１項」
に基づき実施される米の生産
調整において、酒米(酒造好
適米）を米の生産目標数の外
数として扱い、転作作物と同
様に見なす特例の提案

農林
水産
省

1030040

輸入動植物
検疫業務の
体制強化・
迅速化

輸入動植物の検疫は動物検
疫所、植物防疫所が実施

D-1

　動植物検疫については、平成１６年１０月から税関と同様２４時間化に
向けた対応を実施することとしており、それに先駆け平成１６年７月１２
日より一部執務時間の延長を試行的に実施しているところ。
　なお、ご指摘の「申請後即座に検査」については、現在でも、入港当日
に検査申請がされ、輸入者側の検査準備が整えば当日中に検査を実施して
いる。また、検査結果の通知についても、輸入者の要望があれば、検査現
場で検査後直ちに、植物防疫官が植物防疫所に連絡し、輸入者に合格等の
通知を行っているところである。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

措置済みと理解している。 1368 13681060
神奈川県
横浜市

   検査体制について、検査
官の増員やシステムの改善等
により、輸入動植物の到着即
日に検査を行うなど迅速な検
疫業務を行える体制の整備の
早期実現を要望します。

（具体例）
■申請手続き後、即座に検査
が実施される検査体制の整備

■植物検疫において、検査終
了後に輸入者へ即座に検査結
果を通知するシステムの整備
（動物検疫において、既に導
入されている携帯端末による
検査結果通知システムの導入
など）

農林
水産
省

1030050

通関の手
続・検査と
他法令の手
続・検査に
ついての迅
速・同時一
体的な業務
処理

輸入動植物の検疫は動物検
疫所、植物防疫所が実施

D-1

　検査については、入港当日に検査申請がされ、輸入者側の検査準備が整
えば当日中に検査を実施し、その結果を電算処理システム等により通知し
ており、動物検疫と植物検疫の両方に関わる品目等の検査の場合は、動植
物検疫で連携し同時並行的に検査を実施する等迅速な検査を実施してい
る。
　また、動植物検疫については、平成１６年１０月から税関と同様２４時
間化に向けた対応を実施することとしており、それに先駆けて７月１２日
から一部執務時間の一部延長を試行的に実施している。このように検査体
制についても、動植物検疫も税関と連動する形で整備しているところであ
る。
　なお、検査手続については、規制改革推進・民間開放推進３か年計画に
おいて、今般のシングルウィンドウ化の成果と問題点を踏まえ、改めて輸
出入・港湾に関する各種の手続の徹底した見直しを行うこととしており、
IT戦略本部による電子政府構築計画においても、国際的な調和に留意しつ
つ、手続の徹底した見直しを行い、既存の業務・システムに係る最適化計
画を2005年度末までのできる限り早期に策定することとしている。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

提案されている通関の手続・検査において、動植物検疫等の他法令の手続・検査
と連携した実施体制の実現は可能。

1368 13681080
神奈川県
横浜市

 　通関の手続・検査におい
て、動植物検疫等の他法令の
手続・検査と連携した実施体
制の実現
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農林水産省

担当
府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030060

外国貿易を
対象として
整備した港
湾の開港指
定、出入国
港指定、植
物検疫港指
定の運用の
見直し

植物防疫法６条
第３項

植物類を輸入する場合は植
物防疫法に基づく指定港に
輸入することとなっている。

Ｅ

植物検疫では、植物を輸入する際には植物防疫法上の指定港に輸入する
こととしているが、指定港の指定は一定の植物類の輸入見込みがあり、検
査場所の確保等港湾関係者の協力体制が整備されている場合等に行っ
ている。このため、日高港においても、原木等の輸入見込みがあり、関係
者の協力体制が整備されれば実績に関わらず植物防疫法上の指定を検
討することは可能であり、ご提案のように実績が無くては指定港に指定で
きないという要件は課していない。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

日高港の指定については一定の原木の輸入見込み、検査場所の確保等港湾関
係者の協力体制が整えば可能。

1430 14302010 和歌山県

【構想の概要】
　日高港（塩屋地区）を開
港、出入国港、植物検疫港に
指定し、輸入木材船等の入港
手続簡便化を図ることによ
り、他港との競争力を強化
し、原木を中心とした港湾取
扱貨物の増加と、背後地域の
産業の活性化を図る。

【適用する支援措置】
　外国貿易を対象として整備
した港湾については、供用開
始以降、外国船舶の定期的な
入出港が認められる場合、速
やかに、開港指定、出入国港
指定、植物検疫港指定を行う
よう、運用を見直しする。

【支援措置適用スケジュー
ル】
　平成１７年度当初から

【地域の特性】
　日高港は、御坊

農林
水産
省

1030070

ベリー輸入
における植
物防疫手続
き迅速化の
ための特例

植物防疫法（昭
和２５年法律第
１５１号）第６条、
第８条
植物防疫法施行
規則（昭和２５年
農林省令第７３
号）第１４条、第
１５条、第１６
条、第１７条、第
１８条
隔離栽培運用基
準（昭和３４年５
月２０日　４３農
政Ｂ第９１６号農
政局長通達）
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

農林水産省令で定める種苗
については、植物防疫官
は、輸入時の検査の結果、
検疫有害動植物があるかど
うかを判定するためなお必
要があるときは、農林水産
省令及び隔離栽培運用基
準で定めるところにより、当
該植物の所有者に対して隔
離栽培を命じてその栽培地
で検査を行い、又は自ら隔
離栽培を実施している。

Ｃ

ベリー類の植物は、植物防疫法施行規則及び隔離栽培運用基準で定めるところ
により、キイチゴ、ブルーベリーやストロベリーなどの隔離検疫の対象となる植物
とマルベリー（桑）やチャイニーズグーズベリー（キウイフルーツ）などの隔離検疫
の対象とならない植物に分けられる。
隔離検疫の対象にするかどうかについては、①その作物が我が国の農業上重要
な作物かどうか、②その作物にとって重要な病気（ウイルスやウイロイドなどによ
る病気）があるかどうか、③その病気を発見するために特殊な検査が必要かどう
かにより判断を行っている。
隔離検疫では、主に輸入時の肉眼検査で発見が困難な病気を対象として、１年間
以上毎個ごとに隔離栽培を実施し、検疫有害動植物の付着がないことが確認され
る必要がある。
無菌的に組織培養された植物体を隔離検疫の対象外とすることについては、組織
培養において植物体を作出する際の基となる植物体がウイルスやウイロイドに感
染していた場合、無菌的な操作（細菌や糸状菌がいないような状態）を行ったとし
ても、ウイルスやウイロイドについて無毒化（感染が消滅すること）されることはな
く、感染した植物体がコピーされるだけである。このことから、組織培養体であって
も隔離検疫の対象として検査を行っており、これまでも隔離検疫において無菌的
に作出された組織培養体を検査したところ、病原ウイルスが発見されている。
以上のことから、無菌的に作出された組織培養体であっても、病害虫の侵入のリ
スクは同等であり、我が国未発生病害虫の侵入防止を図る観点から本提案を採
用することは不適当。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

提案者は、無菌的（細菌や糸状菌がない状態）に組織培養された植物はウイルス
フリー植物であると位置づけているが、ウイルスに罹病した植物を無菌的に組織
培養で増殖した場合、感染した植物体が大量にコピーされるだけであり、ウイルス
フリー植物にはならない。
このことから、無菌的に組織培養された植物体を隔離検疫の対象から除外するこ
とや隔離検疫を簡素化することは、我が国未発生病害虫の侵入防止を図る観点
から本提案を採用することは不適当。

1635 16351010
　　株式会
社　アムコ

提案１
 現在、我が国の植物防疫法
（第８条・７項）では、新た
に外国産の新種ベリー種を輸
入するにあたり植物防疫所管
内の国の隔離ほ場で、基本と
して１年以上の隔離検査が義
務付けをされている。
　植物防疫法では、ベリー種
に関しては、苗のほか無菌的
に組織培養された物に関して
も規制対象になり、本来ウイ
ルスフリーであり、安全であ
るものが、規制の対象になっ
ている。無菌的に組織培養た
品種に対しては輸出国の無菌
で組織培養された証明書があ
り、輸入後一定期間（１～
２ヶ月）の隔離栽培期間で栽
培期間の短縮をする特例措置
を希望します。

農林
水産
省

1030080
植物防疫の
ための栽培
の民間委託

植物防疫法（昭
和２５年法律第
１５１号）第６条、
第８条
植物防疫法施行
規則（昭和２５年
農林省令第７３
号）第１４条、第
１５条、第１６
条、第１７条、第
１８条
隔離栽培運用基
準（昭和３４年５
月２０日　４３農
政Ｂ第９１６号農
政局長通達）
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

農林水産省令で定める種苗
については、植物防疫官
は、輸入時の検査の結果、
検疫有害動植物があるかど
うかを判定するためなお必
要があるときは、農林水産
省令及び隔離栽培運用基
準で定めるところにより、当
該植物の所有者に対して隔
離栽培を命じてその栽培地
で検査を行い、又は自ら隔
離栽培を実施している。
隔離検疫を行う場所は、隔
離検疫の対象となる植物の
病気の特徴やその検査方
法の難易度などを考慮し、
我が国の農業上極めて重
要な果樹類やいも類につい
ては植物防疫所の隔離圃
場のみで隔離検疫を実施し
ており、花き球根類やサトウ
キビについては民間圃場で
の隔離栽培を認めている。

Ｃ

隔離検疫を行う場所は、隔離検疫の対象となる植物の病気の特徴やその検査方法の難易
度などを考慮し、我が国の農業上極めて重要な果樹類（りんご、なし、キイチゴ、ブルーベ
リーなど）やいも類（ばれいしょ、さつまいも）については植物防疫所の隔離圃場（札幌圃
場、大和圃場、伊川谷圃場、豊見城圃場）検査で行っているが、花き球根類やサトウキビな
どについては一定の条件を満たす植物防疫所長が指定した民間圃場でも隔離栽培を認め
ているところである。
果樹類やいも類に関しては、①諸外国で大きな被害を与えているブルーベリー・ネクロ
ティック・ショック・ウイルスやラズベリー・リング・スポット・ウイルスなどの我が国未発生ウイ
ルスやウイロイドなどの病気が多数報告されていること、②万が一病気の侵入を許した場
合、甚大な被害を与えることが予想されるとともに根絶が困難であること、③隔離栽培期間
中を通じて検定植物を用いた検査、電子顕微鏡を用いた検査、生化学的手法を用いた検
査など特殊な検査を行うこと、などから植物防疫所の隔離圃場にあるガラス温室や網室な
どで栽培し、万が一、病気に感染している植物であっても国内で栽培されている植物に感
染しないように厳重に管理していることころである。
一方、花き球根類については、①諸外国で発生している病害と我が国で発生している病害
は概ね共通であり、侵入を警戒する病害が極めて限られていること、②開花期の肉眼検査
のみで病害の有無を判定できること、などから民間圃場でも隔離栽培を認めているところで
ある。
以上のとおり、民間圃場での検査を認めるかどうかは、①侵入を警戒する病害虫の数や被
害の程度、②検査手法の難易度等を考慮して決定しているものである。果樹類には我が国
未発生で甚大な被害を与える病害虫が多数存在し、かつ病害の判定に特殊な検査を必要
とすることから、常時植物防疫官の管理下におく必要があり、花き球根類と同様に民間圃
場で隔離栽培を認めることは、我が国に未発生の重要な病害虫の侵入防止を図る観点か
ら不適当。
また、無菌的に組織培養された苗のみに特例を設けることは、提案１の回答に示す理由に
より不適当。

管理方法及び調
査方法を定めた
上で、適切な管理
及び検査が可能
な場合について
圃場を指定して
植物防疫のため
の栽培の民間委
託を行うことがで
きないか、また植
物防疫法施行規
則第１５条の規定
を踏まえつつ提
案者の意見を実
現するためには
どうすればいいか
という観点から再
度検討し回答さ
れたい。

  果樹類は永年作物であり、我が国の農業上特に重要な作物であるが、一方で果
樹からは諸外国で大きな被害を与えているブルーベリー・ネクロティック・ショック・
ウイルスやラズベリー・リング・スポット・ウイルスなどの我が国未発生ウイルスや
ウイロイドなどの病気が多数報告されているところである。
　万が一、我が国未発生ウイルスやウイロイド等が隔離圃場の外部に分散した場
合、我が国の果樹生産に対して甚大な被害を与える恐れがあるとともに、これらの
根絶には莫大な費用と時間を要することが想定されることから、果樹類の隔離栽
培については植物防疫所の圃場において適切な管理を行っているところである。
　また、果樹類の検査は、検査の対象となるウイルスやウイロイドなどが多数あ
り、①各ウイルス病やウイロイド病に対する厳密な検査適期と検査方法があるこ
と、②病徴観察及び生育観察を検査の基本としつつ、多様な検査手法を駆使する
必要があり、高度な検査技術及びこれを可能とする設備が要求されることなどの
理由から、植物防疫所の隔離圃場において、植物防疫官による栽培管理及び病
害虫管理と一体的に実施する必要がある。
  これらのことから、果樹類の隔離栽培については、国の責任において必要な設備
を備えた施設及び十分な管理体制の下実施する必要があり本提案を採用すること
は不適当。

植物防疫法の考
え方を踏まえ、提
案主体が自ら隔
離栽培を行うこと
が出来ないか再
度検討されたい。

１　植物防疫法（昭和２５年法律第１５１号）第８条第７項において、「植物防疫官は、輸入港に
おける検査の結果、検疫有害動植物があるかどうかを判定するためなお必要があるときは、
果樹類等の種苗の所有者に対して隔離栽培を命じてその栽培地で検査を行い、又は自ら隔離
栽培を実施することができる。」としており、その手続きについては省令で定められている。
２　植物防疫法施行規則（昭和２５年農林省令第７３号）においては、第１５条でまず、植物防
疫官は、当該種苗を輸入した者に対し文書で通知し、隔離栽培ができるかどうか、できる場合
には隔離栽培する場所及び管理責任者等について回答を求めることとされており、その回答
に対し、第１６条及び１７条で、植物防疫官は、植物防疫所以外の隔離圃場での栽培を認める
場合にはその旨、植物防疫所の隔離圃場で栽培を行う場合にはその旨を輸入した者にそれぞ
れ通知することとなっている。
３　このことから、植物防疫官は、輸入者からの第１５条の回答内容により、我が国に未発生の
検疫有害動植物が隔離圃場から分散しないかどうかについて検討を行うこととなるが、これま
で説明してきたとおり、隔離栽培の対象種苗のうち果樹類の隔離栽培は、①諸外国で大きな
被害を与えているブルーベリー・ネクロティック・ショック・ウイルスやラズベリー・リング・スポッ
ト・ウイルスなどの我が国未発生ウイルスやウイロイドなどの病気が多数報告されていること、
②万が一病気の侵入を許した場合、甚大な被害を与えることが予想されるとともに根絶が困難
であること、③隔離栽培期間中を通じて検定植物を用いた検査、電子顕微鏡を用いた検査、生
化学的手法を用いた検査など特殊な検査を行うことなどの理由から、以下のような運用を行っ
ているところである。
４　果樹類の隔離栽培を民間圃場で実施するためには、第１５条に基づく回答により、
　①植物防疫所の隔離ほ場と同等の病害虫の侵入防止などの管理が可能な施設（ガラス温
室、土壌消毒施設など）を有し、的確な病害虫防除体制が整えられていること、
　②該当植物の栽培に対し、高度なウイルス病などの知識を有するとともに、的確な栽培管理
や病害虫管理についての高度な知識を有する管理責任者を有すること、
　③植物防疫官が常時又は定期的に栽培圃場の検査に訪れることが可能な場所にあること、
　④万が一、病害虫が隔離圃場の外部に分散した場合、国内の果樹農業への被害を最小限
に抑えられる体制及び場所であること、などが確認された場合に限り植物防疫官が指定した
圃場で隔離栽培を行うことを認め、上述の基準を満たさない場合
には植物防疫所の隔離圃場で隔離栽培を行うこととしている。
５　これまで民間圃場において、上述の基準を満たすことは極めて困難なこと
から、果樹類の隔離栽培においては植物防疫所の隔離圃場において植物防
疫官が自ら栽培管理や病害虫管理を行いながら検査を実施してきたところで
ある。
６　したがって、これらの技術確立や栽培要件などを満たした上で民間圃場で
の果樹類の隔離栽培を同施行規則第１５条に基づいた回答として要請を頂け
れば、特区申請かどうかに関わらず、その妥当性を評価した上でこれを認め
ることは現行の制度においても可能であるが、本要請については、民間圃場
における栽培技術や栽培要件の程度に関わらず、一律に隔離栽培の業務委
託を認めるという要請であり、採用することは不適当と考える。

1635 16351020
　　株式会
社　アムコ

提案２
　国のほ場が全国に４箇所し
かなく又、栽培面積の制限が
あることから、無菌的に組織
培養され輸入された品種に関
しては、国のほ場施設と同等
の設備を有する研究機関又は
民間に隔離栽培の業務委託出
来る特例を希望します。

農林
水産
省

1030090

退職者（Ｏ
Ｂ職員）を
対象とした
嘱託員によ
るＣＩＱ体
制の整備

輸入動植物の検疫は、動物
検疫所、植物防疫所が実施

D-1
家畜防疫官・植物防疫官については、現在、定年退職者の再任用による
活用を既に実施しているところ。必要に応じこれら再任用者等を含め家畜
防疫官・植物防疫官の適正配置を行っている。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

退職者（ＯＢ職員）を家畜防疫官・植物防疫官として再任用することにより動植物検
疫業務を既に実施しているところ。

1155 11552010 青森県

開港となった場合、新たにＣ
ＩＱ関係職員を配備する必要
があるが、地方港湾等への配
備については、人員の確保・
調整が容易でないことが予想
されることから、退職者（Ｏ
Ｂ職員）を対象とした嘱託員
によるＣＩＱ関連業務の実施
を提案する。

農林
水産
省

1030100

環境への悪
影響が認め
られない等
一定の場合
における家
畜排せつ物
管理基準の
適用除外

家畜排せつ物の
管理の適正化及
び利用の促進に
関する法律（平
成１１年７月２
８日法律第１１
２号）第３条
同施行規則（平
成１１年１０月
２９日農林水産
省令第７４号）
第１条第１項第
２号

畜産業を営む者のうち、一
定の頭羽数以上の家畜を飼
養する者は、本年１１月１
日から、家畜排せつ物を一
定の構造設備を備えた管理
施設で管理することが義務
付けられることとなってい
る。

「A-1」又
は「D-
1(※)」
※提案者の
行う活動に
ついて、適
当な覆いを
設けるなど
一定の措置
を行えば、
現行規制内
で対応する
ことが可能
な場合も想
定されるた
め。

提案者の活動は、ボランティアによりカブトムシの幼虫を飼育し、全国各
地の学校等へ無償配布しているとのことで、大変貴重であり、尊重に値す
ることと考えている。
しかしながら一方、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する
法律は、衛生・安全面に関わる警察的・消極的規制であるという性質を有
していることから、家畜排せつ物の管理基準に、提案者の活動など公益的
な目的での家畜排せつ物処理全般を対象とした特例を設けるにあたっては
慎重であるべきと考えている。
このため、当省としては、特区推進の政策的な重要性と家畜排せつ物法に
よる規制の趣旨とを踏まえつつ、対応を検討してまいりたい。

具体的な対応に
ついて検討の上
回答されたい。

大変前向きにご検討いただいていることに対して、感謝申し上げます。
改めて、提案の趣旨をお汲み取りいただき、ぜひ実現に向けたご検討を引
き続きお願いいたします。

A-1 Ⅲ
家畜排せつ物の適正な管理による環境への負荷の軽減という法の趣旨を維持しう
るだけの代替措置を講じることを条件として、管理基準の適用除外を認めることと
する。

1047 10471010 個人

「家畜排せつ物の管理の適正
化及び利用の促進に関する法
律」において、一定の基準
（堆肥舎内で半年間一次処理
をした物を用いること、近隣
の同意、関係する水利権者の
同意、定期的な地質調査によ
る土壌汚染の監視など）と、
その目的が公益上有意義とさ
れる場合に限り、同法による
規制の例外を認める

農林
水産
省

1030110

競馬イベン
トに対する
規制、基準
の緩和

競馬法

我が国の競馬は、刑法の賭
博及び富くじに関する罪の
特例として競馬法に基づ
き、施行者を限定して実施
することが可能となってい
る。

Ｃ

　イベントとして勝馬投票券の発売を伴わない馬の競走を行うのであれ
ば、競馬法の適用を受けるものではない。

　また、競馬法において競馬の施行者を日本中央競馬会、都道府県又は
指定市町村に限定しており、市町村であれば競馬法に基づき指定市町村
の指定を受けることにより競馬を実施することは可能である。

　一方で、本来我が国の競馬は、刑法で禁止されている賭博及び富くじに
関する罪に該当する行為である。そのため、競馬法により、施行者を公的
主体に限定し、競馬施行に対して様々な規制を行うなどにより、不良分子
の参入や不公正な競馬がなされることによる社会への悪影響を防止し、公
益的な役割を果たすことで、刑法の特例として実施できるものである。
　競馬法の趣旨に鑑みれば、ご提案頂いたような内容で特例的に勝馬投
票券の発売を伴う競馬の実施を認めることは、競馬法の趣旨にそぐわない
ものである。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

　一定の要件を満たす指定市町村で競馬を実施することは、可能であります
が、現行法で競馬を行うためには、巨額の経費を伴うもので、地方競馬が衰
退するなか新たな投資による競馬開催は、困難であります。刑法の特例とし
ての競馬法の趣旨は理解いたしますが、不良分子の参入阻止や公正、公
益性の観点から施行者を公的主体に限定しているものであり、規制を緩和
しても公的主体が行う競馬イベントであって、その実施方法、内容等につい
て、事前に十分審査し許認可とすれば競馬法の趣旨には反しないと理解し
ます。馬産振興の観点からもご検討、ご配慮賜りますようお願いいたしま
す。

競馬については、個別イベントごとの事前審査による許認可ではなく、競馬法によ
りあらかじめ必要な措置を明確にし、それが遵守される体制を確保することによ
り、不良分子の参入や不公正な競馬の防止が実現可能となっている。このような
措置により社会への悪影響が防止された上で、勝馬投票券の発売を伴う競馬が
公益的な役割を果たすことから、刑法の特例として実施できるものとされている。
   このように刑法の特例に当たる勝馬投票券の発売を伴う競馬について、法で定
める措置が適応されずに特例として実施を認めることは競馬法の趣旨から認めら
れない。
　したがって、競馬法に基づき指定市町村の指定を受けて競馬を実施するか、法
に抵触しないようイベントのあり方について工夫し、地場産業の振興や馬産振興等
を図られたい。

1448 14481010
綾競馬運
営委員会

　綾競馬は、身近に馬に親し
む観客数２万人を超える本町
の主要なイベントで、馬産振
興、地場産業の振興と併せ本
町の地域活性化に寄与してき
た。今後、地域独自の計画に
基づき観客が地場産品を景品
をした複数〔１０レース〕勝
馬投票券が手軽に購入できる
方法を確立し、運営財源確保
による綾競馬イベントの安定
存続を図るため、中央競馬、
地方競馬の他にイベント競馬
に対する規制、基準の緩和の
特例措置を設けてほしい。
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農林水産省

担当
府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030120
主要農作物
種子審査員
制度の拡充

主要農作物種子
法

　主要農作物（稲、麦類及び
大豆）の優良な種子の生産
及び普及を促進するため、
主要農作物の種子を生産す
る者からの申請に基づき、
その経営するほ場の農作物
の審査（ほ場審査）及び当
該ほ場で生産された生産物
の審査（生産物審査）を都道
府県の技術吏員が行うこと
により、優良な種子の生産
及び普及を促進。

C

　種子は一般栽培農家において栽培に供され、例えば米の場合では、播種量の
約100倍の収穫物となって消費者に供給されることから、仮に品種の混交等が
あった場合、その影響は一般栽培農家の経営のみにとどまらず、社会的、広域的
な問題を生ずる恐れがある。

　しかしながら、種子の品質（遺伝的純正度、発芽率等）を、その生産物の外観の
みから判断することは困難であり、その品質が証明され、一般栽培農家が安心し
て利用することができる優良な種子の生産及び普及を促進するためには、①種子
生産地の農業生産諸条件や当該年度の気象及び農業被害状況を熟知し、かつ、
②種子生産に関して専門的な知見を有し、③種子生産農家及びその組織する団
体に対する指導的な立場から、適切な勧告、助言及び指導を行いうる都道府県の
技術吏員が、ほ場審査及び生産物審査を実施する必要がある。

　都道府県の技術吏員の数には限りがあるが、審査事務の円滑かつ能率的な実
施を図るため、現行制度においても都道府県の技術吏員を補助する審査補助員
を委嘱することができることとしており、主要農作物種子法において、種子の審査
員を都道府県の技術吏員と規定していることが採種事業拡大の制限要因になっ
ているとは考えていない。

　なお、全国１４道県では、農協の営農指導員等を審査補助員として委嘱すること
により、種子生産体制の強化が図られているところであり、貴県におかれても、当
該審査補助員制度の活用を改めてご検討いただきたい。

審査員ＯＢ等知
見を有する者に
審査の委託等を
行うことができな
いかなど提案主
体の意見を踏ま
えつつ、再度検討
し回答されたい。

　平成１６年度より三重県では農協職員等に種子審査補助員として委嘱し、
審査体制の強化を図っています。審査補助員の活用により、現状の採種ほ
面積において審査事務の効率化を図ることは可能ですが､今後採種ほ面積
を増やしていく計画の中で､審査権限のある審査員を増やして欲しいという
審査現場からの強い要望があります｡審査員に必要とされている要件である
①種子生産地の農業生産条件や当該年度の気象及び農業被害程度の熟
知していること、②種子生産に関しての専門的な知見については、農協職
員､県技術吏員の退職者においては十分満たしていると考えられ､種子生産
農家及びその組織する団体に対する指導を行うことは可能と考えています｡
　また、消費者に食料として提供されることで、食の安全・安心に直接的に関
わる米麦の農産物検査については、すでに民間に移管されていることから、
種子としての品質に係る審査についても民間の力を活用すべきであると考
えます｡
　なお、種子審査員が都道府県技術吏員以外になった場合に懸念されてい
る種子審査の信頼性の確保や指導力の確保については、県の役割として､
審査の実施に加え､県技術吏員以外の審査員の指導を実施することで対応
が可能と考えます。

C、D-1

　主要農作物種子は、我が国の農耕地面積の４４％を作付ける重要な生産資材であり、地
域の気象条件等に適した優良な品種（奨励品種）を計画的に普及させる観点から、都道府
県が主体となり、
①　当該種子の原原種や原種の管理・供給（法第７条）を行い、
②　これら原種から生産された種子であることの来歴や品質等を保証するため、種子の生
産ほ場の指定（法第３条）、ほ場及び生産された種子の審査（法第４条）を行い、
③　都道府県の「生産物審査証明書」を発行・貼付すること
により、生産者に対して主要農作物種子の良質性を保証している制度である。

　このため、ほ場審査や生産物審査は、都道府県が本来実施すべきものであり、民間委託
にそぐわないことから、ＪＡ等が審査を行い、当該審査結果に基づき「生産物審査証明書」
を発行することは、適当ではないと考えている。

　ただし、都道府県の自治事務に対する国の関与を見直す一環として、主要農作物種子
のほ場審査等に係る審査の基準及び方法について、都道府県が自主的に策定できるよう
平成１１年７月に成立した地方分権一括法（第２６５条）において措置したところであり、三
重県におかれても審査方法の見直しや農業改良普及員の追加任命などにより、審査事務
の効率的な実施に努めていただきたい。また、これに要する経費については、平成１０年
度より地方交付税の算定の基礎として含まれるよう措置しているところである。

  また、審査事務の円滑かつ能率的な実施を図る観点から、ＪＡの営農指導員等を「審査
補助員」として知事が委嘱を行い、審査補助員に審査のための事前調整や審査補助等を
行わせることを可能としているところであり、三重県におかれても一層の活用をご検討いた
だきたい。

　なお、ご提案の県技術吏員の退職者については、過去に主要農作物種子の審査員とし
て当該事務に携わり必要な知識や経験を有する者であって、都道府県職員として再任用
等することにより、主要農作物種子に係る都道府県の責任部局の指揮下に置かれた者で
ある場合には、主要農作物種子法第４条第７項に定める都道府県の技術吏員とすることで
差し支えないと考えている。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

 本県では、種子需要の増大に対応し、本年度から農協営
農指導員等を種子審査補助員として委嘱し、審査体制の強
化を図っているところです。
  しかしながら、種子審査に当たる普及職員が減少するな
か、将来にわたって県が種子審査を担うことが可能なのか
疑問が生じます。
  高度な技術を要する米麦の農産物検査が民営化する過程
で行われた研修プログラムを種子審査においても実施した
上で前向きに種子審査員制度の拡充について検討を始め
られるよう改めて要望します。
　なお、主要農作物種子の審査員として、過去に種子審査
員の経験がある普及職員退職者を臨時職員等として再雇
用する手法については検討していきたいと考えています。

　将来の種子審査体制に関するご懸念は理解できるが、先に
回答した種子審査に関する知識と経験を有する県技術吏員退
職者の再任用等を具体化することや、本年度から活用を開始さ
れた審査補助員について優れた人材を育成していくこと等が重
要ではないかと考えている。
　なお、自治事務である主要農作物種子審査制度について、ご
要望のような研修プログラムを国が実施することは考えていな
い。

1583 15832010 三重県

主要農作物種子法では、主要
農作物（米・麦・大豆）のほ
場審査、生産物審査を行う審
査員は都道府県の技術吏員と
規定されているが、米麦の検
査を規定した農産物検査法で
は国（旧食糧事務所の検査
官）から農協等による民間検
査に移行が進んでいること等
に鑑み、農協等の営農指導
員、農業改良普及職員の０Ｂ
等の技術を要する都道府県職
員以外の者も審査員として指
定できる制度に拡充されるこ
とを要望します。

農林
水産
省

1030130
農業生産法
人の事業要
件の緩和

農地法第２条第
７項第１号かっこ
書

農業生産法人の事業につい
ては、農業及び農業関連事
業が過半を占めなければな
らない。

Ｄ－１

  販売を目的とした堆肥の製造については、その製造した堆肥の一部を自
己の農業生産に使用していれば関連事業に該当するので、要望内容は現
行制度によって実現可能である。
　また、農業生産法人の事業については、売上げの２分の１未満の範疇で
あれば農業及び農業関連事業以外の事業を行うことができる。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

農業法人の事業として廃棄物をリサイクルし堆肥化など資源化する場合、
帳簿上で収入を科目ごとに計上する必要があります｡この時廃棄物の処理
費と堆肥の売上などが出てきます｡堆肥の売上は農業関連事業として分類
できるかもしれませんが、廃棄物の処理費も農業関連事業として計上できな
ければ意味がありません｡なぜならこの売上が絶対的に大きいのは明らか
なのです｡廃棄物の処理費の売上を農業関連事業とする根拠を明確に示し
て頂けないと県の農業会議などは納得しません｡製造した堆肥の一部を自
己の農業生産に使用していれば関連事業に該当すると言う事ですが一部と
はどの程度でしょうか。この点についても根拠を明らかにして頂かないと県
の農業会議は納得しないのではないでしょうか｡農家と直接接触する立場の
県農業会議・農業委員会などを納得させる法律などで根拠を示してくださ
い。農業関連事業とする廃棄物の処分(中間処理)については堆肥化可能な
動植物性残渣・動物のふん尿・動物の死体に限定して頂いて構いません｡

Ｃ
Ｄ－１

　販売を目的とした堆肥の製造については、製造した堆肥の一部を自己の農業生
産に使用していれば関連事業に該当する。また、堆肥を製造するためにその原料
となる動植物性残渣や動物の糞尿等を外部から調達する際に、廃棄物の処理費
等として収入がある場合には、それは農業関連事業の売上に含めることはできな
い。
　なお、製造した堆肥のうち自己の農業生産に使用する量や割合については制限
はない。

1005 10051020
(有)フォレ
ストファー
ム

堆肥生産も関連事業ですが原
料としての廃棄物の処分も関
連事業として認めてくださ
い｡

農林
水産
省

1030130
農業生産法
人の事業要
件の緩和

農地法第２条第
７項第１号かっこ
書

農業生産法人の事業につい
ては、農業及び農業関連事
業が過半を占めなければな
らない。

Ｄ－１

  販売を目的とした堆肥の製造については、その製造した堆肥の一部を自
己の農業生産に使用していれば関連事業に該当するので、要望内容は現
行制度によって実現可能である。
　また、農業生産法人の事業については、売上げの２分の１未満の範疇で
あれば農業及び農業関連事業以外の事業を行うことができる。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

農業法人の事業として廃棄物をリサイクルし堆肥化など資源化する場合、
帳簿上で収入を科目ごとに計上する必要があります｡この時廃棄物の処理
費と堆肥の売上などが出てきます｡堆肥の売上は農業関連事業として分類
できるかもしれませんが、廃棄物の処理費も農業関連事業として計上できな
ければ意味がありません｡なぜならこの売上が絶対的に大きいのは明らか
なのです｡廃棄物の処理費の売上を農業関連事業とする根拠を明確に示し
て頂けないと県の農業会議などは納得しません｡製造した堆肥の一部を自
己の農業生産に使用していれば関連事業に該当すると言う事ですが一部と
はどの程度でしょうか。この点についても根拠を明らかにして頂かないと県
の農業会議は納得しないのではないでしょうか｡農家と直接接触する立場の
県農業会議・農業委員会などを納得させる法律などで根拠を示してくださ
い。農業関連事業とする廃棄物の処分(中間処理)については堆肥化可能な
動植物性残渣・動物のふん尿・動物の死体に限定して頂いて構いません｡

Ｃ
Ｄ－１

　販売を目的とした堆肥の製造については、製造した堆肥の一部を自己の農業生
産に使用していれば関連事業に該当する。また、堆肥を製造するためにその原料
となる動植物性残渣や動物の糞尿等を外部から調達する際に、廃棄物の処理費
等として収入がある場合には、それは農業関連事業の売上に含めることはできな
い。
　なお、製造した堆肥のうち自己の農業生産に使用する量や割合については制限
はない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

農林水産省は農業分野に株式会社ややる気のある農業法人の育成
など担い手を育てようとしていますが、幾らそのような方々が参入しよ
うとも自主自立の農業経営がなければやがて農業に対する魅力を
失っていくのではないでしょうか｡株式会社であろうが個人であろうが農
業に対する情熱があったとしても生きていく収入を確保しなければその
情熱を持続する事が出来ません。会社であれば従業員に人並みの給
与と各種保険年金の支払義務があります。その義務が果たされなけ
れば人材の確保も出来ません｡要するに利益が出なければ倒産してし
まうのです｡其の為には各社なりの創意工夫が必要です｡しかも農業法
人としての要件を満たさなければならないのです｡現在の農業は規模
拡大し合理化をしながらの創意工夫は絶対的に必要です｡みんなが同
じ事をする農業は行き詰まったではありませんか｡規模拡大のために
は機械力も必要です｡以外に多額の投資が必要な産業が農業なので
す｡その中で当社は国民の安心安全な食品生産の要望に応える為に
可能な限り減農薬･減化学肥料農業を実施していく計画です｡また減農
薬･減化学肥料農業を実施するには出所の判らない堆肥ではなく自ら
高品質堆肥を自給していく体制を作る必要性があると考えました｡京都
議定書の地球環境保全対策・食品リサイクル法のリサイクル事業者・
地域から発生する未利用バイオマス資源など農業ほどこれらの対策を
実施できる地域密着産業は他にありません｡当社はこれら未利用資源
を堆肥化し農業を自主自立する産業に再生します｡この事業化により
農産物の生産による収入以外に安定的・継続的に収入を得る事が可
能になります｡この自主財源は従来の農産物生産の収入に比べ天候
などの外乱による収入変動リスクが少なくなります。農業法人にとって
安定した収入が確保できる事ほどありがたいものはありません｡しかも
この事業は全く新たな社会的責任を農業が担う事にもなるのです｡新
たな社会的責任を担う事は農業者の誇りと自信にも繋がるのではない
でしょうか｡可能な限り補助金に頼らず自主自立の農業をしていく努力
が新しい時代には必要です｡新しい時代の自立する農業の為に、堆肥
化による廃棄物処分の収入を農業関連事業に含める事を重ねて提案
します｡

Ｃ

販売を目的とした堆肥の製造については、その製造した堆肥の一部
を自己の農業生産に使用していれば関連事業に該当する。また、提
案にある動物の糞尿等を引き取る事業は、農業関連事業の売上に
含めることはできないが、売上げの２分の１未満の範疇であれば同事
業を行うこは可能である。
　これは、農業及び農業関連事業以外の事業のウエートを制限する
ことで、法人経営のうちの農業以外の部門の業績等が農業部門の安
定性を損なうことのないようしているものである。例えば、提案にある
動物の糞尿等を引き取る事業の業績が悪化した場合、農業部門に悪
影響を及ぼす恐れがある。以上の理由から、その法人の行う農業と
直接関連のない事業を農業関連事業に含めることは認められない。

1005 10052020
(有)フォレ
ストファー
ム

堆肥が農業用資材である以上
その原料として動植物性残渣
を堆肥化処理して収入を得た
としてもそれも関連事業に含
めるべきです｡

農林
水産
省

1030140

農業生産法
人の構成員
要件の緩和
（出資要
件）

農地法第２条第
７項第２号かっこ
書、農業経営基
盤強化促進法第
１２条、農業経
営基盤強化促進
法施行規則第１
４条第１項第２
号

農業生産法人が、関連事業
者等から出資を受ける場
合、その出資が資本金の１
／４以下であり、かつ、１関
連事業者当たり１／１０以下
でなければならない。また、
特例措置として、認定農業
者たる農業生産法人に出資
する場合には、その制限を
緩和し、１／２未満まで出資
可能となっている。

Ｃ
農業関係者以外の議決権を過半にすることは、その法人が行う農業と直
接関連性を有さない者の意向によって法人経営が行われ、その法人の農
業経営の安定性を損なうおそれがあることから、認められない。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　農業関係者以外の議決権を過半にすることは、その法人が行う農業と直接関連
性を有さない者の意向によって法人経営が行われ、その法人の農業経営の安定
性を損なうおそれがあることから、認められない。

1413 14131010 宮崎県

農地法・農業経営基盤強化促
進法の農業生産法人の構成員
（出資者）の要件緩和し、焼
酎メーカーなど食品産業（農
業関係以外の出資者）が農業
生産法人の構成員となる場合
の出資割合は、総議決権に対
し、合計で４分の１以下、１
出資者当たり１０分の１以下
とされている。平成１５年か
らは、認定農業者となった農
業生産法人については、農業
関係以外の出資者の出資割合
が総議決権の２分の１未満ま
で緩和されたが、これをさら
に緩和して制限を加えないよ

農林
水産
省

1030140

農業生産法
人の構成員
要件の緩和
（出資要
件）

農地法第２条第
７項第２号かっこ
書、農業経営基
盤強化促進法第
１２条、農業経
営基盤強化促進
法施行規則第１
４条第１項第２
号

農業生産法人が、関連事業
者等から出資を受ける場
合、その出資が資本金の１
／４以下であり、かつ、１関
連事業者当たり１／１０以下
でなければならない。また、
特例措置として、認定農業
者たる農業生産法人に出資
する場合には、その制限を
緩和し、１／２未満まで出資
可能となっている。

Ｃ
農業関係者以外の議決権を過半にすることは、その法人が行う農業と直
接関連性を有さない者の意向によって法人経営が行われ、その法人の農
業経営の安定性を損なうおそれがあることから、認められない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

変革の時代に如何に素早く対応することが出来るかが、会社経営の最重要
課題であると認識しています。お説の、農業経営の安定性なるものが如何
なるものであるか不明ですが、ご心配の件については、例えば農業ビジネス
以外の事業はしない等の歯止めをかければ（定款審査など）十分可能な提
案と考えますので、再度考慮いただきたくお願い申し上げます。

例えば定款において農業以外の事業をしないという定めをしたとしても、議決権の
過半を占める農業関係者以外の者がその定めに反対した場合には、当該定款を
変更することができることになるので認められない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

ご回答ありがとうございます。前回の提案・意見としては、例
えば定款審査→定款に農業以外の事業はしないということ
を定める。ご回答が、「議決権の過半を占める農業関係者
以外の者が定めに反対した場合には、当該定款変更するこ
とが出来るので認められない」とのことですが、当然、農業
以外の実施を定款に定めた場合は農業生産法人の資格剥
奪ということにする。提案としては、例えばということで提案
いたしましたが、歯止めは色々あると思います。大変革の時
代に広い視野とスピードある意思決定が法人組織の経営安
定に欠かせない重要事項です。農業生産法人も同じ法人組
織として、それが求められています。そのことが農業経営の
安定化に寄与することは間違いありません。再考をお願い
いたします。

農業生産法人制度においては、その法人の行う農業と直接関係のな
い者の意向によって法人経営が行われ、その法人の農業経営の安
定性を損なうことのないよう農業関係者以外の議決権を制限している
ところである。提案にあるように、仮に、定款において農業経営しか行
わないこととし、それを担保するための措置を講じたとしても、その法
人の行う農業と直接関係のない者が経営を主宰することとなった場
合には、農業を継続することが担保されなくなり、その法人の経営（農
業経営）が不安定になることには変わりはない。したがって、議決権
制限を緩和することはできない。

1655 16551010
株式会社
中伊豆志
太農場

農地法に規定された農業生産
法人の構成員要件について農
業者や農業関係者以外の議決
権を過半にする。

農林
水産
省

1030150

農業生産法
人における
構成員要件
の緩和

農地法第２条第
７項第２号かっこ
書

農業生産法人が、関連事業
者等から出資を受ける場
合、その出資が資本金の１
／４以下であり、かつ、１関
連事業者当たり１／１０以下
でなければならない。

Ｃ

　同一の日常生活圏に住む者であっても、法人の農業に関係のない者を
構成員にすることは、法人の農業経営の安定性を損なうおそれがあること
から認められない。
　なお、農業を基盤とした地域づくりを行うため同一の日常生活圏に住む
者が農業生産法人以外の会社やＮＰＯ法人等を設立し、その法人が農業
経営を行えば、構造改革特別区域法第２３条の農地法の特例を活用する
ことで実現可能である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　同一の日常生活圏に住む者であっても、法人の農業に関係のない者を構成員に
することは、法人の農業経営の安定性を損なうおそれがあることから認められな
い。
　なお、農業を基盤とした地域づくりを行うため同一の日常生活圏に住む者が農業
生産法人以外の会社やＮＰＯ法人等を設立し、その法人が農業経営を行うことは、
構造改革特別区域法第２３条の農地法の特例を活用することで実現可能である。

1146 11461010
京都府舞
鶴市

農業生産法人の構成員は、農
地法第2条第7項第2号により
① 農地の権利提供者
② 農業の常時従事者（年間
60日以上）
③ 農地を現物出資した農地
保有合理化法人
④ 地方公共団体、農業協同
組合、同連合会
⑤ 産直相手の消費者や農作
業の委託者、スーパー、食品
流通業者など3年以上の契約
を締結し、法人と継続的取引
関係にある個人・法人及び新
技術の提供を行う企業など
に限定されている。
特例措置として、農村の字、
自治会、学校区等日常生活圏
を構成する区域で農業生産法
人を設立する場合において、
農業を基盤とした地域づくり
の観点から、地域内の全戸が
構成員になる必要がある場合
は、上記に該当する者の割合
を2/3以上とする。

農林
水産
省

1030160

野生動物の
餌場とし
て、休耕田
や放棄水田
を農家以外
のNPO等が水
田として復
元し管理す
ることを可
能にする特
例

農地法第２条第
７項、第３条第２
項第２号の２

法人が農地の権利を取得し
ようとする場合、農業生産法
人の要件を満たす必要があ
る。

Ｄ－２
ＮＰＯ法人が、休耕田を水田として復元し、耕作することは、構造改革特別
区域法第２３条の農地法の特例を活用することにより、実現可能である。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

農業生産法人以外の法人等が農業参入することについては、特区制度の利用が
可能。

1012 10121010

新潟県新
潟市　株
式会社グ
リーンシグ
マ

トキの野生順化に伴って、そ
の餌場として水田を復元する
場合に限り、農家以外の第三
者使用を認める手続きの簡略
化
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農林水産省

担当
府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030170

農業生産法
人以外の株
式会社の農
業経営が可
能とする農
地法の特例
措置

農地法第２条第
７項、第３条第２
項第２号の２

法人が農地の権利を取得し
ようとする場合、農業生産法
人の要件を満たす必要があ
る。

Ｄ－２
浜松市において、構造改革特別区域法第２３条の農地法の特例措置を適
用するためには、貴社から静岡県又は浜松市に対して、その旨を提案する
方法が考えられる（構造改革特別区域法第４条第４項）。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

農林水産省からのご回答を社内で検討いたしました。　　ご要望がございま
すで、ご検討をお願い致します。　　農業生産法人ではない株式会社が直接
農業経営をすることについては、かねてより、該当自治体に要望して参りま
した。しかし、１民間企業の要望については、特区の申請に積極的な対応が
ないのが現実であります。　そのため、今回は、直接、国に要望と提案をし
た次第です。　　国は、日本の農業の振興と自給率の向上について積極的
に取り組んでいると聞いています。　弊社としても、微力ですが、農業の振興
と安全な食物の生産販売の為に真剣に取り組んで参ります。　　該当自治
体への提案による方法では、相当の月日が必要になると自治体の担当者よ
り聞いています。　　その間にも浜松市近郊では、高齢化により耕作放棄さ
れる農地が加速度的に広がっています。　　農業は、さまざまな要素のもと
に成り立っているので、設備投資をして、簡単に農作物ができるわけではあ
りません。株式会社が、新規事業として農業を実践するには、現実に地権者
との間での農地の賃借、農地の土作り、人材の育成等、相当な準備期間も
必要となります。　規制の課題以上に難しい農業生産も充分承知しているつ
もりです。　現在、切にご要望いたしますのは、国が、主導となって、民間企
業が、社会の利益となる農業を実施できる様に、規制を取除く様に、具体的
な取り組みをお願いいたします。　　　昨今の一部のマスコミ報道によります
と、株式会社が農業参入できる特区の方式を拡大するとの記事があります
（本経済新聞2004年7月16日朝刊）。また、同様の記事が、同紙の7月22日
の朝刊にも掲載されています。　　当社といたしましては、新聞記事の内容
の通り、早急に農業への参入規制を大幅に緩和される事を要望いたしま
す。　地域の農業を振興することが、日本全体の食料自給率の向上にもつ
ながると考えます。　　新聞記事を添付しましたので農林水産省としての同
紙に対するる見解もお知らせ下さればと考えています。　また、日本経済新
聞に弊社の農業への取り組みが紹介されています。地元の農家の協力によ
り、農業のノウハウを社内に吸収べく、勉強をはじめたところですので、参考
にご一読願います。

　浜松市において、構造改革特別区域法第２３条の農地法の特例措置を適用する
ためには、貴社から静岡県又は浜松市に対して、その旨を提案する方法が考えら
れる（構造改革特別区域法第４条第４項）。提案を行った場合、その提案に対する
透明性を高め、民間事業者の自発性を最大限に尊重する観点から、同県又は同
市は特区計画の案を作成する必要がないと判断した場合には、その旨及びその
理由を通知しなければならないとされている（同法第４条第５項）ので、特区計画案
の作成を正式に提案することにより、同県又は同市にしかるべき対応を求めること
ができる。

1040 10401010
株式会社
知久

現在、一部の構造改革特区を
除き、農業生産法人以外の株
式会社が直接、農地を賃貸し
て農業を営むことが農地法に
より規制されています。構造
改革特区以外においても、株
式会社が直接農業を営むこと
ができることを要望します。

農林
水産
省

1030180

農業生産法
人以外の法
人による農
地取得

農地法第２条第
７項、第３条第２
項第２号の２

法人が農地の権利を取得し
ようとする場合、農業生産法
人の要件を満たす必要があ
る。

Ｃ
企業がＮＰＯ法人等に貸し付けるために、農地を取得することについては、
不耕作目的での農地の権利取得に該当するので認められない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、安
定した権利関係
の下適切に農業
が行われる条件
整備方法につい
て再度検討し回
答されたい。

　一般企業の仮登記請求権を有する農地は、我孫子市が進めている「谷津
ミュージアム事業構想」区域内に19,000㎡あります。この農地を含めた遊休
農地の復田は、事業構想を実現するために必要不可欠です。このため、一
般企業の協力を得て、事業構想を実現するために当該農地の保全・再生・
活用を行う場合に限定して、所有権を移転できるよう提案しました。農林水
産省の回答では、不耕作目的での農地の権利取得に該当するため提案は
認められないということでした。
　今回の提案は、こうした規制を特区の活用により緩和するために行ったも
のです。特区を活用して実施する事業の検討がなされず、一律に認められ
ないとするのは、特区の活用を狭めることになり、地区を限定する特区の趣
旨が生かされないと考えます。提案した特区の再検討を求めます。

　企業がＮＰＯ法人等に貸し付けるために、農地を取得することについては、不耕
作目的での農地の権利取得に該当するので認められない。
　また、提案では仮登記のある農地の権利関係を明確にすることを目的の一つと
しているが、農地に仮登記が付されたとしても、所有権は移転しないのであるか
ら、所有権の権利関係が不明確になっているとはいえない（所有権は現在の所有
者にある。）。所有者が明確であることを前提に、谷津ミュージアム事業構想を実
現するためには、構造改革特別区域法第２３条の農地法の特例を活用し、農地の
所有者から、我孫子市等が当該農地を借り受けて、個人や企業・ＮＰＯ等に貸し付
けることで実現可能である。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

農林水産省の回答では、現行法に照らして、不耕作目的で
の農地の権利取得に該当するので認められないとのことで
すが、そのために特区を提案しています。今回の提案がな
ぜ特区で実現することができないのか理由が明確になって
いないので、再度回答を求めるものです。我孫子市谷津
ミュージアム事業では、企業の仮登記請求権を有する農地
について、事業の推進に沿って保全・活用等を行う場合に
限り権利移転を可能とするもので、農地の移転は農業利用
の促進を前提にしています。

農地法は、自ら耕作をしないことを前提とした農地の権利取得等、望
ましくない権利移動を規制し、適正かつ効率的に農地を利用できる者
が農地の権利を取得できるように誘導することを目的に許可制を採っ
ている。提案にあるように、自らは耕作をせずにＮＰＯ法人等に貸し付
けることを目的に企業が農地を取得することは、許可制の考え方の
根幹に反することになるので認めることはできない。

1256 12561010
千葉県我
孫子市

農業生産法人以外の法人（一
般企業）が、我孫子市が推進
する「谷津ミュージアム事業
（自然を保全・再生・活用
し、３６．７haの区域を野外
博物館としていく事業）」に
協力・貢献する場合に限り、
農地を取得できるようにす
る。これらの農地を市を経由
して、事業の推進に賛同する
個人やNPO等の市民団体に貸
し出しできるようにする。

農林
水産
省

1030190

企業・NPO法
人等による
農業参入の
容認

農地法第２条第
７項、第３条第２
項第２号の２

法人が農地の権利を取得し
ようとする場合、農業生産法
人の要件を満たす必要があ
る。

Ｄ－２
農業生産法人以外の法人（企業、NPO等）が農地を借り受けて農業経営を
行うことについては、構造改革特別区域法第２３条の農地法の特例を活用
することにより、実現可能である。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

農業生産法人以外の法人等が農業参入することについては、特区制度の利用が
可能。

1347 13472021

(社)関西経
済連合
会、(社)関
西経済同
友会、関
西経営者
協会、
大阪商工
会議所、
京都商工
会議所、
神戸商工
会議所

（前半部分）
○幅広い層の企業や個人が農
業分野に積極的に参入できる
よう規制緩和を進めること
（たとえば農業生産法人の要
件の大幅緩和）

○地域の実情を踏まえた「農
業ベンチャー」の育成が行え
るよう農地法、農業経営基盤
強化促進法等に関する許認可
の権限を国および府県から
「関西州（産業再生）特区」
に移譲すること

農林
水産
省

1030190

企業・NPO法
人等による
農業参入の
容認

農地法第２条第
７項、第３条第２
項第２号の２

法人が農地の権利を取得し
ようとする場合、農業生産法
人の要件を満たす必要があ
る。

Ｄ－２

　農業生産法人以外の法人（企業、NPO等）が農地を借り受けて農業経営
を行うことについては、構造改革特別区域法第２３条の農地法の特例を活
用することにより、実現可能である。
　なお、NPO法人等が農地を借り受けて市民農園を開設するのであれば、
構造改革特別区域法第３０条の特例を活用することによっても実現可能で
ある。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

農業生産法人以外の法人等が農業参入することについては、特区制度の利用が
可能。

1263 12631031

青森県八
戸市、
（仮）NPO
法人「農援
隊」

・遊休農地有効活用を図るた
め、農地の賃借について、Ｎ
ＰＯ法人及び株式会社の参入
を可能とする。

農林
水産
省

1030200

農業生産法
人以外の法
人の農業へ
の参入容認

農地法第２条第
７項、第３条第２
項第２号の２

法人が農地の権利を取得し
ようとする場合、農業生産法
人の要件を満たす必要があ
る。

Ｄ－２
農業生産法人以外の法人が酒類の原材料を生産するために農業参入す
ることは、構造改革特別区域法第２３条の農地法の特例を活用することに
より実現可能である。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

農業生産法人以外の法人等が農業参入することについては、特区制度の利用が
可能。

1486 14861010

愛知県豊
川市、ひま
わり農業
協同組
合、豊川
宝飯地区
農政企画
協議会

遊休農地の活用と民間活力の
利活を図ることを念頭に､､農
産業の活性化、地域雇用の促
進､農作物の地産地消、顔の
見える安全安心な食の推進、
新たな地域資源の創出といっ
た観点から､農業生産法人以
外の法人が農業へ参入し､且
つ、その法人が生産した農作
物を原材料として同法人が酒
類を製造し、直営の飲食店で
提供することを可能とする特
例。
現行の規制の特例を一体的に
活用した特例とすることで手
続きの簡素化を図り、同時に
現行の特例に付された条件を
緩和し､本地域における「農
と食と環境の循環」の推進に
寄与する法人であれば積極的
に参画することを可能とし､
地域の雇用拡大を促すための
特例とする。

農林
水産
省

1030210

農業生産法
人以外の法
人に農地所
有者が農地
を直接貸し
付けること
を可能にす
る要件緩和

構造改革特別区
域法第２３条

地方公共団体等が農地の
遊休化等が深刻な地域と認
めて、内閣総理大臣の認定
を申請し、認定を受けた場
合、地方公共団体等は一般
企業やＮＰＯ等農業生産法
人以外の法人に農地を貸す
ことができる。

Ｃ

地方公共団体等を介さずに個人が特定法人に対し、直接農地を貸し付け
る方法では、特定法人による農地の不適切な利用等が行われた場合に賃
貸借を解除する等、適切な是正措置を講じられることが担保されなくなるた
め、このような手法は認められない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

　浦戸諸島地域は、休耕地の増加や著しい人口減少が課題となっている。
　休耕地の活用と地元の活性化を図るため、島民も含めたＮＰＯ法人が設立
され、島をフルシーズン花、果樹木類が、咲き・実らせる観光農園を目指す
フラワーアイランド構想に取り組んでいる。
　今回提案した地域は、離島という特異性や高い高齢化率であること。さら
に、貸し付け先として、地元の島民も含めた地域活性化を目的としたＮＰＯ法
人であることを考慮し、農地の適正な利用が行われる環境である。
　また、今回の特区提案により、休耕地活用という事業の迅速化が図られ、
また併せて仙台都市圏に近いという地理的条件を生かしながら、多種・多様
な交流事業を推進できる。そして、島民が将来にわたり、各種の振興施策と
相乗的に展開でき、地域の自立的発展と魅力的な地域社会の形成を図るこ
とができると考えられるので再考し、回答願いたい。

地元において農地を適正に利用できる環境が整っていたとしても、農地の適正な
利用を担保するための制度上の措置が必要である。このため、構造改革特区制度
では、市町村等が特定法人と協定を締結するとともに、特定法人に農地を貸し付
けることとし、耕作放棄等の事態が生じた場合には賃貸借を解除するという仕組み
を採用している。したがって、市町村等を介さずに個人が特定法人に対し、直接農
地を貸し付ける方法は認められないところである。仮に、貴市において、農地の適
正利用が行われる環境が整っていたとしても、全国的にその様な環境が整ってい
るとは限らないため、特区制度として措置することはできない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

　今回の提案は、離島の休耕地活用と地域の加活性化策と
して、事業を推進していくためには、不可欠な提案と考えて
いる。全国的に見ても離島において同様の問題が発生して
おり、離島を限定とし、地元の島民も含めた地域活性化を目
的としたＮＰＯ法人であることを条件に再考し、回答願いた
い。

構造改革特区制度で、市町村等と特定法人が協定を締結した場合に
限って特定法人に農地を貸し付けることとしているのは、耕作放棄等
の事態が生じた場合には市町村等において賃貸借を解除する等適
切な是正措置を講ずる必要があるからである。したがって、市町村等
を介さずに地主が特定法人に直接農地を貸し付けることは認められ
ない。
なお、この仕組みは、地域の活性化策として特区計画を策定した市
町村等が地主と特定法人との間に入ることにより、地主と特定法人は
賃料等の折衝から契約の締結まで市町村等を相手にすることにな
り、地主・特定法人双方にとって、より安心して賃貸借に踏み切ること
ができる等のメリットがある。

1389 13891010
宮城県塩
竈市

　休耕地の活用を図るため、
農地所有者と農業生産法人以
外の法人が賃借の契約を行う
場合、現在の特区の拡大を図
り、自治体が仲介せずに、直
接農地所有者と農業生産法人
以外の法人が賃借の契約する
ことを可能とする。

(現行)
　農地所有者から農業生産法
人以外の法人が休耕地の賃借
する場合は、特区として認定
を受けた地方自治体が農地所
有者から休耕地を借り受け、
さらに農業生産法人以外の法
人に対し貸し付けるという特
区が認められている。

農林
水産
省

1030220

農地の権利
取得後の下
限面積要件
の緩和

農地法第３条

　農地の権利移動を行うとき
には、農業委員会の許可が
必要であるが、その権利取
得後の農業経営面積の合
計が、原則５０ａ（北海道は２
ｈａ）以上であることが許可
要件の一つとなっている。
　また、農地を転用するとき
は、都道府県知事の許可が
必要である。

Ｃ
１０ａ未満という特定農地貸付とも重複するような農地の取得を認めること
は、農地の零細化を招くことになるため、農地の効率利用を確保する観点
から認められない。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

この提案の対象となる農地は、特定農地貸付対象農地であっても、宅地化
されても支障のないような極めて限定された農地を対象としており、かつ、農
地の効率利用ができない状況の農地が対象である。これらの農地の一部を
宅地化することによって、農地の機能も同時に保全しようと考えているため、
農地の効率利用を確保という観点からは外れていないと解する。

１０ａを下回る農地の権利取得を認めることは、農地の零細化を招くことになるた
め、農地の効率利用を確保する観点から認められないが、定住を促進するため
に、サラリーマン等に農地を提供する方法としては、特定農地貸付制度を活用す
ることにより実現できる。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

この提案の目的は、効率利用し難い農地の利用促進と、農
村定住化を図ることにより、農村集落の活性化を促進するこ
とである。提案の対象となる農地は、住宅や公共物に囲ま
れ、集積化には不向きであり、もともと農地として効率利用
ができない極めて限定された農地が対象である。現状での
農業経営としての規模拡大という農業政策では、これらの
限定された農地は近い将来、担い手不足等により、遊休農
地化する恐れがあり、農地の効率利用の確保はし難い。ま
た、特定農地貸付制度では、あくまで農地の貸付であり、就
農を目的とし、安定した耕作を継続するためには、自己の所
有する農地という、耕作者にとって重要な魅力が欠けてい
る。かつ、耕作者が農村集落に定住する動機は、住むそば
に、自己所有の農地があり、耕作や管理がしやすいというこ
とが重要である。借りた農地は自己所有ではないため、そ
の農地のそばに移住することは想定し難い。

農地法は、将来的に農業経営を継続していこうという意向のない者の
農地の権利取得等、望ましくない権利移動を規制し、適正かつ効率
的に農地を利用できる者が農地の権利を取得できるように誘導する
ことを目的に許可制を採っている。提案にあるように、村外から移り住
もうとする者等を受け入れることは、地域活性化を促進する上で重要
ではあるが、それらの者に１０ａ未満の農地の取得を認めることは、
将来にわたって零細で非効率な農地利用の固定化を招き、ひいては
耕作者の地位の安定を妨げることになり、許可制の考え方の根幹に
反することであるので認めることはできない。

1025 10251010
群馬県館
林市

集積困難な小規模農地につい
て、農地取得の下限面積の緩
和（５ａ以上、１０ａ以下）
により、遊休農地の予防、就
農機会の拡大、既成農村集落
の活性化を図る

農林
水産
省

1030230

農地の権利
取得後の下
限面積要件
の緩和

農地法第３条第
２項第５号

農地の権利移動を行うとき
には、農業委員会の許可が
必要であるが、その権利取
得後の農業経営面積の合
計が、原則５０ａ（北海道は２
ｈａ）以上であることが許可
要件の一つとなっている。

Ｄ－２

　カボス栽培を振興する観点から農地の権利取得の際の下限面積要件を
引き下げることについては、特区（農林水産省関係構造改革特別区域法
第２条第３項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける
特定事業を定める省令第２条）を活用することにより１０ａまで引き下げるこ
とができる。
　なお、農地を担い手に集積する等農地の有効活用を図るために市町村
が集団的な土地利用調整を行う場合には、農用地利用集積計画制度を活
用することによって実現可能である。

提案の趣旨は、カ
ボス栽培、賃貸
借契約に限定し
て農地の権利取
得の際の下限面
積要件を引き下
げるよう求めるも
のであるが、その
点及び右の提案
主体の意見を踏
まえ、再度検討し
回答されたい。

特区を活用することにより、１０アールまで引き下げることができる旨の回答
をいただいております。また、この際、集団的な土地利用調整を行う場合に
は、農用地利用集積計画制度を活用することによって実現できる旨の回答
をいただいていますが、この「農用地利用集積計画」は下限面積緩和のため
に必ず必要と言う訳でなく、市町村が農地の有効活用を図るために集団的
な土地利用調整を行う場合のみに必要と考えてよろしいでしょうか。

　特区を活用することにより下限面積を１０ａまで引き下げることができるが、カボス
生産のための賃貸借に限定して引き下げるという扱いはできない。
　なお、農用地利用集積計画は、１０ａまで下限面積を引き下げる特区制度を活用
する際に必要になるのではなく、市町村が集団的な農地の利用調整を行って、担
い手に農地を集積する際に利用するものである。

1222 12221010
大分県臼
杵市

農地法第３条による農地の所
有権の移転又は賃貸借の契約
を結ぶ場合、合計面積が４０
a以上とならなければならな
い。臼杵市の特産であるカボ
ス栽培に限り、１０a以上で
あれば、賃貸借ができるよ
う、規制の緩和を提案した
い。
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担当
府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030240

農地の権利
取得後の下
限面積要件
の緩和

農地法第３条第
２項第５号

農地の権利移動を行うとき
には、農業委員会の許可が
必要であるが、その権利取
得後の農業経営面積の合
計が、原則５０ａ（北海道は２
ｈａ）以上であることが許可
要件の一つとなっている。

Ｃ
１０ａ未満という特定農地貸付とも重複するような農地の取得を認めること
は、農地の零細化を招くことになるため、農地の効率利用を確保する観点
から認められない。

提案主体の意見
は、中山間地で
集積によって効率
利用を図ることが
困難な農地に
限って下限面積
要件を緩和し、農
作物の販売を含
めた農作業を試
みにやってみるこ
とを可能にするこ
とと思料されると
ころであり、その
ような趣旨を踏ま
え、再度検討し回
答されたい。

既に提出した資料１のとおり、当県の中山間地域の耕作放棄地率は、平地
地域の約２倍になっており、今後も耕作放棄地率は増加していくと予想され
る。これは、当県の中山間地域の農地は小規模で点在するなど条件が悪い
農地が多く、担い手農家に集約できるような農地が少ないことや、近くの農
業者も高齢化しており権利移動が進まないことなどが要因となっていると考
えられる。一方、既に提出した資料３，４のとおり中山間地域の中で８割を占
める非農家の中には耕作をしたいというニーズや都市部の住民には豊かな
自然の中で耕作をしながら生活をしたいというニーズがあり、こうしたニーズ
を農地の保全や地域の振興につなげていきたいという考えが中山間地域の
市町村の中にある。今回の提案は、こうした中山間地域の現状を踏まえて
提案しているものであり、また、その実施に当たっては、市町村が担い手へ
の農用地利用集積に影響を与えない地域を指定して行うこととしており、「措
置の概要（対応策）」にいう「農地の効率利用を確保する観点」を損なうこと
はないと考える。中山間地域の現状を踏まえ、農地の保全と地域振興のた
めに、是非とも再検討をお願いしたい。

１０ａ未満という特定農地貸付とも重複するような農地の取得を認めることは、農地
の零細化を招くことになるため、農地の効率利用を確保する観点から認められな
いが、下限面積の設定基準を緩和する構造改革特区を活用することによって、１０
ａまで下限面積を引き下げることが可能である。なお、非農家や都市住民が耕作を
しながら生活をしたいというニーズがあり、こうしたニーズに応えるためには特定農
地貸付制度を活用することにより実現可能である。

右の提案主体の
意見を踏まえ、地
形等により集積が
難しい場合に限っ
て提案の趣旨が
実現できないか再
度検討し回答され
たい。

特定農地貸付制度は、複数の者を対象とした農地の貸し付
け制度で、将来に渡って所有権の取得ができないこととなっ
ており、また、営利を目的とする事ができず、直販所等で収
穫した農作物を販売する事ができないなど、耕作の継続性
や安定性などにおいて不安定なものがあります。本提案
は、小規模な農地についても所有権の移転を可能にするこ
とにより、地域に移住する都市住民や地域の他産業従事者
などが、自分の土地として誇りをもち農産物の販売も可能と
した中で継続的・安定的にゆとり農業ができるという付加価
値を付けて、市町村の行う地域振興策や耕作放棄地対策を
より実効のあるものにしようとするものです。また、その対象
とする農地は、市町村が担い手への農用地利用集積に影
響を与えない地域を指定して行うこととしており、農地の効
率的利用の確保には支障にならないと考えます。中山間地
域市町村の地域実情（高齢化、担い手不足、耕作放棄地の
拡大）を踏まえた自主的な取り組みが可能となるよう再検討
をお願いしたいと考えます。

農地法は、農業の生産性が低く、農業で自立できないような小規模
農地の権利移動等望ましくない権利移動を規制し、適正かつ効率的
に農地を利用できる者が農地の権利を取得できるように誘導すること
を目的に許可制を採っている。提案にあるように、村外から移り住もう
とする者等を受け入れることは、地域活性化を促進する上で重要で
はあるが、それらの者に１０ａ未満の農地の取得を認めることは、将
来にわたって零細で非効率な農地利用の固定化を招き、ひいては耕
作者の地位の安定を妨げることになり、許可制の考え方の根幹に反
することであるので認めることはできない。

1319 13191010

高知県、
高知県大
豊町、高
知県佐川
町、高知
県梼原
町、高知
県東津野
村、高知
県葉山村

市町村が、都市部や地域の
ニーズを活かしＵ・Ｉターン
等による地域の活性化や農地
の耕作放棄による荒廃を防止
するためなどに必要と認めた
場合には、その区域内の地理
的・自然的条件、社会的条件
の特殊性や土地利用の現状及
び将来の見通しを勘案し、担
い手への農地集積等に支障を
及ぼさない範囲内で、市町村
の自主的な判断のもとに、下
限面積を適用除外する地域
（字単位等）を定め、下限面
積未満（１０ａ以下を含む）
でも農地取得等ができるよう
にする。

農林
水産
省

1030250

農地の権利
取得後の下
限面積要件
の緩和

農地法第３条第
２項第５号

農地の権利移動を行うとき
には、農業委員会の許可が
必要であるが、その権利取
得後の農業経営面積の合
計が、原則５０ａ（北海道は２
ｈａ）以上であることが許可
要件の一つとなっている。

Ｃ
１０ａ未満という特定農地貸付とも重複するような農地の取得を認めること
は、農地の零細化を招くことになるため、農地の効率利用を確保する観点
から認められない。

提案主体の意見
は、離島で集積
によって効率利用
を図ることが困難
な農地に限って
下限面積要件を
緩和し、農作物の
販売を含めた農
作業を試みに
やってみることを
可能にすることと
思料されるところ
であり、そのよう
な趣旨を踏まえ、
再度検討し回答
されたい。

   現行、農地法における農地の取得後の下限面積要件は、国土保全の観
点からの一律の制限規定であるが、本提案における離島のように、特別な
環境下にある地域においては、地域特性に配慮した弾力的な運用が求めら
れると考えられる。
  過疎と高齢化の進展、耕作放棄地の増加、限られた農地における農業経
営、後継者不足等、島の農業を取り巻く環境は急激に変化しており、現状の
ままでは、この状況が回復する見込みはほとんど見出せない状況である。
   本提案における下限面積要件（１アール）の緩和措置は、島の地域特性
や地勢、新規耕作者や農業資金の確保など実現可能な農業経営、島の特
性に応じた農産物の栽培、長期的な視点にたった島の活性化方策等を考慮
した、各セクターの連携による島のサイズに適した農業経営を重視したもの
であり、検討結果のように全国一律の制限規定を適用することは、島が抱え
る諸問題への配慮不足であり、又、現行の下限面積要件では、新規農業参
入者、農業後継者を確保することや遊休農地対策は現実的には不可能な
状態であることから、再度、検討を要望するものである。

１ａを下回る農地の権利取得を認めることは、農地の零細化を招くことになるため、
農地の効率的利用を確保する観点からは認められない。　ただし、市町村が、島
内の農業振興策として白いも生産に取り組もうとする者に農地の利用集積を進め
ようとする場合には、農用地利用集積計画制度を活用することによって実現可能
である。

右の提案主体の
意見を踏まえ、地
形等により集積が
難しい場合に限っ
て提案の趣旨が
実現できないか再
度検討し回答され
たい。

　本提案における大島地区においては、離島という地勢的
条件からもともと零細規模（１ａ～３ａ）の農家が多数であり、
加えて後継者不足で特産の白いも生産は、零細化を超え消
滅寸前の危機的な状況にあります。指導いただいていた農
用地利用集積計画制度を利用することで、１ａからでも農地
を取得することができますが、本提案は、その計画の本来
の目的である、農用地の集積を目指すものではなく、さら
に、農用地利用集積計画制度による農用地の集積は、現実
的にはその条件を満たす担い手がなく、この制度を利用す
ることは非常に困難な状況にあります。本提案は、大島にお
いて農地の集積を図り、効率的、合理化経営を目指していく
ものではなく、衰退しつつあるが唯一の大島の資源である
農に着目し、離島のサイズに合った耕作面積を最小単位と
して、できるだけ多くの人々の手によって耕作することで、
人々の島への帰属意識を醸成し、過疎化が著しい島の復権
と賑わい回復を目指しています。そして、事業の定着性や継
続性などを考慮すると、単に農業労働従事者としての交流
では不十分であり、大島に小さくても農地の権原を持ち、主
体性をもって取り組むことが事業の成功上は必要なことか
ら、現実的に流動可能で、かつ耕作可能な新規農業参入者
をターゲットにした下限面積（１ａ）要件の緩和を要望するも
ので、単に遊休農地対策のみならず、特産品づくりという多
様な農へのかかわりを通じて、白いも生産の安定化、島の
活性化、交流人口の拡大、農業への理解促進を図る目的で
あり、あくまで効率性のみを求めるのではないため、特区と
しての運用を再度要望します。

農地法は、農業の生産性が低く、農業で自立できないような小規模
農地の権利移動等望ましくない権利移動を規制し、適正かつ効率的
に農地を利用できる者が農地の権利を取得できるように誘導すること
を目的に許可制を採っている。提案にあるように、島内で白いも栽培
に取り組むことは島の活性化等を促進する上で重要ではあるが、１０
ａ未満の農地の取得を認めることは、将来にわたって零細で非効率
な農地利用の固定化を招き、ひいては耕作者の地位の安定を妨げる
ことになり、許可制の考え方の根幹に反することであるので認めるこ
とはできない。

1407 14071010

特定非営
利活動法
人ＧＯＯＤ
ＷＩＬＬ

農地に関する権利取得に関す
る要件の緩和（常時従事要件
の条件及び期限つき緩和）
農地に関する権利の取得に際
する下限面積要件の緩和（１
アールの下限面積を設定）

農林
水産
省

1030260
下限面積要
件の撤廃

農地法第３条第
２項第５号

農地の権利移動を行うとき
には、農業委員会の許可が
必要であるが、その権利取
得後の農業経営面積の合
計が、原則５０ａ（北海道は２
ｈａ）以上であることが許可
要件の一つとなっている。

C

  １０ａ未満という特定農地貸付とも重複するような農地の取得を認めること
は、農地の零細化を招くことになるため、農地の効率利用を確保する観点
から認められない。
　なお、NPO法人等が農地を借り受けて市民農園を開設するのであれば、
構造改革特別区域法第３０条の特例を活用することにより実現可能であ
る。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　１０ａ未満という特定農地貸付とも重複するような農地の取得を認めることは、農
地の零細化を招くことになるため、農地の効率利用を確保する観点から認められ
ないが、下限面積の設定基準を緩和する構造改革特区を活用することによって、１
０ａまで下限面積を引き下げることが可能である。
　なお、NPO法人等が農地を借り受けて市民農園を開設するのであれば、構造改
革特別区域法第３０条の特例を活用することにより実現可能である。

1263 12631032

青森県八
戸市、
（仮）NPO
法人「農援
隊」

・農地参入最低面積（5a）の
撤廃を要望。

農林
水産
省

1030260
下限面積要
件の撤廃

農地法第３条第
２項第５号

農地の権利移動を行うとき
には、農業委員会の許可が
必要であるが、その権利取
得後の農業経営面積の合
計が、原則５０ａ（北海道は２
ｈａ）以上であることが許可
要件の一つとなっている。

C

  １０ａ未満という特定農地貸付とも重複するような農地の取得を認めること
は、農地の零細化を招くことになるため、農地の効率利用を確保する観点
から認められない。
　なお、企業退職者等が小規模農地の耕作を生き甲斐として行う場合は、
特定農地貸付制度を活用することで実現可能である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　１０ａ未満という特定農地貸付とも重複するような農地の取得を認めることは、農
地の零細化を招くことになるため、農地の効率利用を確保する観点から認められ
ないが、下限面積の設定基準を緩和する構造改革特区を活用することによって、１
０ａまで下限面積を引き下げることが可能である。
　なお、NPO法人等が農地を借り受けて市民農園を開設するのであれば、構造改
革特別区域法第３０条の特例を活用することにより実現可能である。

1504 15042010
福島県桑
折町

専業・兼業ともに農業従事者
が高齢化し、農地が遊休化し
ている。対照的に、企業等退
職者は、小規模な範囲での農
業生産に魅力を感じ家庭菜園
に勤しむ。また、小規模生産
者は、家庭菜園の延長で多品
種栽培によるほか直接販売の
余力もある。この力を農業生
産と地産地消に活かしたい。
このため農地法の貸付下限面
積の撤廃を提案したい。自ら
生産したものを地元消費者に
販売し、さらに消費者との対
話が生産意欲を掻き立てる。
そして、ささやかな収入で
あっても、年金が減少する中
で魅力ある収入となり、元気
老人復活である。

農林
水産
省

1030270

農業協同組
合による農
業経営の容
認

農業協同組合法
第１１条の１５の
２

現行制度において、農協の
農業経営は、①農地保有合
理化法人として研修等の事
業を実施する場合、②農地
又は採草放牧地を利用しな
いで行う場合で①に準ずる
と認められる場合には、農
業の経営及びこれに附帯す
る事業を行うことができる。

Ｃ

農協自らが農業を行う場合、協同組合である農協と農業者である組合員
が競合し、組合員の経営を圧迫することや組合員の委託も受けずに農業
経営を行うことが当該地域の農業者全体の利益にかなうか等の問題があ
る。
  しかしながら、担い手の減少や耕作放棄地の増加等の問題があることか
ら、農協系統においては、その解決策の一つとして、農協が出資して農業
法人を設立し、効率的で事業の採算性を考慮した事業展開等により、担い
手確保に取り組んでいる。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

農協自らが農業を行う場合、協同組合である農協と農業者である組合員が競合
し、組合員の経営を圧迫することや組合員の委託も受けずに農業経営を行うこと
が当該地域の農業者全体の利益にかなうか等の問題がある。
  しかしながら、担い手の減少や耕作放棄地の増加等の問題があることから、農協
系統においては、その解決策の一つとして、農協が出資して農業法人を設立し、
効率的で事業の採算性を考慮した事業展開等により、担い手確保に取り組んでい
る。

1299 12991010
陸別町農
業協同組
合

法規制の撤廃
農協が農業の経営を行う事に
より地域特に過疎地域におい
ては必要不可欠な事項であ
る。地域の中核を担う農協と
しては産業の中心である農業
を支援する立場から組合員の
金銭的負担を強いるより地域
支援策として、草地の維持管
理や耕作放棄地の発生を最小
限に食い止める必要もあり先
人が切り開いた農地を如何に
維持して行くか、老齢化に伴
い条件不利地の管理が疎かに
なりつつあることから、農協
が農業経営を行う事により安
心して農業経営を少しでも長
く農業経営を継続し将来農地
を手放す時に安心できるシス
テム作りとして、農協が農地
の所有耕作を認めて貰えれば
地域の活性化につながり雇用
の拡大と合わせて研修制度の
確立など地域における産業を
守る事につながる

農林
水産
省

1030270

農業協同組
合による農
業経営の容
認

農業協同組合法
第１１条の１５の
２

現行制度において、農協の
農業経営は、①農地保有合
理化法人として研修等の事
業を実施する場合、②農地
又は採草放牧地を利用しな
いで行う場合で①に準ずる
と認められる場合には、農
業の経営及びこれに附帯す
る事業を行うことができる。

Ｃ

農協自らが農業を行う場合、協同組合である農協と農業者である組合員
が競合し、組合員の経営を圧迫することや組合員の委託も受けずに農業
経営を行うことが当該地域の農業者全体の利益にかなうか等の問題があ
る。
  しかしながら、担い手の減少や耕作放棄地の増加等の問題があることか
ら、農協系統においては、その解決策の一つとして、農協が出資して農業
法人を設立し、効率的で事業の採算性を考慮した事業展開等により、担い
手確保に取り組んでいる。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

農協自らが農業を行う場合、協同組合である農協と農業者である組合員が競合
し、組合員の経営を圧迫することや組合員の委託も受けずに農業経営を行うこと
が当該地域の農業者全体の利益にかなうか等の問題がある。
  しかしながら、担い手の減少や耕作放棄地の増加等の問題があることから、農協
系統においては、その解決策の一つとして、農協が出資して農業法人を設立し、
効率的で事業の採算性を考慮した事業展開等により、担い手確保に取り組んでい
る。

1299 12992010
陸別町農
業協同組
合

・農協が農業の経営を行う事
により、農業が持っている多
面的機能を管理維持して行く
事が可能となる
・耕作放棄地の発生を抑え折
角の農地を維持管理すること
ができる
・コントラクター事業と組み
合わせて飼料センターを構築
し高齢者にも飼料を供給する
ことによって少しでも長く農
業経営を行うことが可能とな
る

農林
水産
省

1030270

農業協同組
合による農
業経営の容
認

農業協同組合法
第１１条の１５の
２

現行制度において、農協の
農業経営は、①農地保有合
理化法人として研修等の事
業を実施する場合、②農地
又は採草放牧地を利用しな
いで行う場合で①に準ずる
と認められる場合には、農
業の経営及びこれに附帯す
る事業を行うことができる。

Ｃ

農協自らが農業を行う場合、協同組合である農協と農業者である組合員
が競合し、組合員の経営を圧迫することや組合員の委託も受けずに農業
経営を行うことが当該地域の農業者全体の利益にかなうか等の問題があ
る。
  しかしながら、担い手の減少や耕作放棄地の増加等の問題があることか
ら、農協系統においては、その解決策の一つとして、農協が出資して農業
法人を設立し、効率的で事業の採算性を考慮した事業展開等により、担い
手確保に取り組んでいる。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

農協自らが農業を行う場合、協同組合である農協と農業者である組合員が競合
し、組合員の経営を圧迫することや組合員の委託も受けずに農業経営を行うこと
が当該地域の農業者全体の利益にかなうか等の問題がある。
  しかしながら、担い手の減少や耕作放棄地の増加等の問題があることから、農協
系統においては、その解決策の一つとして、農協が出資して農業法人を設立し、
効率的で事業の採算性を考慮した事業展開等により、担い手確保に取り組んでい
る。

1605 16052020 熊本県

　担い手の確保が著しく困難
な地域においては、ＪＡが農
地を借りて自ら農業経営を行
うことを認める。
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農林水産省

担当
府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030280

農業委員会
の農地貸借
の許可事務
の公益法人
への権限委
譲

農地法第３条、
農業委員会法第
６条第１項

耕作目的での農地の権利
移動については、農業委員
会又は都道府県知事の許
可を受けなければならな
い。

Ｃ
農業委員会の行う農地法の許可事務については、私人の法律関係に介入
するものであり、公正な執行を確保する必要があるので農業委員会に行
わせることが適当であると考える。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

本提案は、
　①　農地法第３条に規定する農地の売買ではなく、使用賃借に関する点のみで
あるということ。
　②　提案にありますとおり、企業等のさとうきび栽培に限定しているということ。
　③　農業委員会の権限を委譲するということではなく、本提案に係る事案につ
いて、農地保有合理化法人である（財）名瀬市営農センターでも農地賃借許可事
項を処理できる権限を付与するという考えであること。
以上の点から、「私人の権利関係に介入」とのご意見ではありますが、農地保有
合理化法人である（財）名瀬市営農センターにおいて借り手についての計画性な
どの審査を十分に行うことから、公平性を確保した上で、農地の健全な利用が図
られるものと考えております。
　また、（財）名瀬市営農センターが審査した借り手ということで、農地が健全な状
態に保たれるという安心にもつながると考えます。

　また、農業委員会から（財）名瀬市営農センターへの農地賃借許可事項を処理
できる権限を付与するということにつきましては、
　①　農地の賃貸借に関する手続きを迅速に処理することができ、適時・適切な
栽培計画の円滑な実施を図ることができること。
　②　さとうきび栽培者に対する技術指導・習得に係る助成を（財）名瀬市営農セ
ンターが行うため、対象となる農地の現状について、定期的な把握ができること。
　③　貸し手農家に対する助成金と借り手農家への地代分の補助についての事
務も（財）名瀬市営農センターが行うため、事務の一元化が図られること。
　以上の点などからも、今回の提案については、農業委員会の権限を干渉すると
いうことではなく、地方自治法第１８０条に定める「専決処分」的な意味合いでの
提案ということであり、いわゆる「専決処分の報告」という形で定例の農業委員会
において報告を行うことで、農業委員会としても農地利用の実態について、遅滞
なく掌握も図られるものと考えております。
　農地の有効利用を目的としたものであり、新規就農の拡大と効率的農業生産を
目指し、農業振興に資するための提案でありますので、ご理解いただきたいと考
えております。
　

農業委員会の行う農地法の許可事務については、私人の法律関係に介入するも
のであり、公正な執行を確保する必要があるので行政機関たる農業委員会に行わ
せることが適当であると考える。また、専決処分という地方公共団体内部の関係に
あって始めて行われうる行政的意思決定の委任について、地方公共団体の執行
機関と公益法人の関係に類推適用することはできないと考える。

1513 15131012
鹿児島県
名瀬市

（後段）
企業等に対する政府系金融機
関の融資条件の緩和及び農業
委員会事務の公益法人への一
部権限委譲を図る。

農林
水産
省

1030290

農地法等に
関する許認
可権限の移
譲

耕作目的での農地の権利
移動については、農業委員
会又は都道府県知事の許
可を受けなければならな
い。

Ｃ
農地法の許可事務については、私人の法律関係に介入するものであり、
公正な執行を確保する必要があるので国・都道府県・農業委員会に行わ
せることが適当であると考える。

1347 13472022

(社)関西経
済連合
会、(社)関
西経済同
友会、関
西経営者
協会、
大阪商工
会議所、
京都商工
会議所、
神戸商工
会議所

（後半部分）
○幅広い層の企業や個人が農
業分野に積極的に参入できる
よう規制緩和を進めること
（たとえば農業生産法人の要
件の大幅緩和）

○地域の実情を踏まえた「農
業ベンチャー」の育成が行え
るよう農地法、農業経営基盤
強化促進法等に関する許認可
の権限を国および府県から
「関西州（産業再生）特区」
に移譲すること

農林
水産
省

1030300
農業委員会
の必置規制
の廃止

農業委員会等に
関する法律第３
条第１項
農業委員会等に
関する法律施行
令第２条

　農地の存在する市町村に
農業委員会を設置。ただし、
区域内の農地面積が著しく
小さい市町村（北海道：360ｈ
ａ以下、都府県：90ｈａ以下）
には、農業委員会を置かな
いことができる。

C

　国民への食料の安定供給のためには、優良農地の確保や、担い手への
農地の集積などの農地施策を国の責務として推進する必要がある。この
施策推進に当たっては、農地や農村地域社会の特質等を踏まえる必要が
あるが、地域の農地に関する権利調整や利用及び管理を、国又は市町村
部局が直接介入して実施することは困難であり、かつ、効果的ではない。
このため、農業者が主体の合議体を農業者の信任の下で組織し、公平、
客観的に農地施策を遂行できる仕組みを構築することが、国の農地施策
の推進上は不可欠であることから、市町村部局から独立した行政委員会と
して、公選の農業委員等で構成される農業委員会を必置としているもので
ある。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

○ 　農業委員会の必置規制が廃止されても，合併により広域化し，自治能
力を備えた基礎自治体が，農業委員会制度の趣旨を理解した上で，自らの
責任と判断で今日的な農業委員会の役割及び設置の妥当性，必要性を検
討することで，農業者に最も近い基礎自治体において，地域の実情にあった
サービスが展開できるものと考える。

   食料の安定供給の基盤となる優良農地を確保し、担い手への農地の利用集積
を進めることが現下の農政の最重要課題である。このため、農地の権利移動の調
整等の業務は、全国的な統一性、公平性、客観性の確保が求められ、市町村から
独立した農業者により組織された合議体である農業委員会が行うことが最も効果
的である。
　 なお、　「農業委員会等に関する法律」については、農業委員会の設置に係る市
町村の自主性を拡大するとともに、業務運営の効率化等を内容とする改正法案を
先の通常国会に提出し、５月１９日に可決・成立、同２６日に公布をされたところで
ある。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

　先般の法改正においては，市町村の自主性を拡大する方
向での一部改正が行われているが，本県は，農業委員会の
必置規制を廃止し，地域の実情にあった農業委員会の体制
を構築すべきとの観点から提案を行ったものである。
　今後，自らの責任と判断で地域づくりに取り組むことがで
きる環境を整備し，全国に先駆けた分権社会の実現を目指
すこととしており，農業委員会の役割についても，合併等に
より自治能力を備えた基礎自治体において設置・非設置の
判断を行うべきであると考える。

　農地法に基づく農地の権利移動の調整等の業務は、農業者の私的
な法律関係に介入するものであり、市町村部局が直接担当するより
も、農業者が主体となる合議体の行政組織を農業者の信任の下に組
織し、そのような組織により処理させることが適当であると考える。こ
のことは、国民に対する食料の安定供給という国の農政推進上の観
点からも必要不可欠なものであり、このために農業委員会を必置とし
ているところである。
　したがって、今後とも、農業委員会の必置規制については維持して
いく必要があると考える。

1140 11402060 広島県

農業委員会の必置規制を廃止
し，各基礎自治体の裁量によ
り，地域の実情に応じた体制
で行政サービスが展開できる
よう，権限移譲に伴う所要の
地方財政措置を講じた上で，
農業委員会法の改正を行うこ
と。

農林
水産
省

1030310
ほ場整備事
業の実施要
件の緩和

土地改良法施行
令第２条第５号
イ
土地改良法施行
令第２条第５号
イただし書の農
林大臣が定める
場合について
非農用地区域の
設定を伴う土地
改良事業を行う
場合における都
市計画法の開発
許可等との調整
措置について

換地計画を定め、非農用地
区域の設定を伴う土地改良
事業を市街化区域において
行おうとする場合には、都道
府県の土地改良部局と都市
計画部局との協議がとと
のったものについては、事
業を実施することが可能で
ある。

Ｄ－１

　換地計画を定め、非農用地区域の設定を伴う土地改良事業を市街化区
域において行おうとする場合には、都道府県の土地改良部局と都市計画
部局との協議がととのったものについては、事業を実施することが可能で
あるとしており、都道府県において関係部局間の協議をととのえられたい。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

○市街化区域のほ場整備事業の可能性に対する兵庫県県土地改良部局
の見解は、以下のとおりである。
・土地改良法は単なる手続法ではなく経済法である。つまり、農業振興が図
られることが事業の必要事項に含まれている。
・従来より市街化区域はほ場整備事業の対象外としており、国が可能として
いることが不明であり、通達にもあてはまらないと解釈している。したがっ
て、農業生産の継続性の担保が特区で認められなければ、協議のテーブル
につけない。
・さらに土地改良法施行令第２条第５号イだけでなく、土地改良法第１条の
目的、土地改良法施行令第２条の事業の効用や負担能力の限度などが、
市街化区域をほ場整備事業対象外としている根拠である。
・これらの条文は法の根幹に関わる部分であり、これらの条文を該当法令
（特区の対象）とし、市街化区域のほ場整備事業が可能かどうかの判断は、
県の段階でできないとのことである。
○本市として今回示された回答内容では、事業実施はおろか協議のテーブ
ルにつくことができません。したがって、事業の可能性について、法解釈等
の具体的な指針を示していただきたい。

　ご指摘の土地改良法の目的、事業の効用、負担能力の限度の規定は、ほ場整
備事業を行う区域が市街化区域であることをもって、その事業実施の可否を変え
るものではない。
　また、換地計画を定め、非農用地区域の設定を伴う土地改良事業を市街化区域
において行おうとする場合には、都道府県の土地改良部局と都市計画部局との協
議がととのったものについては、「土地改良法施行令第２条第５号イただし書の農
林大臣が定める場合について」（昭和４８年２月５日付け４７構改Ｂ第５４号農林事
務次官依命通知）において、事業を実施することが可能としているところである。
　上記を踏まえ、都道府県の関係部局と事業実施に向けた検討をして頂きたい。

運用基準の明確
化を含め、右の提
案主体の意見を
踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　「土地改良法の目的、施行令の事業の効用、負担能力の
限度の規定は、ほ場整備事業を行う区域が市街化区域で
あることをもって、事業実施の可否を変えるものでない。」と
いう回答が、今回の提案が特区になじまないという判断であ
ると解釈します。しかし、これらはほ場整備事業の事業計画
において重要な判断要素であり、事業区域が市街化区域で
あるため、許可権者が安易に緩和するということができない
とのことです。市街化区域において農地は宅地見込み地と
して扱われ、市街化調整区域と根本的に異なるため、特区
として扱っていただければ事業実施に向けた事業計画の協
議が進めやすいと思います。
　一方、現行法上で考えるならば、事業実施が可能とされる
「土地改良法施行令第２条第５号イただし書の農林大臣が
定める場合について（昭和４８年２月５日農林事務次官通
達）」の運用基準を明確にしていただきたい。運用の基準が
具体的に示めされたならば、県の土地改良部局と都市計画
部局に対して事業実施に向けた協議を進めやすいと考えま
す。

　本件に関しては、都道府県の土地改良部局と都市計画部局間で協
議する事項であると考えているが、「土地改良法施行令第２条第５号
イただし書の農林大臣が定める場合について（昭和４８年２月５日農
林事務次官通達）」の取扱いについては、「非農用地区域の設定を伴
う土地改良事業を行う場合における都市計画法の開発許可等との調
整措置について（昭和４８年５月１９日構造改善局長通達）」を参考に
されたい。
  なお、市街化区域であっても、当分の間計画的な市街地の形成が
図られる見込みのない土地の区域については、市街化調整区域へ
編入することも可能である。

1133 11331010
兵庫県 加
古川市

市街化区域内では、ほ場整備
が制限されている。

農林
水産
省

1030320

農振農用地
指定除外手
続きの簡素
化

農業振興地域の
整備に関する法
律第１１条、第１
３条

農用地区域からの除外に当
たっては、市町村の農業振
興地域整備計画の変更が
必要である。

c

　周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがない等の
要件を満たせば農用地区域からの除外は可能であり、施設の整備は可能
である。
　なお、農用地利用計画案の公告・縦覧及び異議申出等の手続きは、農
用地利用計画が、開発行為の制限等の法的効果を持つことをふまえ、周
辺の営農環境や農業振興施策の推進等に支障が生じないよう関係権利
者へ周知等をするための必要最小限の手続きであり、簡素化は困難であ
る。
　また、総合規制改革の第３次答申においても農地利用規制の厳格化を
求められているところであり、この答申を尊重する旨閣議決定されていると
ころである。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　農用地利用計画案の公告・縦覧及び異議申出等の手続きは、農用地利用計画
が開発行為の制限等の法的効果を持つことをふまえ、周辺の営農環境や農業振
興施策の推進等に支障が生じないよう関係権利者への周知・異議申出機会の付
与等の必要最小限の手続きであり、簡素化は困難である。
　また、総合規制改革の第３次答申においても農地利用規制の厳格化を求められ
ているところであり、この答申を尊重する旨閣議決定されているところである。
　なお、提案における施設の位置等の詳細は不明であるが、周辺の土地の農業上
の効率的な利用に支障が生じるおそれがない等の要件を満たせば農用地区域か
らの除外は可能であり、施設の整備は可能である。
　また、計画変更協議等の円滑な処理を図るため、都道府県は市町村の事前相
談等に対応するとともに、関係部局間の連絡調整を円滑に行うよう国として助言す
るなど、迅速化に努めているところである。

1390 13902010
福島県平
田村

「農業振興地域の整備に関す
る法律」に基づく農振農用地
指定除外の手続きを簡素化す
る。

農林
水産
省

1030330

堆肥舎設置
に伴う農地
転用及び都
市計画区域
内の建築確
認申請手続
きの簡素化

農地法第４条、
第５条

農地の転用については、原
則として都道府県知事の許
可としている。

c

 堆肥舎の整備については、他法令の許認可が得られる等事業実施の確
実性及び周辺農地への被害防除措置の妥当性が認められる場合には、
優良農地であっても農地法の転用許可は可能であり、また、農地転用許
可に係る事務は、６週間の標準処理期間を定めてこの期間内での処理を
行うよう迅速化に努めているところである。
　なお、遊休農地の転用であっても、周辺農地の営農条件に支障が生じな
いよう適切な被害防除措置がとられているか等を確認する必要があるた
め、許可を届出とすることは困難である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

 堆肥舎の整備については、他法令の許認可が得られる等事業実施の確実性及
び周辺農地への被害防除措置の妥当性が認められる場合には、優良農地であっ
ても農地法の転用許可は可能である。また、農地転用許可に係る事務は、６週間
の標準処理期間を定めてこの期間内での処理を行うよう迅速化に努めているとこ
ろである。
　なお、遊休農地の転用であっても、周辺農地の営農条件に支障が生じないよう
適切な被害防除措置がとられているか等を確認する必要があるため、許可を届出
とすることは困難である。

1391 13912010
福島県平
田村

　平成１１年１１月１日に施
行された「家畜排せつ物の管
理の適正化及び利用の促進に
関する法律」に基づく堆肥舎
の設置について、畜産経営農
家が農地に設置する場合農地
法第４条及び第５条により県
知事の許可を要するところで
あるが、これを届出制にする
等農地法の手続きを簡素化す
る。また、都市計画区域内で
の建築基準法の規制緩和を求
める。
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農林水産省

担当
府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030340
農業振興地
域の農地転
用

農業振興地域の
整備に関する法
律第１３条
農地法第４条、
第５条

農用地区域からの除外に当
たっては、市町村の農業振
興地域整備計画の変更が
必要である。優良農地を確
保するため、優良農地の転
用に当たっては、地域の農
業振興に資する施設や公共
性の高い事業に供する場合
等に限って転用を認めてい
る。

D-1

　提案概要では、設置しようとする施設位置の詳細は不明ながら、ＩＣ出入
口の周囲おおむね３００ｍの区域内であれば、原則農地転用許可が可能
であり、また、農地転用に係る都道府県知事の許可権限については、転用
の可否の判断が適正に行えるか否かの観点から、個々の市町村の意向
や事務処理体制等を考慮して、地方自治法第２５２条の１７の２の特例条
例により権限委譲が可能である。
　さらに、市町村が農用地利用計画を変更する必要があると認め、周辺の
土地の農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがないこと、及び他
に代替する土地等が無い等の要件を満たせば農用地区域からの除外は
可能である。
　なお、農用地利用計画の変更は市町村の事務であるが、当該計画の変
更は１カ所の土地の除外についてのみ検討して行うものでなく経済事情の
変動等による変更の必要性を農業振興地域整備計画全体について検討し
て判断するものであり、都道府県知事との同意を要する協議は、農業振興
地域整備計画全体と優良農地の確保や都道府県の農業振興の方針との
整合を図るための必要最小限の手続きであり、総合規制改革会議の第３
次答申においても、農地利用規制の厳格化を求められているところであ
り、この答申を尊重する旨閣議決定されているところである。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

　提案概要では、設置しようとする施設の位置等の詳細は不明ながら、ＩＣ出入口
の周囲おおむね３００ｍの区域内の農地であって、他法令の許認可の見込みがあ
る等の要件を満たせば、農地転用許可が可能であり、また、農地転用に係る都道
府県知事の許可権限については、転用の可否の判断が適正に行えるか否かの観
点から、個々の市町村の意向や事務処理体制等を考慮して、地方自治法第２５２
条の１７の２の特例条例により権限委譲が可能である。
　さらに、市町村が農用地利用計画を変更する必要があると認め、周辺の土地の
農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがないこと、他に代替する土地等が
無い、他法令の許認可の見込みがある等の要件を満たせば農用地区域からの除
外及び農地転用許可は可能であり、駐車場等の整備という提案の趣旨は現行制
度で実現が可能である。

右の提案主体の
質問に対し検討し
回答されたい。

ご回答ありがとうございました。
回答の冒頭部分で「設置しようとする施設の位置等の詳細
は不明ながら、」との記載がありましたので建設予定地の地
図を補足資料として提出いたします。
地理的な見地で建設（農地転用許可）が可能か否かをご教
示願います。
なお、本建設による他農地への水利、往来等での悪影響は
一切生じません。

具体的な計画内容（土地の位置、目的に係る事業の詳細など）につ
いては、会津若松市若しくは福島県の農地担当部局へご相談願いた
い。

1002 10022010 個人

1.高速道路乗り継ぎ用駐車場
の建設
　　農業振興地域の農地転用
及び、市街化区域への編入
    隣接市道の整備
2.歩道橋の設置
3.車道部路肩の幅員拡幅

農林
水産
省

1030340
農業振興地
域の農地転
用

農業振興地域の
整備に関する法
律第１３条
農地法第４条、
第５条

農用地区域からの除外に当
たっては、市町村の農業振
興地域整備計画の変更が
必要である。優良農地を確
保するため、優良農地の転
用に当たっては、地域の農
業振興に資する施設や公共
性の高い事業に供する場合
等に限って転用を認めてい
る。
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　提案概要では、設置しようとする施設位置の詳細は不明ながら、ＩＣ出入
口の周囲おおむね３００ｍの区域内であれば、原則農地転用許可が可能
であり、また、農地転用に係る都道府県知事の許可権限については、転用
の可否の判断が適正に行えるか否かの観点から、個々の市町村の意向
や事務処理体制等を考慮して、地方自治法第２５２条の１７の２の特例条
例により権限委譲が可能である。
　さらに、市町村が農用地利用計画を変更する必要があると認め、周辺の
土地の農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがないこと、及び他
に代替する土地等が無い等の要件を満たせば農用地区域からの除外は
可能である。
　なお、農用地利用計画の変更は市町村の事務であるが、当該計画の変
更は１カ所の土地の除外についてのみ検討して行うものでなく経済事情の
変動等による変更の必要性を農業振興地域整備計画全体について検討し
て判断するものであり、都道府県知事との同意を要する協議は、農業振興
地域整備計画全体と優良農地の確保や都道府県の農業振興の方針との
整合を図るための必要最小限の手続きであり、総合規制改革会議の第３
次答申においても、農地利用規制の厳格化を求められているところであ
り、この答申を尊重する旨閣議決定されているところである。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

　提案概要では、設置しようとする施設の位置等の詳細は不明ながら、ＩＣ出入口
の周囲おおむね３００ｍの区域内の農地であって、他法令の許認可の見込みがあ
る等の要件を満たせば、農地転用許可が可能であり、また、農地転用に係る都道
府県知事の許可権限については、転用の可否の判断が適正に行えるか否かの観
点から、個々の市町村の意向や事務処理体制等を考慮して、地方自治法第２５２
条の１７の２の特例条例により権限委譲が可能である。
　さらに、市町村が農用地利用計画を変更する必要があると認め、周辺の土地の
農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがないこと、他に代替する土地等が
無い、他法令の許認可の見込みがある等の要件を満たせば農用地区域からの除
外及び農地転用許可は可能であり、駐車場等の整備という提案の趣旨は現行制
度で実現が可能である。

1002 10021010 個人

農業振興地域の整備に関する
法律」（農振法）第１３条第
２項の農用地利用計画の変更
要件及び第１３条第４項の変
更手続きに係る県知事との協
議並びに同意要件（同法第８
条第４項を準用するもの）を
適用外とする。
農地法第４条及び第５条の農
地転用許可権限を市長へ移譲
し、転用要件を適用外とす
る。

農林
水産
省

1030350

旧市街化区
域における
届出による
農地転用許
可手続きの
継続

農地法第４条第
１項第５号、農
地法第５条第１
項第３号

市街化区域内にある農地の
転用については、農業委員
会への届出制。市街化区域
外にある農地の転用につい
ては、原則として都道府県
知事の許可制となっている。

C

　都市計画法による市街化区域及び市街化調整区域の区域区分は、農林
漁業との健全な調和を図りつつ、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街
化を図るため必要があるときは、都市計画に定めることができることとされ
ている。
　市街化区域は、農林漁業との健全な調和を図る観点から農林水産大臣
との協議がととのった上で設定される。同区域は、既に市街地を形成して
いる区域とおおむね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域と
して位置づけられる。このような市街化を促進する位置づけがなされてい
ることから、市街化区域内の農地転用は、事前の届出があれば許可は要
しないこととされている。
　しかし、区域区分が廃止された場合には、市街化を促進する位置づけが
なくなることから、転用許可が必要であり、これを届出とすることは困難で
ある。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　都市計画法による市街化区域及び市街化調整区域の区域区分は、農林漁業と
の健全な調和を図りつつ、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため
必要があるときは、都市計画に定めることができることとされている。
　市街化区域は、農林漁業との健全な調和を図る観点から農林水産大臣との協議
がととのった上で設定される。同区域は、既に市街地を形成している区域とおおむ
ね１０年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域として位置づけられる。こ
のような市街化を促進する位置づけがなされていることから、市街化区域内の農
地転用は、事前の届出があれば許可は要しないこととされている。
　しかし、区域区分が廃止された場合には、市街化を促進する位置づけがなくなる
ことから、転用許可が必要であり、これを届出とすることは困難である。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

  回答では、区域区分が廃止された場合には、市街化を促
進する位置づけがなくなることから、転用許可が必要であ
り、これを届出とすることは困難であるとのことですが、現実
的には、これまで農林水産大臣との協議が整い、市街化を
促進する地域として位置づけがなされる中で、既に市街化
が相当進行している地域（旧市街化区域）が、線引き廃止後
も存続しているわけであります。
  しかしながら、これまで農林水産大臣が市街化を促進する
地域と位置づけ、農地転用を届出としていたにもかかわら
ず、都市計画法等の改正により、線引き制度を県が選択で
きるようになったことが原因で、実態は何も変わらないの
に、これまで農林水産大臣においてなされた位置づけと逆
行することが生じることとなることから、こうした特殊なケー
スには、逆行する部分を是正する特別な区域であるという
観点から、特区として認定し、これまで推進してきた合理的
な土地利用が継続して実施できるようにすることが、国土利
用上は、極めて当然のことであると考えます。
  位置づけがなくなるから現行法ではこうなるということでな
く、これまで農林水産大臣と協議が整い、長年、市街化を進
めてきた区域が、その位置づけがなくなることは、土地利用
上、合理的ではないので、特別な措置により是正するという
考えに立つ必要があります。地域の実情を熟知している自
治体において、機動的なまちづくりが行えるようにと改正さ
れた都市計画法等の改正の趣旨を十分にご理解いただき、
国において、これまで同様に「届出」とする適切な対応を要
望するものです。

　都市計画法の都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区
分する制度は、区域区分に当たって農林水産大臣との協議が行われ
ることのほか、都市計画法上、無秩序な市街化を防止し、計画的な
市街化を図ろうとするものである。市街化調整区域は開発を抑制する
性格を有し、市街化区域は市街地開発事業を実施するなど開発を誘
導する性格を有することから、農地法上、市街化区域内の農地の転
用については、届出制となっているところである。しかし、区域区分を
廃止した場合、旧市街化区域においては、従前の開発を誘導する性
格を有しなくなることから、当該区域内の個別の農地転用に対して、
転用によって周辺農地の営農条件に支障が生じないかどうか等を確
認するため許可制とする必要があり、届出制とすることは困難であ
る。
　なお、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が廃止されたとし
ても、旧市街化区域内で定められていた都市計画法第８条第１項第１
号に規定する用途地域を存置する場合には、当該地域内の農地は
農地転用許可基準上、「市街地の区域内又は市街地化の著しい区
域内にある農地」に区分され、農地の転用については、周辺農地の
営農条件に支障が生じないよう適切な被害防除措置がとられている
等所要の要件を満たす場合は、原則として許可することとなってい
る。

1139 11391010
香川県高
松市

市街化区域において届出によ
る農地転用手続きが認められ
ている農地法第４条第１項第
５号および同法第５条第１項
第３号について、線引き制度
を廃止した後の旧市街化区域
についても、規制緩和により
認める。

農林
水産
省

1030360

IT関連・産
学連携先端
技術研究施
設立地承認
に伴う農業
振興地域の
整備に関す
る法律第１
３条第３項
における規
制緩和措置

農業振興地域の
整備に関する法
律第１３条

農用地区域からの除外に当
たっては、市町村の農業振
興地域整備計画の変更が
必要である。
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　農業振興地域整備計画の変更は市町村の事務であるが、当該計画の変
更は１カ所の土地の除外についてのみ検討して行うものでなく経済事情の
変動等による変更の必要性を農業振興地域整備計画全体について検討し
て判断するものであり、当該市の担当部局とよくご相談して頂きたい。
　なお、市町村が農業振興地域整備計画を変更する必要があると認め、
周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがない等の
要件を満たせば農用地区域からの除外は可能である。

右の提案主体の
意見を踏まえ、適
宜対応されたい。

ご回答ありがとうございました。ついてはご回答の趣旨全体につき更なる理
解を深めたく、面談もしくは意見交換の場を希望いたします。

　農業振興地域整備計画の変更は市町村の事務であることから、市の担当部局と
よくご相談して頂きたい。
　また、国（農林水産本省若しくは地方農政局）及び都道府県の農業振興地域制
度担当部局にご相談頂くことも可能であると考える。

1566 15661010 民間企業

先端技術IT関連及び産学連携
の研究施設は各地で誘致その
他の措置により立地承認され
ています。ついては農業振興
整備に関する法律第５条に経
済事情の変動その他情勢の推
移により必要が生じたときは
変更すべしとあり、また同法
第１３条に計画の変更につい
て定められていますが、農地
復元が見込めない放置された
未利用農地について周辺整備
をもって必要面積を有効活用
し地域振興策に寄与できるよ
う除外の規定緩和とそれに連
動する都市計画法における市
街化調整区域への立地承認の
規制緩和措置を提案する

農林
水産
省

1030370

農地転用の
不許可の例
外の追加
（農用地区
域内農地で
の河畔林等
の整備）

農地法第４条、
第５条

農地の転用については、原
則として都道府県知事の許
可としている。
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　整備を行うとする河畔林等の定義が不明であるが、北海道が行う農地へ
の植林の場合、農地転用の許可手続きは不要であり、また、農業者自らが
その農地の保全のため行う農地への植林についても、農地転用の許可手
続きは不要であり、農用地区域から除外することなく整備が可能である。
　自然環境の保全と農業生産活動との調和を図り、優良農地の確保と利
用集積に影響がない範囲で行う農地への植林が、河畔林等の整備に該当
し、
①　保安林の指定が見込まれる場合、
②　表土の流出防止など農用地の保全に必要な施設と位置づけられる場
合、
③　地域の農業の振興に関する市町村の計画に位置づけられた場合、
周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがない等の
要件を満たせば、農用地区域からの除外は可能であり、農地転用の許可
も可能であり、提案の趣旨は実現できる。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

農地の表土流出の防止、農地への土砂流入の防止等以外の、農用地の保
全に直接該当しない場合であっても、農用地区域内農地での環境と調和し
た農業生産活動を推進するために行う河畔林の整備や、良好な農村景観を
保持形成するために行う植林にあっては、農業者が行うものは許可不要、
その他のものについては不許可の例外とすべきである。

　河畔林等の定義が不明であるが、北海道が行う農地への植林の場合、農地転
用の許可手続きは不要であり、また、農業者が自己の農地を保全するため行う農
地への植林についても、農地転用の許可手続きは不要であり、農用地区域から除
外することなく整備が可能である。
　自然環境の保全と農業生産活動との調和を図り、優良農地の確保と利用集積に
影響がない範囲で行う農地への植林が、河畔林等の整備に該当し、
①　保安林の指定が見込まれる場合、
②　表土の流出防止など農用地の保全に必要な施設と位置づけられる場合、
③　地域の農業の振興に関する市町村の計画に位置づけられた場合、
周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがない等の要件を満
たせば、農用地区域からの除外は可能であり、農地転用の許可も可能であり、提
案の趣旨は実現できる。
　なお、農業者が自己の農地を保全するため行う農地転用は、農業上の利用であ
り農業生産力に寄与するものであることから、農地転用の許可手続きを不要として
いるところである。当該要件を満たさない植林による農地転用は許可手続きが必
要となるところである。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

　「農地を保全するため」に直接該当しない場合であっても、
農用地区域内農地において自然環境と調和した農業生産
活動を推進するために行う河畔林の整備や、良好な農村景
観を保持形成するために行う植林については、農業者が自
己の農地について行うものは許可不要、その他のものにつ
いては不許可の例外とすべきと考えられるので、再度検討
願いたい。

　農地転用許可制度上、特に公共性・公益性の高い事業の用に供さ
れるもの等の農地転用は、許可不要又は不許可の例外としている。
　なお、河畔林等の定義が不明であるが、北海道が行う農地への植
林の場合、農地転用の許可手続きは不要であり、また、農業者が自
己の農地を保全するため行う農地への植林についても、農地転用の
許可手続きは不要であり、農用地区域から除外することなく整備が可
能である。
　また、自然環境と調和した農業生産活動を推進する観点や良好な
農村景観を保持形成する観点で行う農地への植林が、
①　保安林の指定が見込まれる場合、
②　表土の流出防止など農用地の保全に必要な施設と位置づけられ
る場合、
③　地域の農業の振興に関する市町村の計画に位置づけられた場
合、
周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障が生じるおそれがない
等の要件を満たせば、農用地区域からの除外は可能であり、農地転
用の許可も可能であり、提案の趣旨は実現できる。

1595 15951010 北海道

農地法施行令第１条の十（農
地の転用の不許可の例外）の
改正（例外の追加）により、
農用地区域内農地における河
畔林等の整備について農地転
用の不許可の例外とする。
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担当
府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030380

土地改良区
等が食育推
進活動を行
う場合の農
地法の規制
緩和

農地法第４条、
第５条

農地の転用については、原
則として都道府県知事の許
可としている。

C

　休耕田の農地転用についても、周辺農地の営農条件に支障が生じない
よう適切な被害防除措置がとられているか等を確認する必要があるため、
農地転用許可手続きを不要とすることは困難である。
　農地転用許可に係る事務は、６週間の標準処理期間を定めてこの期間
内での処理を行うよう迅速化に努めているところである。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

農家を含めた地域ぐるみで行う食育活動のために整備するビオトープの造成など
は、そもそも周辺農家が認知して場所の提供がなされるものであり、周辺農家の営
農条件に支障を生じさせない範囲で活動が行われている。このような活動の場合、
農地としていつでも復元できる範囲内においてのビオトープ造成であり、農地転用
の手続きを要しないことで対応でき得ると考える。　１．農地を転用するとは、農地を
農地でなくすること、すなわち農地に区画形質の変更を加えて住宅、工場、学校、
病院等の施設の用地にし、また、道路、山林等の用地にする行為がこれに該当。ま
た、農地の形質には何ら変化を加えない場合であっても、人の意思によって農地を
耕作の目的に供されない状態にするものは農地を転用する場合に該当。　２．農地
の転用に該当するか否かの判断につき運用上問題が多いものに農業用施設の建
設、養魚のために利用する養魚池の設置等があります。農業用施設の敷地をコン
クリート等で地固めする場合は明らかに転用に該当。また、水田を従前の状態のま
まで一時的に水を張って稚魚を養育している場合には、転用に当たらない。（農林
水産省構造改善局農政課監修：「農地の法律がわかる百問百答」Ｐ７５～７６抜粋）
また、政府が検討している食育基本法（案）―前文―より抜粋。２１世紀における我
が国の発展のためには、子どもたちが健全な心と身体を培い、未来や国際社会に
向かって羽ばたくことができるようにするとともに、すべての国民が心身の健康を確
保し、生涯にわたって生き生きと暮らすことができるようにすることが大切である。
子供たちが豊かな人間性をはぐくみ、生きる力を身につけていくためには、何よりも
「食」が重要である。今、改めて、食育を、生きる上での基本であって、知育、徳育及
び体育の基礎となるべきものと位置付けるとともに、様々な経験を通じて「食」に関
する知識と「食」を選択する力を取得し、健全な食生活を実践することができる人間
を育てる食育を推進することが求められている……の主旨に基づき行う、休耕田を
利用して一時的に水張りして行うビオトープ造成については、農地転用行為に当た
らないと思われるので再検討されたい。

　提案された内容、理由及び意見では、休耕田を活用したビオトープ造成の詳細
が不明であり、当該行為が農地転用に該当するか否かを判断することは困難であ
る。仮に、農地転用に当たれば許可手続きが必要であり、農地転用に当たらなけ
れば許可手続きは不要である。農地転用に当たるかどうかも含めて、農業委員会
及び栃木県農地担当部局へ個別にご相談願いたい。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

農地への復元が可能な簡易なビオトープ造成であり、（素堀
の水路30cm×20cm程度の断面。池W10m×L5m×H0.2m）
農地転用に該当しないと思われるので再検討されたい。

具体的な計画内容（土地の位置、目的に係る事業の詳細など）が農
地転用に該当するかどうかを含めて、地元市町村若しくは栃木県の
農地担当部局へご相談願いたい。

1216 12162160
那須野ヶ
原土地改
良区連合

食育活動の一環として、休耕
田を活用してビオトープ造成
を行う場合には、農地転用手
続きをしないで休耕田（管理
休耕）扱いとされたい。

農林
水産
省

1030390

農用地区域
内に設置で
きる農業用
施設の拡大

農業振興地域の
整備に関する法
律施行規則第１
条

農用地区域内において設置
が可能な農業用施設は、畜
舎、温室、農機具収納施設
等の他、農家が設置する自
己の生産物の加工施設、販
売施設等であり、農業者の
農業生産のために必要不可
欠な施設である。

D-1

　提案概要に係る施設の詳細が明らかでないが、耕作又は養畜の業務に
必要な農業用施設に該当する施設については、農用地区域内に設置可能
である。
　また、これに該当しない施設であっても、市町村が定める地域の農業の
振興に関する計画に位置付けられた施設で、周辺の土地の農業上の効率
的な利用に支障が生じるおそれがない等の要件を満たした場合は、農用
地区域からの除外が可能であり、施設の設置は可能である。

提案は、耕作又
は養畜の業務を
営んでいない企
業等が、地域の
農畜産物を使用
し、加工・販売す
る施設等につい
ては、農用地区
域内に設置でき
るよう施設の拡大
を要望するもので
あり、これについ
て再度検討し回
答されたい。

　提案概要に係る施設の詳細が明らかでないが、耕作又は養畜の業務に必要な
農業用施設に該当する施設については、農用地区域内に設置可能である。
　これに該当しない施設であっても、周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障
が生じるおそれがない等の要件を満たし、市町村が必要と認める場合には、農用
地区域からの除外が可能である。また、市町村が定める地域の農業の振興に関
する計画に位置付けられた施設で、周辺の土地の農業上の効率的な利用に支障
が生じるおそれがない等の要件を満たした場合は、農用地区域からの除外が可能
であり、施設の設置は可能である。
　なお、農用地区域に設置可能な農業用施設は、立地上の制約（耕作・養畜の業
務との関連性）の点で優良農地と一体的に確保することが適当な施設であり、農
産物の加工・販売施設については、「主として自己の生産する農産物を加工・販売
する施設」に限り認めているものである。

1247 12472010 石川県

　農業振興地域の整備に関す
る法律施行規則第１条第１項
第３号規定中、「耕作又は養
畜の業務を営む者が設置し、
及び管理する次に掲げる施
設」を「耕作又は養畜の業務
に供する次に掲げる施設」
に、「主として、自己の生産
する農畜産物」を「当該地域
において生産される農畜産
物」に改め。農業用施設の範
囲を拡大することにより、地
域の農業の振興ばかりでな
く、計画的な土地利用も図る
ことができる。

農林
水産
省

1030400

市民農園に
おける農地
貸付面積要
件の緩和

特定農地貸付法
第２条第２項

特定農地貸付法は、地方公
共団体及び農協が都市住
民等に対し、非営利目的で
小面積の農地を短期間貸し
付ける場合において、農地
法等の特例を認めるもので
ある。

Ｃ

　特定農地貸付けは、レクリエーション目的にも農地を利用したいとの都市
住民等の強いニーズに対応するため、本来の産業としての農地利用に悪
影響を及ぼさないことが明らかである場合（小面積の農地を短期間かつ定
型的な条件で、非営利目的の農作物の栽培のために貸し付ける場合）に
限って、極めて例外的に農地法第３条の適用を除外する制度である。
　よって、現行の「１０アール未満」を超えて面積要件の引き上げを行うこと
は、本来の産業としての農地利用に係る権利移動の下限面積が１０アー
ル以上であることを踏まえると、農業目的での農地利用に影響を及ぼさな
い範囲での限定的な農地利用という市民農園制度の範疇を超えるもので
あり、対応は困難である。
　しかしながら、賃借権等の権利の設定は行わず、農作業の用に供される
いわゆる農園利用方式の場合は面積要件は設けられていないので、この
方式により取り組まれたい。

特定農地貸付け
は、長期にわたる
契約関係に無い
ことから農地集積
に影響を及ぼさな
いのではないか、
また、農業への新
規参入などのきっ
かけ等に繋がると
思料される。右の
提案主体の意見
を踏まえ、再度検
討し回答された
い。

　「現行の「１０アール未満」を越えて面積要件の引き上げを行うことは、本
来の産業としての農地利用に係る権利移動の下限面積が１０アール以上で
あることを踏まえると、農業目的での農地利用に影響を及ぼさない範囲での
限定的な農地利用という市民農園制度の範疇を越えるものである。」との表
記があるが、この「１０アール以上」というのは、「農地利用に係る権利移動
の下限面積」であって、農地法上の最低の経営規模の該当するのは新たに
農業を始める場合に「農地取得する下限面積」である５０アール以上が基準
になっており、市民農園制度の範疇であるかないかはこの５０アールが基準
になると思われる。今回の回答では「新たに農業を始める際の農地取得す
る下限面積」と「市民農園制度の範疇」との関係ではなく、「農地利用に係る
権利移動の下限面積」と「市民農園制度の範疇」との関係から農地利用に
影響を及ぼさない範囲ではないということで市民農園における農地貸付面
積要件の引き上げが認められない旨を説明されているが、「農地利用に係
る権利移動の下限面積」と「市民農園制度の範疇」との関係について具体的
かつ網羅的に説明されたい。
　また、今回の提案は、農地法上は手続きが煩雑であり、市民農園という気
軽に参加できる範囲で、蕎麦や大豆などの１０アール未満では栽培すること
が難しい作物についても市民農園で栽培できるよう市民農園における農地
貸付面積の要件緩和を求めるものである。これらに鑑みて再度御検討いた
だき、御回答いただきたい。

　既にご回答のとおり、特定農地貸付けは、レクリエーション目的にも農地を利用し
たいとの都市住民等の強いニーズに対応するため、本来の産業としての農地利用
に悪影響を及ぼさないことが明らかである場合（小面積の農地を短期間かつ定型
的な条件で、非営利目的の農作物の栽培のために貸し付ける場合）に限って、極
めて例外的に農地法第３条の適用を除外する制度である。
　現在、農地法による農地取得の際の下限面積は、特区制度の活用により１０
アール以上まで緩和されているところであり、１０アール未満という特定農地貸付
けの面積要件を引き上げることは、農業目的での農地利用の範囲に及ぶこととな
ることから、その実現は困難である。
　また、農地法上の手続きが煩雑ということをもって、特定農地貸付けの面積要件
を引き上げる理由にはならない。
　しかしながら、賃借権等の権利の設定は行わず、農作業の用に供されるいわゆ
る農園利用方式の場合は面積要件は設けられていないので、この方式により取り
組まれたい。

提案主体の質問
に対し回答ありた
い。

農園利用方式により市民農園を開設する場合、農園利用契
約により１人の利用者に１０アール以上の農地を利用させる
権利を与え、収穫物をその利用者に帰属させることが可能
と考えてよろしいか。

　 これまでも累次回答したように、特定農地貸付法は、都市住
民等のレクリエーション、自家消費用野菜の栽培、高齢者の生
きがいづくり、児童の教育といった非営利目的での農地利用の
ニーズに対応するために設けられた制度である。
　 農園利用方式の場合の収穫物については、農園に係る農業
経営は開設者自らが行うことから、収穫物の帰属先は開設者と
なるが、これを農園利用者に販売等することは可能である。

1183 11831020
岩手県紫
波町

地理的条件、市民農園に対す
るニーズといった地域の実情
や土地利用計画などを総合的
に勘案し、市民農園において
１０アール以上の農地を貸し
付けることが地域住民等に
とって有益であり、周辺の農
地利用に影響がないと認めら
れる場合に限り、特定農地貸
付に関する農地法等の特例に
関する法律施行令第１条の規
定を適用除外にし、町が市民
農園における農地貸付面積の
上限を設定することとする。

農林
水産
省

1030410
特定農地貸
付法の対象
拡大

特定農地貸付法
第１条，第２条
第２項，第３条
及び第５条

特定農地貸付法は、地方公
共団体及び農協が都市住
民等に対し、非営利目的で
小面積の農地を短期間貸し
付ける場合において、農地
法等の特例を認めるもので
ある。

Ｃ

①農業協同組合が組合員以外の者が所有する農地
　 により市民農園を開設
　 農協は、組合員の協同組織として、組合員のための事業を行う組織であ
り、特定農地貸付について、非組合員が所有する農地を対象に事業を行う
ことを認めることは、農協法の本来の設立目的に反することとなる。

②農業協同組合連合会による市民農園の開設
　 農業協同組合による市民農園の開設については、農業協同組合が、農
業者たる組合員に代わってその農地を有効活用するとの趣旨で認められ
ているものである。また、農業協同組合は組合員の利益のための組織で
あることから、対象の農地も組合員の所有する農地のみに限定されてい
る。
　 一方、農業協同組合連合会は、同じく会員（＝農業協同組合）の利益の
ための組織であるが、農業者を直接の会員としないため、農業者に代わっ
て農地を有効利用するという市民農園を開設する事業を行わせることはな
じまない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

①農業協同組合が組合員以外の者が所有する農地により市民農園を開設
　このことについては，農協法の本来の設立目的に反することとなるとの回答で
あるが，組合員の農地と連携し，非組合員等の所有する農地を取り込んで一体
的に整備することが，農地の活用及び農業農村の理解向上につながる場合に
は，組合員や近接農協の組合員の利益になるものであり，農協法の趣旨に合致
するとみて，特区として承認されるべきである。

②農業協同組合連合会による市民農園の開設
　農業協同組合連合会は，直接的には農業者を会員とはせず，農業協同組合の
利益のための組織であり，市民農園を開設する事業を行うことはなじまないとの
回答をいただいた。
　しかし，連合会が所有地の活用において，農業関連以外の事業を行うのならい
ざ知らず，市民農園を開設し，消費者や都市住民に農作物栽培の喜びを味わっ
てもらい，農業への関心を深めてもらうことは，教育的な役割をも果たし，ひいて
は会員の農業協同組合の利益に反映するものであると考えられる。
　社会理念的にも，農業体験などの重要性が叫ばれ，土地利用の観点からも有
益であるため，ＮＰＯや株式会社と同様に，農業協同組合連合会による市民農園
の開設は特区として承認されるべきものである。

①農業協同組合が組合員以外の者が所有する農地により市民農園を開設
農業協同組合が事業を実施する上で必要な自己資本は、組合員の出資により成
り立っており、組合員は出資払込義務を持つ。そのため、市民農園の開設におい
ても、事業を実施する上で必要な資本は、組合員の出資によりまかなわれることと
なるが、同時に、経営上のリスクも組合員が負担することとなる。仮に、非組合員
の農地についても市民農園を認めることとすると、組合員は非組合員の事業のリ
スクに対しても責任を負うこととなり、市民農園の開設が一概に農協法の趣旨であ
る「組合員の利益に資する」ことになるとはいえず、適切ではない。

②農業協同組合連合会による市民農園の開設
市民農園を開設する事業は、農園利用方式により農業者も主体となることができ、
農業協同組合連合会を主体と認めると、農業者と競合する可能性がある。そのた
め、農業協同組合連合会が事業を実施するにあたっては、組合員の合意が必要
であると考えるが、農業協同組合は、総会等により組合員の意向を把握する手段
がある一方で、農業協同組合連合会は農業協同組合を会員とし、農業者を直接の
組合員としないため、直接農業者の意思確認を行うことができない。したがって、
農業協同組合連合会が市民農園を開設することは不適切である。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

①農業協同組合が組合員以外の者が所有する農地により市民農
園を開設
　農業協同組合が行う事業は組合員の出資によりまかなわれて
おり，非組合員の農地を活用した事業は，非組合員の事業に対し
て組合員がリスクを負うため，農協法の趣旨にあわないとのことで
ある。
　しかしながら，農業協同組合が行う事業に対して，組合員以外
の人の利用が可能である制度もあると理解しており，非組合員等
の所有する農地と連携して一体的に市民農園を開設する場合に
は，開設が可能ではないかと考えられる。
　また，農業協同組合が非組合員の土地を借地して施設等を設
置することは一般的に行われており，市民農園を開設することも
同様に問題はないと考えられる。

②農業協同組合連合会による市民農園の開設
　市民農園を開設する事業は，農業者が①農園利用方式で，②
既に認められている特区では特定農地貸付法で開設できる。その
ため，農業協同組合連合会が市民農園を開設した場合，競合す
る可能性があるということと，農業協同組合連合会が事業を実施
するにあたっての組合員の合意を得ることが必要であるという回
答をいただいた。
　つまり，農業協同組合連合会が，会員である農業協同組合と，
その農業協同組合の会員である農業者から農業協同組合連合会
の所有地を活用した特定農地貸付法による市民農園開設につい
て，合意が形成されれば，問題はないとの趣旨と理解される。
　農業協同組合連合会が市民農園を開設するにあたっては，会
員である農業協同組合が出席する総会の議決を得て定款を変更
する必要があり，総会の議案は事前に会員に送付することになっ
ている。農業者の開設する市民農園と競合する可能性がある場
合は，この手続きの中で調整することが十分可能である。

①農業協同組合が組合員以外の者が所有する農地により市民農園を開設
　 特定農地貸付けの実施主体は、農地を特定農地貸付けの目的に供する
ことを廃止した場合であっても、他の適切な農業上の用途に供することが可
能な者として公的機関である地方公共団体に加え、一般的に農地を所有す
る者を組合員とし、組合員のための事業を行う組織である点に着目して、農
業協同組合が定められているところである。
　 このため、要請のような組合員以外の者が所有する農地については、地
方公共団体が実施主体となることで対応できるものと考えている。
　 また、どうしても農業協同組合による実施を希望するのであれば、農業協
同組合に加入することにより、対応が可能である。
　 このように要請内容は現行制度で対応可能である中で、農業協同組合に
組合員以外の者のための事業を行わせることは、経済財政諮問会議等に
おいて求められている「組合員のための組織」といった本来の姿となるべく
農協改革を進めている方向に逆行することとなり、適切ではない。

②農業協同組合連合会による市民農園の開設
 　特定農地貸付けの実施主体は、上記①の理由から地方公共団体又は農
業協同組合とされているところである。農業協同組合連合会を実施主体とす
ることについては、
ⅰ　県域又は全国域を地区として、農業協同組合の事業を補完して事業を
行う連合会が地域の農地の有効利用に通じているわけではないこと
ⅱ　県域の連合会は、現在多くの県において信用事業を行う連合会又は医
療事業を行なう連合会となっており、当該事業に専念することが求められて
いるこれらの連合会に他事業を行わせることは適切ではないこと
ⅲ　経済事業を行う全国農業協同組合連合会については、経済事業を中心
とした農協改革の推進に逆行すること
から不適切である。

1630 16301010 茨城県

・特定農地貸付法の対象拡大
　・農業協同組合が組合員以
外の人の農
　　地についても特定貸付を
行えるように
　　する。
　・農業協同組合連合会にお
いても市民農
　　園を開設できるようにす
る。

農林
水産
省

1030420

自然環境再
生のために
放置林を土
地改良区等
が保有する
ための規制
緩和

土地改良法　第
十五条

土地改良区は、その地区内
の土地改良事業及び当該
土地改良事業に附帯する事
業を行うことができる。

Ｄ－１

  土地改良区は、土地改良事業の施行を目的として設立される法人であり、当該
事業の土地・水のつながりにより一定地域の農地全体を対象にしなければならな
いという性格から、土地改良法上、事業施行について当該地域内で事業参加資
格を有する農業者等の３分の２以上の同意を得、都道府県知事の認可を受けて
設立がなされると、不同意者も含めて事業参加資格者全員が「組合員」となる強
制加入制が採られ、かつ、事業実施に必要な費用については組合員への賦課金
によることを前提に、滞納者に対する強制徴収権も付与されているところである。
　このように土地改良区は土地改良事業の性格に基づく強い公共的性格・権能を
持つ法人であることから、その業務の範囲は、土地改良事業の適切かつ安定的
な実施を確保する観点から、こうした土地改良区の権能の下で行うことが不可欠
な土地改良事業及びこれに附帯する事業に限定されている。
   このため、土地改良区の行うことのできる附帯事業の範囲については、①主た
る土地改良事業に必要又は有益な事業であって、かつ、②これに従たる事業であ
ることが必要であると解しているところであり、このような趣旨の下で行う自家発
電、水源涵養林の育成、土地改良施設の他目的使用等が附帯事業に該当すると
整理されているところである。（なお、このことは、これまでも土地改良法解説等に
おいても示されているところであり参照されたい。）
  したがって、土地改良区が水源涵養林を保有することは現行制度において可能
である。
　なお、土地改良区が行う食育活動のために放置林を保有する必要性等が不明
であるが、水源涵養林を食育活動のために活用することは可能と考えられる。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

土地改良区が水源涵養林を保有することは現行制度において可能である。 1216 12162110
那須野ヶ
原土地改
良区連合

土地改良区等が、食育活動や
水源涵養林として放置林を保
有するための規制緩和を提案
します。
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府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030430

自然環境再
生のために
耕作放棄地
を土地改良
区等が保有
（斡旋を含
む）するた
めの規制緩
和

土地改良法　第
十五条

土地改良区は、その地区内
の土地改良事業及び当該
土地改良事業に附帯する事
業を行うことができる。

Ｃ

　土地改良区は、土地改良事業の施行を目的として設立される法人であり、当該事業の
土地・水のつながりにより一定地域の農地全体を対象にしなければならないという性格
から、土地改良法上、事業施行について当該地域内で事業参加資格を有する農業者等
の３分の２以上の同意を得、都道府県知事の認可を受けて設立がなされると、不同意
者も含めて事業参加資格者全員が「組合員」となる強制加入制が採られ、かつ、事業実
施に必要な費用については組合員への賦課金によることを前提に、滞納者に対する強
制徴収権も付与されているところである。
　このように土地改良区は土地改良事業の性格に基づく強い公共的性格・権能を持つ
法人であることから、その業務の範囲は、土地改良事業の適切かつ安定的な実施を確
保する観点から、こうした土地改良区の権能の下で行うことが不可欠な土地改良事業
及びこれに附帯する事業に限定されている。
  ご提案の、農業従事者の高齢化及び担い手不足に伴う耕作放棄地の増加に対応し
て、農地の適切な利用を促進し、農地の利用集積を積極的に行うためには、土地改良
区自体の業務を拡大しなければできないというものではなく、それぞれの実施主体との
適切な役割分担の下で、密接かつ的確な連携協力を行っていくことが必要であり、効果
的であるとも考えられる。
　 現行制度においても、農地保有合理化法人を中心として、関係農業委員等とも連携
し、農地の利用集積に積極的に取り組んでいるところであり、土地改良区が耕作放棄地
を保有するまでもなく農地保有合理化法人等との連携・協力により提案の内容は達成で
きるものと考えられる。
  また、農業経営基盤強化促進法第１８条第５項の規定により、土地改良区はその地区
内の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まって農用地の利用集積を図
るため、農用地利用集積計画を定める旨を市町村に申出することができ、それによって
担い手への農用地の集団化、利用集積を促すことが可能となっており、当該制度の活
用も検討されたい。

国が一定の上限
を定め、組合員の
３分の２の同意を
得て定款を変更
したものについて
は農業経営の参
入を認めるよう制
度改正できない
か、また、右の提
案主体の意見を
踏まえ、再度検討
し回答されたい。

措置の概要に回答の主旨は承知している所であるが、この主旨に
沿った各機関の機能が十分果たしている状況にはない。このため、休
耕放棄地が長期的に放置された後、転用等の手続きがなされ住地化
されてしまう場合が多く、担い手に利用集積され適切に農地として利
用されるケースは極めて少ない。この傾向は今後、都市化の進展に
伴い増加は避けられない。また、土地改良区の役割が最大限発揮で
きるよう土地改良法の改正を含めた抜本的な改革を講じられたい。

  土地改良区は、その行う土地改良事業の公共性を踏まえ、法制度上、不同意者
も含めて地域の事業参加資格者全員が「組合員」となる強制加入制が採られる
等、強い公共的性格・権能を持つ法人である。このような土地改良区が農業経営
を行うことは、これが仮に賦課金の軽減という形で組合員たる農家に分配・還元さ
れ、結果としてその利益につながるとしても、その事業の性格は土地改良区が本
来目的とする公益事業には該当せず、いわゆる営利事業に他ならないことから、こ
のような営利事業の実施をたとえ特例であっても土地改良区に認めることは、公共
法人たる土地改良区の設立趣旨・性格そのものに抵触することとなることから、こ
れを措置することはできない。
　なお、提案主体の意見は、「措置の概要の回答の趣旨は承知しているが、各機
関の機能が十分に果たされている状況にはない」との趣旨であるが、 万が一、そ
のような状況にあるのであれば、関係各機関の有する機能が適正に発揮されるべ
きであり、そのことをもって土地改良法の抜本的改正を必要とする理由とはならな
いものと考えられる。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

米政策改革大網の趣旨の実現のため、農水省では『農業団
体による米の生産調整の推進、担い手への農地集積等の
推進』を柱として施策展開しているところであるが、これらの
推進に対する土地改良区の存在は非常に不明確であり、農
地の利用集積に積極的に関与はする立場が確立されてい
ない。農地の最も適切な利用集積を図るため、農地と水を
管理する土地改良区が最も適切な組織と思われるので、耕
作放棄地を保有（斡旋）できるよう規制緩和について重ねて
要望します。

　米政策改革においては、全国で多数の土地改良区が地域水田農
業推進協議会に参画し、担い手の明確化と育成の将来方向等をその
内容とする地域水田農業ビジョンの作成に関わっているところであ
り、米政策改革において土地改良区はその役割を十分に果たしてい
るものと理解している。
　また、担い手への農地集積の推進については、市町村をはじめ農
業委員会、農協、農地保有合理化法人、土地改良区等の関係機関
が連携・役割分担しながら取り組んでいるところであり、土地改良区
は、農業経営基盤強化促進法第１８条第５項により、農用地利用集
積計画を定める旨、市町村に申し出することができることとされ、それ
によって担い手への農用地の集団化、利用集積を促すことが可能と
なっているところである。
　したがって、提案主体が関係地域における農地流動化・利用集積
への取り組みが不十分であるとの認識であるのであれば、関係機関
と十分に連絡調整を行い対応することにより、提案の内容は達成でき
るものと考えられる。

1216 12162120
那須野ヶ
原土地改
良区連合

農業従事者の高齢化及び担い
手不足に伴う耕作放棄地が増
加傾向にある。農地の適切な
利用を促進するため、農地の
利用集積を積極的に行う必要
があることから、土地改良区
等においても耕作放棄地を保
有（斡旋を含む）するため規
制緩和を提案します。

農林
水産
省

1030440

農村地域に
おける土地
改良区の事
業活動の拡
大

土地改良法　第
十五条

土地改良区は、その地区内
の土地改良事業及び当該
土地改良事業に附帯する事
業を行うことができる。

Ｃ（個別の
事案によっ
ては、Ｄ－
１）

 土地改良区は、土地改良事業の施行を目的として設立される法人であり、当該
事業の土地・水のつながりにより一定地域全体の農地を対象にしなければならな
いという性格から、土地改良法上、事業施行について当該地域内で事業参加資
格を有する農業者等の３分の２以上の同意を得、都道府県知事の認可を受けて
設立がなされると、不同意者も含めて事業参加資格者全員が「組合員」となる強
制加入制が採られ、かつ、事業実施に必要な費用については組合員への賦課金
によることを前提に、滞納者に対する強制徴収権も付与されているところである。
　このように土地改良区は土地改良事業の性格に基づく強い公共的性格・権能を
持つ法人であることから、その業務の範囲は、土地改良事業の適切かつ安定的
な実施を確保する観点から、こうした土地改良区の権能の下で行うことが不可欠
な土地改良事業及びこれに附帯する事業に限定されているものである。
 　ご提案の活動内容については、これらの業務活動が土地改良区が行うべき土
地改良事業に密接に関連する事業であるとは一概にはいえないことから、これを
一律に土地改良区が行うことのできる事業として規定することは困難である。
　しかしながら、個別の事案によっては、土地改良区の行う土地改良事業の一環
として実施できる活動及び当該土地改良事業に密接に関連する活動もあるものと
考えられることから、個別の事案に即して判断すべきものと考える。。
　また、農村運営の効率化等は、土地改良区自体の活動内容を拡大しなければ
できないというものではなく、市町村、農業委員会、農地保有合理化法人等との適
切な役割分担の下で、密接かつ的確な連携協力を行っていくことが必要であり、
効果的であるとも考えられる。

国が一定の上限
を定め、組合員の
３分の２の同意を
得て定款を変更
したものについて
は農業経営の参
入を認めるよう制
度改正できない
か、また、右の提
案主体の意見を
踏まえ、再度検討
し回答されたい。

　ご指摘のとおり、土地改良区が実施できる事業は、「土地改良事業」及び「土地改良事業に
附帯する事業」に限られています。
　しかしながら、農村集落の自治機能が急速に低下している中で、農業生産の振興、生活環
境の向上、伝統文化の継承、地域興し活動など、各々のニーズに対して個別組織で対応す
ることは、農村地域の限られた人的資源では対応が困難です。
　このため、例えば、水田農業の土地利用集積や生産調整等が、市町村の要請に基づく土
地改良区役員の個人的活動として行われたり、農業生産活動のため土地改良区の役員が
別途営農組合を設立して対応しているケースがあるほか、地域によってはイベント等につい
ても土地改良区による地域ボランティアの設立・育成・連携によって運営されているのが実態
です。
　また、最近、都市部の活性化の手法としてＢＩＤといわれる地域の発展のために地権者や事
業者、住民が組織化し、財源を確保して自律的に事業を行っていく手法が注目されてます
が、農村部には土地改良区という地権者や事業者、住民が組織化し、財源を確保して自律
的に事業を行うことができる組織がすでに存在しています。
　したがって、生産と生活が一体化している農村地域において、すでに実態として地域を支
え、その能力を持っている土地改良区の事業活動の拡大と柔軟な活用により、農業・農村の
振興を図ることがもっとも現実的で合理的な手法であり、それにより次のような成果を得るこ
とが可能であると考えています
① 地域によっては、従来からの慣習・経緯等により隣接する地域との関係に様々な特徴が
あり、従来の市町村、農業委員会、農保有合理化法人等に加えて、地域の実情に精通した
土地改良区にも農地の利用調整や生産調整配分を通じて農家・農村地域を組織化し担い手
を確保・育成する機能を付与することで、地域の多様な特性に応じた担い手対策を講じること
ができる。
② 現在において有望な担い手や営農リーダーがいない地域においては、土地改良区自らが
生産活動を行う法人となり、集落と連携して地域の営農を直接的に担うことにより地域農業を
継続し、新たな担い手の出現を促すことができる。
③ 事業により整備された農地や施設を活用して、市民農園の経営や地域興し活動の開催、
物品販売など多様な活動を行うことで、農村と都市との交流を推進するとともに、農村地域の
農家と非農家との融和を促進し農村地域の振興と活性化をうながすことができる。
ただし、これら多様な活動に対する組合員の理解や、収益に対する課税等については、充分
に留意する必要がある。

  土地改良区は、その行う土地改良事業の公共性を踏まえ、法制度上、不同意者
も含めて地域の事業参加資格者全員が「組合員」となる強制加入制が採られる
等、強い公共的性格・権能を持つ法人である。このような土地改良区が農業経営
を行うことは、これが仮に賦課金の軽減という形で組合員たる農家に分配・還元さ
れ、結果としてその利益につながるとしても、その事業の性格は土地改良区が本
来目的とする公益事業には該当せず、いわゆる営利事業に他ならないことから、こ
のような営利事業の実施をたとえ特例であっても土地改良区に認めることは、公共
法人たる土地改良区の設立趣旨・性格そのものに抵触することとなることから、こ
れを措置することはできない。
  なお、提案主体の意見に記載されている「農地の利用調整活動」を実施すること
については、土地改良区は、農地保有合理化法人を中心として、関係農業委員会
等とも連携し、農地の利用集積に積極的に取り組んでいるところであり、現行制度
においても可能である。
  また、提案主体の意見に記載されている「多様な活動」の詳細が明らかではない
が、土地改良区の業務活動についても、公共法人たる土地改良区の設立趣旨・性
格等を勘案し、個別の事案に即して判断すべきものと考える。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し目的とし
ている事業をどう
すれば実現できる
かの観点も含め
回答されたい。

　ご指摘のとおり、土地改良区は強い公共的性格・機能を持つ法人であり、農
業経営等の営利的事業はこれまでの土地改良区の設立趣旨・性格とはやや
異なる性格を有するものです。
　したがって、従来から実施している公益性が高い事業と営利的事業とは明確
に区分し、会計的にも別処理とし、営利的事業の責任体制も明確化する必要
があります。また、営利的事業自体も土地改良事業により整備された農地や施
設を活用した地域農業の振興や地域活性化を目的とする事業とし、事業活動
による利益はさらなる活動への再投資に制限するなど、土地改良区の設立趣
旨・性格を生かしつつ、その運用により新たな地域ニーズに対応することは充
分に可能です。
　また、農地の利用調整活動は農地保有合理化法人等既成の他組織との連
携など現行制度により取り組むべきであるというご指摘ではありますが、現行
組織の連携による地域農業の再編には限界があることは過去の実態からも明
らかです。
食料・農業・農村基本計画の変更にあたっての中間論点整理においても、土地
利用型農業の構造改革の遅れが指摘され、農業者の多様な要望や地域の実
状を踏まえた諸制度の見直しが求められています。この点からも、連携強化と
いう手法以外に、各組織が多様な機能を有して地域の実状に即した農業構造
の改革にあたる手法を取り入れるべきです。
　さらに、我が国の土地利用型農業は、農地における「営農」と灌漑や排水の
管理調整である「水利」が一体化しており、共同作業による水利施設の管理等
を通じて集落内及び集落間の調整がなされるという特徴を有しています。土地
改良区は従来からの土地改良事業や水利施設の管理を通じて地域の実状に
精通し、農地の利用調整の能力も充分に有しており、すでに実態として地域を
支えています。したがって、このような有効な組織の活動を拡大・充実すること
は、地域農業の再編と土地利用型農業の構造改革に大きな効果を発揮すると
考えます。
　一方、食料・農業・農村基本計画の変更においては、農業を産業として振興
する産業政策と農村地域を維持・振興する地域振興政策を、明確に区分して
施策を体系化し推進することになっていますが、地域農業のほとんどを受け持
つ担い手と、産業としての農業を行わない元農家との意識の乖離が懸念され
ます。　この意識のギャップを埋めて、農村環境や資源を保全しつつ、農業振
興、地域振興を行うためには、現場レベルにおいて二つの施策を一元的・一体
的に取組む必要があり、このような取組みを推進するための受け皿として、事
業範囲を拡大した土地改良区は大きな役割を果たすことができる組織であると考

　再検討要請に対する回答のとおり、土地改良区は、その行う
土地改良事業の公共性を踏まえ、法制度上、不同意者も含め
て地域の事業参加資格者全員が「組合員」となる強制加入制が
採られる等、強い公共的性格・権能を持つ法人であり、このよう
な土地改良区が営利事業を行うことは、公共法人たる土地改良
区の設立趣旨・性格そのものに抵触することとなることから、こ
れを措置することはできない。
  したがって、提案主体が想定しているような事業を行う団体の
設立を必要とするのであれば、土地改良区とは性格の異なる任
意加入制の団体を設立し、当該団体へ提案主体が想定してい
る事業の実施を委ねることも一手法と考えられる。
  なお、「農地の利用調整活動は、農地保有合理化法人等の現
行組織の連携では限界があり、そのことは過去の実態からも明
らか」との趣旨の再意見であるが、農地の利用調整活動にあ
たっては、関係機関が連携しつつそれぞれの役割・機能を十分
発揮しつつ、一体となって取り組むことが重要かつ不可欠であ
り、万が一、連携が不十分ということであれば関係機関とも協議
の上、連絡調整が円滑に行なわれるよう対応すべきと考える。

1583 15832030 三重県

土地改良区が、土地改良事業
等により整備された地域資源
を活用して、農作業の利用集
積のための調整活動や、農業
生産活動、地域興し活動な
ど、地域ニーズに即した事業
活動を可能とする法令及び諸
制度改正の実施。

農林
水産
省

1030450

森林法第３
章（保安林
制度）の撤
廃及び国有
林払い下げ
随意契約締
結の許可の
容認

森林法第３章

会計法第２９条
の３第５項、予
算決算及び会計
令第９９条、第１
０２条の４、国有
林野の管理経営
に関する法律第
８条

保安林については、水源のかん養や
災害の防備等のため特に必要な森林
を指定し、立木の伐採や土地の形質
変更等を規制することなどにより、森
林の有する公益的機能の持続的な発
揮を図るものである。
また、保安林の指定については、指定
の理由が消滅した場合や公益上の理
由により、解除することがでできる。

国有林野を売り払う場合においては、
国有林野の管理経営に関する法律第
８条において、「当該林野を公用、公共
用又は公益事業の用に供する者」に
優先させなければならない規定があ
る。
　国有林野等の国有財産を随意契約
により優先的に売り払う場合には、相
手方、用途に制限があり、会計法第29
条の3第5項において、原則として、公
用、公共用、公益事業の用に必要な
土地を、地方公共団体、公益事業の事
業者に対して売り払う場合（予算決算
及び会計令（以下、「予決令」という。）
第９９条第９号及び第２１号）等に限定
している。
　カジノの収益を社会福祉事業の財源
に充てるという当該事業の目的が、公
益事業（社会福祉事業）と法的に認め
られる場合には、これに該当するため
随意契約による売払いの検討対象と
なる。ただし、予決令第１０２条の４に
おいて、「随意契約によろうとする場合
においては、あらかじめ、財務大臣に
協議しなければならない」との規定が
あり、当該協議にて事業内容及び事
業者について随意契約の適格性が認
められる必要がある。

Ｅ

D-1

森林法第3章については、森林法第26条に基づき保安林の指定を解除す
ることによって適用されないこととなるため、「撤廃」する必要はない。
　このため、本提案については事実誤認である。
　なお、当該保安林は、保全対象との関連を踏まえ土砂の流出の防備の
ために土地の形質の変更等の規制を行う必要があるものとして平成15年
度末に指定されたものであり、海抜100ｍ以下であること及び開発後に再
造林を行うことをもって当該災害を防止できるとは言えず、また「代替措置
の内容」にあるように他の地域で造林することをもって保安林の機能が維
持されるものではない

　会計法上、カジノハウスを含む介護福祉施設を整備する当事業が公益
事業（社会福祉事業）として随意契約の適格性があると認められる場合に
は、特区とする必要はなく現行法令で対応可能である。

1026 10261030

社会福祉
法人鞍手
会
ケィ・ティ・
エンタープ
ライズ株式
会社
有限会社
かじと
個人

鞍手町内の国有林（98林班）
は保安林で土砂流出防備保安
林の為、森林法第三章の規制
があり、これを撤廃して欲し
い。
国有林の払い下げは地方自治
体のみにしか、隋契約が認め
られていないので特区事業者
（民間）にも認めて欲しい。

農林
水産
省

1030460

国有林野を
自然エネル
ギー発電の
用に供する
場合の要件
緩和

①国有林野の管
理経営に関する
法律第７条

②会計法第２９
条の３第５項、
第２９条の８

③予算決算及び
会計令第９９条

④国有林野の貸
付け等の取扱い
について（昭和
５４年３月１５
日付け５４林野
管第９６号林野
庁長官通達）

⑤国有林野を自
然エネルギーを
利用した発電の
用に供する場合
の取扱いについ
て（平成１３年
９月７日付け１
３林国業第６５
号林野庁長官通
達）

①契約により貸付、又は使
用させることができる場合
を規定。（公用、公共用、
公益事業の用に供するとき
など）

②随意契約ができる場合を
規定。契約の相手方を決定
したときは契約書を作成。

③公共用、公用、公益事業
の用に供するため地方公共
団体又は事業者に売り払
い、貸し付けるときは随意
契約。契約を締結する場合
は、あらかじめ予定価格を
定める。

④国有林野の貸付等の契約
の方針・手続きについて規
定。

⑤国有林野を自然エネル
ギー発電のための貸付等の
取扱いを規定。

Ｃ

  国民の共通財産である国有林野は、国土保全その他公益的機能の高度発
揮に重要な役割を果たしており、その用途又は目的を妨げない限度におい
て契約により、貸付又は使用は認められるものである。このため、国有林
野の管理経営に関する法律第７条においては、公用、公共用又は公益事業
の用等に供するときの他小規模（５ｈａを超えないとき）な場合のみ認め
ているところである。
　当該提案については、民間事業者が営利目的のため発電事業を行おうと
するものであり、一般電気事業者が行う公益事業には当たらない。このた
め、国有林野の管理経営に関する法律第７条の貸付けの対象地の規模制限
に該当し、営利目的の使用の制限を緩和する当該提案については法律の趣
旨から適切ではない。
　なお、国有林野を自然エネルギーを利用した発電の用に供することにつ
いては、林野庁長官通達を定め積極的に取り組むこととしており、①～③
の法令の規定に該当すれば、国有林野の貸付を行うことができるものであ
る。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。なお、特
区第２次提案に
おいて国立・国定
公園内での風力
発電施設建設等
の審査基準にお
いて一定の基準
を設けて一般電
気事業者への貸
付を認めており、
貴省の一般電気
事業者に認めら
れてそれ以外の
発電事業者に認
められない理由を
示されたい。

　風力発電事業については、回答のとおり「一般電気事業者が行う公益事業」
にはあたらないものであるが、環境の保全に寄与し、及び国民経済の健全な発
展に資することを目的とする「電気事業者による新エネルギー等の利用に関す
る特別措置法（ＲＰＳ法）」施行後、一般電気事業者が調達する有力な新エネ
ルギー等電気として風力発電が位置づけられ、本県においても、風力発電事業
者が発電する電力がほぼ全量（ごく一部自家消費）が一般電気事業者に供給さ
れており、実質的には公益事業である一般電気事業の電源の一つとして位置づ
けられている。
　特に、本地域は非常に風況に恵まれており、日本で有数の風力発電立地ポテ
ンシャルを有するにも関わらず、既存の送電線網を活用することは容量の関係
から既に限界に達しており、今後当地域において風力発電事業を推進するため
には、風力発電事業者が自ら一般電気事業者が所有する変電施設まで送電線の
整備を行う必要がある。
　地域の経済活性化や雇用創出を図るとともに、エネルギー最適利用モデルや
温室効果ガス排出削減モデルの先進地域を目指して「環境・エネルギー産業フ
ロンティア構想」を推進している本地域において、県が作成し、国が認定する
地域再生計画に基づき風力発電事業が実施されることに鑑みれば、当該エリア
内での風力発電事業については、一定の公益性を有すると考えられるものであ
り、国有林野の重要な役割である公益的機能の高度発揮という目的に十分沿う
ものである。
　また、国有林野の管理経営に関する法律第７条において、公用、公共用又は
公益事業の用等に供するとき等のほか、貸し付け、又は貸付以外の方法により
使用させる場合には、面積について５ｈａの上限が定められているが、風力発
電事業の場合、国土保全の観点については、面的に国有林野の伐採等を行うの
ではなく、送電線に沿って約１０ｍの幅で線的に国有林野を使用し、伐採も一
部に限定されるという特殊性を有しており、風力発電事業に供する場合の基準
を別途定めることや、あるいは専門家による審査委員会を設置し、事業の内
容、目的等を事前に審査すること等により、国土の保全を含め国有林野の適切
かつ効率的な管理経営の実施を確保することは可能であると考えられることか
ら、これらの代替措置により、上限を５ｈａとする一律の規制を緩和すること
は可能であると考える。
　さらに、国有林野の活用によりその所在する地域における産業の振興に寄与
することが国有林野の管理経営の目標の一つに掲げられているほか、国有林野
を自然エネルギーを利用した発電の用に供することについて積極的に取り組むこ
　よって、再度の検討、回答を要望するものである。

  国民の共通財産である国有林野は、国土保全その他公益的機能の高度発揮に
重要な役割を果たしており、その用途又は目的を妨げない限度において契約によ
り、貸付又は使用が認められるものである。このため、国有林野の管理経営に関
する法律第７条においては、公用、公共用又は公益事業の用等に供するときの
他、小規模な場合（５ｈａを超えないとき）のみ一般電気事業者以外の電気事業者
についても認めているところである。
　一般電気事業者は、一般の需要に応じて電気を供給する事業者であり、国民生
活及び産業活動に不可欠な電気を不特定多数の者に供給する公益性の高い事
業を営むことから電気事業法第３条の許可を得ている事業者である。
  一方、一般電気事業以外の電気事業者については、発電した電気の供給により
営利を目的とした事業者であることから、小規模な場合（５ｈａを超えないとき）にの
み貸付けを認めているものである。
　当該提案については、一般電気事業者への電気の供給により公益性に寄与す
るという側面はあるものの直接的には営利事業であると判断されること、また、国
有林野の役割である森林の有する公益的機能の発揮の確保の面において適切で
はないことから、制限を緩和することは適切ではない。
　なお、県が作成し、国が認定する地域再生計画に基づく風力発電事業者が行う
事業が公益事業として認められれば、貸付けることができる。
　国有林野を自然エネルギーを利用した発電の用に供することについては、林野
庁長官通達を定め積極的に取り組むこととしており、①～③の法令の規定に該当
すれば、国有林野の貸付けを行うことができるものである。

公益性を担保する
ために電気事業
法に基づく一般事
業者に対しては５
ha以上の貸付を
認めているところ
であるが、特区又
は地域再生計画
に認定されること
で公益性等を担
保し、貸付を認め
るような制度設計
ができないか。
右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

　我が国の電気事業は公益性が高いとの理由から、長く一
般電気事業者による地域独占供給体制が敷かれてきたが、
近年、世界各国の動向を踏まえ、電力の自由化や電力市場
改革が推進されている。特に、平成１２年の電気事業法改
正による特定規模電気事業の制度化に伴い、契約電力
ベースで２６％の需要家が自由化対象とされたほか、平成１
７年４月からは高圧需要家まで範囲拡大されることが決定さ
れており、契約電力ベースで６３％の需要家が自由化対象
とされる見込みとなっている。このため、一般電気事業者に
加えて新規参入事業者も含めて、電気事業法等に基づき、
一定の公益性を担保しながら自由な競争の下で営利活動を
行う電力供給体制へ移行しつつある。一方、国は新エネル
ギー導入に関して２０１０年に対１次エネルギー総供給量の
３％の導入目標を掲げ、風力発電に関しては３００万ｋＷの
導入を目指しており、風力発電による電力が一般電気事業
者等が調達する有力な新エネルギーの電力であることを考
慮すれば、風力発電事業は、単純な営利目的ではなく電力
自由化の中での一般電気事業者の電力確保・供給事業の
一環として重要な役割を担っている。このため、公益事業で
あるか又は営利目的であるかという点だけで国有林野貸付
に関する取扱いに差異を設ける合理的な理由にならないと
考えられることから、再度の検討、回答を要望するものであ
る。
　なお、再回答中、「県が作成し、国が認定する地域再生計
画に基づく風力発電事業者が行う事業が公益事業として認
められれば貸し付けることができる」とされているが、県が作
成する地域再生計画に当該風力発電事業の計画を記載
し、その計画が内閣総理大臣の認定を受けた場合に、国有
林野の貸付を受けることができると解してよろしいか併せて
回答いただきたい。

Ａ－１ Ⅳ

　国民の共通財産である国有林野は国土保全その他公益的機能の
高度発揮に重要な役割を果たしており、　その用途又は目的を妨げ
ない限度において貸付又は使用が認められるものである。このため、
国有林野の管理経営に関する法律第７条においては、公用、公共用
又　は公益事業の用等に供するときの他、小規模な場合(５haを超え
ないとき)についてのみ認めているところであり、５ヘクタールの面積
上限については緩和できないが、国としても地球温暖化対策の観点
から風力発電について2010年度までに300万kw導入を目標に推進を
図ることとなっていること(地球温暖化対策推進要綱)などに鑑み、特
区に認定されること、電気事業法における一般電気事業者との関わ
り等から公益性を担保の上、国有林野の機能、目的等を妨げない限
度において公益事業に該当するものとして貸付を行えるよう措置す
る。
　ただし、この場合において、予算決算及び会計令第１０２条の４の規
定に基づき国有財産を随意契約によって貸付ける場合について予算
決算及び会計令第９９条第２１号に該当するものとして財務大臣に個
別協議を行い同意を得ることが必要である。

1148 11481030 青森県

　国有林野を電気事業者への
売電を主たる目的として民間
事業者が行う発電の用に供す
る場合、貸し付け又は使用さ
せる面積の上限が５ヘクター
ルと定められているが、この
上限を緩和し、自然エネル
ギーによる発電に係る大規模
な設備投資に資する。

農林
水産
省

1030470
林地開発許
可申請手続
きの簡素化

森林法第１０条
の２第１項

地域森林計画の対象森林
において１haを超える開発
行為を行う場合には、都道
府県知事の許可を受けるこ
とが必要。
都道府県知事は、森林の現
に有する災害の防止や水源
のかん養、環境の保全等の
機能の観点から審査し、特
に支障がない場合は、許可
しなければならない。

Ｃ

森林の土地の形質の変更に当たっては、森林の有する機能の発揮に影響
を与えることから、当該行為の実施に際しては、災害の防備等の森林の有
する公益的機能の発揮に支障が生じないよう、都道府県知事の審査を受
け許可を得ることとされている。
　本提案にある伐採の届出をもって開発行為を行うこととができることとす
れば、森林の有する公益的機能の発揮に支障を及ぼすおそれがあること
から、対応困難である。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

 森林の土地の形質の変更に当たっては、森林の有する機能の発揮に影響を与え
ることから、当該行為の実施に際しては、災害の防備等森林の有する公益的機能
の発揮に支障が生じないようにすることが必要であり、都道府県知事の許可を受
けることとしているところである。
　本提案にある伐採の届出は森林法第10条の8に基づくものと解されるが、当該届
出については、市町村森林整備計画に定める森林の施業方法に適合しているか
確認し、必要に応じて森林施業のみを対象とし変更命令を行うことを可能とするも
のであり、開発行為についての適否（土地の形質の変更による公益的機能の発揮
に対する影響）を判断するものではない。
　このため、伐採届出を提出することにより開発行為を行うことができるとすると、
森林の有する公益的機能に支障を及ぼすおそれがあることから、対応困難であ
る。

1363 13631020 民間企業
森林面積が1ha以上において
も伐採届の適応
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担当
府省
庁名

管理
コード

規制の特例
事項名

該当法令等 制度の現状
措置の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
提案主体
意見
その他

「措置
の分
類」の
見直
し

「措置
の内
容」の
見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030480

保安林指定
地内におけ
る行為規制
の緩和

森林法第３４条

保安林内で立木の伐採や
土地の形質変更等を行う場
合には、都道府県知事の許
可をえることが必要。

Ｄ－１

「具体的事業の実施内容」にある施設の設置については、既に森林法第
34条第2項に基づき許可を受けて実施することが可能であり、現行制度で
対応可能である。
　なお、「提案概要」において、本提案は秩序ある環境保護と探索体験型
観光の融合を目指すものとあり、施設の設置に当たっても、森林法に基づ
く許可を受け、森林の有する機能の確保を図ることが適当と考えられる。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

今回の構想では、自然を害すことのないICタグ、携帯電話のIT技術を駆使し
て計画するとともに、特に高齢者と障害者に多くの配慮をしており、こうした
目的の施設に限っては特に早期の対応ができるよう、規制の緩和を望むも
のである。本構想は五色ヶ原の類稀な景観と環境を、地元自治体の義務と
して保護し、そして次世代に引き継ぐため大切に保全しながら、広く国民に
自然とのふれあいの機会を提供する新しい観光の形を目指すものであり、
既存の環境保護と観光とは一線を画しており、経済的閉塞感の強い地方に
あって地元市町村の積極的姿勢を示すものであり、特区対応を再検討して
いただきたい。

 「提案理由」において「現行規定において設備・施設を設置する規制が厳しいため
難航し多くの時間を要する。」とされているが、保安林における施設の設置につい
ては、森林法第34条第5項に基づき、水源のかん養など公益的機能（保安林の指
定目的）に支障を及ぼす場合を除き、都道府県知事はこれを許可しなければなら
ないとされており、また、当該許可に係る標準処理期間を30日と定め許可事務の
迅速化を図っており、規制の緩和がなされなければ施設が設置できないものでは
ない。
　なお、「提案概要」において、本提案は秩序ある環境保護と探索体験型観光の融
合を目指すものとあり、施設の設置に当たっても、森林法に基づく許可を受け、森
林の有する機能の確保を図ることが適当と考えられる。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

本構想地は国立公園地域でもあり、保安林地区であり様々
な規制を伴うということで、保安林指定地における行為の手
続きにおいても、申請提出のために、関係機関の諸協議を
はじめ審査等に膨大な時間がかかっているのが実情で、地
域づくりの支障になっている。実施に当たっては関係機関の
指導を得ながら進めていく所存であるが、地元市町村の積
極的姿勢を示すものとして、特区対応を再検討していただき
たい。

　「具体的事業の実施内容」にある施設の設置については、既に森林
法第34条第2項に基づき許可を受けて実施することが可能である。ま
た、再意見において保安林における行為の手続きに際し、関係諸機
関の協議等に時間を要する旨が述べられているが、保安林であるこ
とをもって関係機関との協議することはなく、また、標準処理期間を３
０日と定め許可の迅速化を図っているところである。このため、特区
制度に基づく規制の特例事項によらず現行制度により提案の趣旨を
実現することは可能と考える。

1451 14511030
岐阜県丹
生川村

高齢者・障害者等の安全と安
心確保のために行う恒久的施
設の設置については、安全性
確保のため堅牢性と工事の迅
速性が重要となるため、保安
林指定地内における行為規制
の緩和と手続きの簡略化を行
い、対処する。

農林
水産
省

1030490

保安林にお
いて間伐し
ようとする
場合の指定
施行要件の
緩和

森林法第３４条
の３、森林法施
行令第４条

保安林内おいて立木を伐採
する場合には、指定施業要
件の範囲内で行うことが必
要。
指定施業要件については、
個別の保安林の状況を踏ま
え定めることとされ、また、
指定施業要件を定める場合
又は変更する場合には、当
該保安林について直接の利
害関係を有する者の意見を
聴くこととされている。

Ｅ

　保安林においては、過度の伐採が行われれば森林の健全性を損なうこ
ととなる一方、その内容いかんによっては財産権の過剰な制限となること
から、それぞれの保安林の指定の目的や立地条件等に応じて伐採の限度
等を指定施業要件として定めることとし、また、これを定め又は変更すると
きは、当該保安林の指定施業要件の変更に直接の利害関係を有する者
の意見の提出機会を設けているところである。
  また、保安林における間伐の限度については、平成13年9月に指定施業
要件を定める基準を規定した政令を改正し、立木材積の35％を上限とする
こととし、順次、個々の保安林ごとの指定施業要件を変更してきているとこ
ろである。
　提案の趣旨は「地域の実情に応じた間伐」の実施であることから、画一的
な間伐率を適用することはなじまず、改正後の基準に従って速やかに指定
施業要件の変更を行うことにより目的が達成されるものである。
　なお、提案主体である鳥取県からは、指定施業要件を変更するための手
続きを速やかに行う予定であると聞いている。

森林管理の重要
性に鑑み提案主
体の意見を踏ま
え実現するため
にはどうすればい
いか、また、特に
手続きの簡素
化、標準処理期
間などの短縮化、
透明性の観点か
ら再度検討し、回
答されたい。

○　利害関係を有する者の意見の提出機会の確保について
　 特区申請の際に、直接の利害関係を有する者の意見の提出機会を設け
ることが可能と考えます。

○　速やかな指定施業要件の変更を行うことにより目的が達成されるとの指
摘について
　 指定施業要件の変更作業には着手済ではあるが、指定施業要件の変更
には農林水産大臣への申請から変更の決定までに約５ケ月間を要すこと、
また県内全ての保安林の指定施業要件の変更には、３年以上かかり、緊急
な間伐の要望に応えることができません。

○　特に、鳥取県では間伐材持ち出し支援事業（単県補助事業）により間伐
材の搬出経費を助成（4,300円/ｍ3）するなど、間伐を推進するための各種
施策を実施しており、これらの施策効果を最大限発揮させるためには、この
特区が不可欠だと考えます。

 間伐の推進は、現下の森林整備の重要課題となっており、その効果的な実施の
ためには提案のとおり、強度の間伐を行うことが効果的である。
　このため、保安林における間伐の限度については、平成13年9月に指定施業要
件（保安林ごとの伐採の限度等を定めたもの）を定める基準を改正し、間伐に係る
伐採率の上限を20％から35％に緩和し、各保安林ごとの実情を踏まえた指定施業
要件の変更を計画的に推進しているところである。
　鳥取県においても、指定施業要件の変更手続きを進めていると聞いているところ
であり、これにより、提案の趣旨は実現できると考えているところである。
　このような中、鳥取県から、間伐に係る指定施業要件の変更は「申請から決定ま
でに5ヶ月間を要すこと、また県内全ての保安林の指定施業要件の変更には3年
以上かかり、緊急の間伐の要望に応えることが出来ません」との意見が出されて
いるが、間伐の実施が緊急に必要な区域を優先してとりまとめ、順次、計画的に指
定施業要件の変更を行うことにより支障は生じないよう対応することが可能と考え
られる。国においても、指定施業要件の変更事務の迅速化を図るための措置を講
じているところであるが、さらに、関連する事務を優先的に処理することにより、変
更までに要する期間の短縮を図って参りたい。
　なお、保安林での間伐の上限を指定施業要件に関わらず、画一的に35％とする
ことについては、次のようなことから適当ではない。
①　間伐といえども過度の伐採が行われれば森林の健全性が損なわれること、ま
た、伐採による土砂の流出等の影響は、傾斜、地質、気象等の森林の立地条件に
よって異なることから、間伐の限度については、過度の財産権の制約とならないよ
う留意しつつ、地域の実情を踏まえて決定することが必要であること。
②　保安林制度は災害の防備等公共目的の達成のため私権を制限するものであ
り、制限の内容の変更に際しては、透明性が確保されるよう、森林所有者等への
通知、利害関係者の意見書の提出及び意見の陳述の機会を設けることが不可欠
であること。

森林管理の重要
性に鑑み、手続き
の簡素化、標準処
理期間などの短
縮化、透明性の観
点から再度検討さ
れたい。

　「間伐の実施が緊急に必要な区域を優先的にとりまとめ、
順次、計画的に指定施業要件の変更を行うことにより支障
は生じないよう対応することが可能」との回答であるが、本
県においても、間伐の実施が緊急に必要な区域を優先的に
とりまとめ、順次、計画的に指定施業要件について、農林水
産大臣への変更の申出、変更手続の実施をしているところ
であるが、人員面・財政面でも当然の制約があるため、森林
所有者から緊急な間伐の要望が出された場合には応えるこ
とができず、間伐を推進する上で支障が生じているところで
ある。（県内すべての保安林の指定施業要件の変更には３
年以上かかる見込み）

　また、「森林所有者等への通知、利害関係者の意見の提
出及び意見陳述の機会を設けることが不可欠」との回答で
あるが、森林所有者等への通知の手続きを省略することに
ついては、本特区が保安林の私権制限を緩和するものであ
ることに加え、特区申請の際に、公示等で周知することとす
れば、何ら問題は生じないと考える。また、利害関係者の意
見の提出機会の確保に関しては、特に隣接地に居住するな
どの直接利害関係者に対しては、前回の意見でも述べたよ
うに、特区申請の際に、直接の利害関係を有する者の意見
の提出機会を設けることも可能と考える。いずれにしても、
間伐は健全な森林を育成し、保安林の機能（水源かん養
等）を維持増進するものであり、公共の目的を達成する上で
不可欠な施業であるから、直接の利害関係を有する者の理
解も得られるものと認識している。

C

　　保安林制度は、指定施業要件により伐採等を規制し、森林経営に係る
個人の権利を制限するものであることから、その規制内容の変更を予定
する場合には、透明性を確保するため、告示のみならず森林所有者等へ
の通知を義務づけている。
　今回の再意見では、私権制限を緩和するものであることに加え、特区申
請の際に、公示等で周知することにより、森林所有者等への通知の手続
きを省略する旨記載されているが、次のことから適当でない。
①　例えば、条件のよい保安林において、35％よりさらに緩和した40％の
間伐率を設定すべきとの意見が提出されることも考えられるため、森林所
有者への通知を不要とすることにより、森林所有者の意見提出の機会を
減ずることとなること。
②　当該緩和の内容が森林所有者等への通知が確保されない場合に
は、そのことを承知せずに緩和前の間伐率を採用し、低い作業効率で施
業を実施した者に不利益を及ぼすこととなること。
　しかしながら、今回の特区提案にもあるように、森林の公益的機能の持
続的な発揮を図る上で、間伐の推進は重要な課題であり、間伐を推進す
るための条件整備として間伐に係る伐採の限度を緩和することは効果的
であることから、国においても、指定施業要件を定める基準を見直すとと
もに、指定施業要件の変更事務の迅速化を図るための措置を講じている
ところである。
　さらに、現在、指定施業要件の変更の事務は、都道府県からの調査報
告を受けて実施しているところであり、その報告から確定までに要する事
務の期間については、林野庁における審査に2ヶ月程度、森林所有者へ
の通知及び利害関係者に対する縦覧の期間等に2.5ヶ月程度の合計約
5ヶ月を要するのが一般的となっているが、今後は、当該事務を優先的に
処理し、林野庁における審査期間を1ヶ月程度とすること等により、都道府
県からの調査報告から確定までに要する事務の期間を3ヶ月程度に短縮
化を図って参りたい。
　また、指定施業要件の変更に係る事務の期間の短縮化に係る今後の
必要な対応について、通知により各都道府県に周知する考えである。

1466 14661010 鳥取県

　保安林内における間伐につ
いては、農林水産大臣等が定
めた指定施業要件に制限され
ることなく、間伐率３５％以
下の範囲内で知事に届け出た
上で、実施することができる
ようにすることを提案する。

農林
水産
省

1030500
森林組合の
農業経営の
実施

森林組合法第９
条第１項・第２項

森林組合は、森林所有者の
経済的社会的地位の向上と
森林の保続培養・森林生産
力の増進という目的におい
て、森林所有者の協同組織
として組合員のために直接
奉仕することを旨として事業
を行うこととされており、その
目的に関係ない農業の経営
は行えないものと解されて
いる。

Ｃ

森林組合は、森林所有者の協同組織として、森林の保続培養及び森林生
産力の増進を図るという公益を目的とする法人であり、その目的の達成に
必要な範囲内において事業を行いうるものであり、目的外の事業である農
業経営を行わせることはできない。
　また，協同組織としての性質上、組合員である森林所有者に対する直接
的な奉仕として事業活動を行い、サービス提供をするものであり、組合とし
ての主体的事業活動である農業経営を行うことは適当でない。
　さらに、農業経営を行うに際しては、農業に常時従事するための組織的
な体制整備等が必要であり、森林組合の組織体制や経済基盤に与える影
響は大きく、森林の適正な管理という公益的な機能を果たすべき社会的責
務の発揮に支障を来すおそれもある。
　なお、高齢化が進行し農業経営の継続が困難な農業者が増加しており、
森林組合による作業受託では提案目的を達成することはできないとのこと
であるが、農業経営の受託については、農業協同組合がその事業として
行うことが可能であり、併せて農作業等については森林組合が受託するこ
と等により、中山間地域の農業振興の実現は可能であると考える。

国が一定の上限
を定め、組合員の
３分の２の同意を
得て定款を変更
したものについて
は農業経営の参
入を認めるよう制
度改正できない
か、また、右の提
案主体の意見を
踏まえ、再度検討
し回答されたい。

森林組合は、森林所有者の協同組織として、森林の保続培養及び森林生産力の
増進を図るという公益を目的とする法人であり、その目的の達成に必要な範囲内
において事業を行いうるものであって、森林の保続培養及び森林生産力の増進と
いう目的から逸脱して、農業の経営を行うことは、森林組合の設立の趣旨に反す
るものとなることから、認めることは困難である。
　また，協同組織としての性質上、組合員である森林所有者に対する直接的な奉
仕として事業活動を行い、サービス提供をするものであり、組合としての主体的事
業活動である農業経営を行うことは適当でない。
　さらに、農業経営を行うに際しては、農業に常時従事するための組織的な体制整
備等が必要であり、森林組合の組織体制や経済基盤に与える影響は大きく、本来
果たすべき森林の適正な管理という公益的な機能の発揮に支障を来すおそれも
あることから、ご提案の特例事項を容認することは困難である。
　なお、高齢化が進行し農業経営の継続が困難な農業者が増加しており、森林組
合による作業受託では提案目的を達成することはできないとのことであるが、農業
経営の受託については、農業協同組合がその事業として行うことが可能であり、併
せて農作業等については森林組合が受託すること等により、中山間地域の農業振
興の実現は可能であると考える。

1400 14001010
石川県金
沢市

森林組合が行うことができる
事業の種類の拡大

農林
水産
省

1030510
森林組合の
農業経営の
実施

森林組合法第９
条第１項・第２項

森林組合は、森林所有者の
経済的社会的地位の向上と
森林の保続培養・森林生産
力の増進という目的におい
て、森林所有者の協同組織
として組合員のために直接
奉仕することを旨として事業
を行うこととされており、その
目的に関係ない農業の経営
は行えないものと解されて
いる。

Ｃ

森林組合は、森林所有者の協同組織として、森林の保続培養及び森林生
産力の増進を図るという公益を目的とする法人であり、その目的の達成に
必要な範囲内において事業を行いうるものであり、目的外の事業である農
業経営を行わせることはできない。
　また、協同組織としての性質上、組合員である森林所有者に対する直接
的な奉仕として事業活動を行い、サービス提供をするものであり、組合とし
ての主体的事業活動である農業経営を行うことは適当でない。
　さらに、農業経営を行うに際しては、農業に常時従事するための組織的
な体制整備等が必要であり、森林組合の組織体制や経済基盤に与える影
響は大きく、森林の適正な管理という公益的な機能を果たすべき社会的責
務の発揮に支障を来すおそれもある。
　なお、森林組合による農作物の栽培等の農作業の実施については、そ
の労働力を活用し，組合員の委託を受けて行うことは組合が行える事業の
範囲として認められており、これにより提案目的であるＩターン者と高齢者に
よる地域で独立した農作業システムの実現は達成可能であると考える。

国が一定の上限
を定め、組合員の
３分の２の同意を
得て定款を変更
したものについて
は、林業の振興
や山林保全に資
すると認められる
場合に限って、農
地の取得、貸借
又は斡旋を行うこ
とを認めるよう制
度改正できない
か等、右の提案
主体の意見を踏
まえ、再度検討し
回答されたい。

提案の主旨については、森林組合が主体的な事業活動として農業経営を実
施することを目的とした提案ではなく、森林組合が農地の所有権や地上権な
どの権利取得ができず緑の雇用によるIターンの新規林業従事者に対して
農地を斡旋及び賃貸する業務が実施できない法規制について特例を得るこ
とを目的としています。具体的には、森林組合が雇用する作業員（Iターンの
新規就業者）に通年の収入獲得の機会を与えることで、新たな山村地域に
おけるスローライフの提言やIターン者の本格的な定住条件整備による地域
集落の維持管理といった地域振興を森林組合がコーディネイトする新たな
組合員サービスのシステムを確立することが提案の本旨となっていますの
で、再度、この特区提案につき回答をお願いします。
なお、森林組合がコーディネイトする新たな組合員サービスについては、現
在、和歌山県の新ふるさと創り特区の緑のIターンエリアの地域特性として、
高齢化過疎化の進展により、その実情は、農地管理や集落景観の維持管
理を担う若者が存在しないといった状況にあります。このため、緑の雇用に
より地域に移住してきた林業従事者が、森林整備とともに地域集落を担うこ
とも期待され、地域に存在する唯一の法人として森林組合が、新規林業従
事者に定住の条件となる通年の収入源獲得機会を提供し、ひいては、組合
員サービスの充実による森林所有者の社会的地位向上や組合員が生活す
る地域振興を図るフレキシブルな事業展開が強く求められているのが提案
の必要性となっています。

森林組合は、森林所有者の協同組織として、森林の保続培養及び森林生産力の
増進を図るという公益を目的とする法人であり、その目的の達成に必要な範囲内
において事業を行いうるものであって、森林の保続培養及び森林生産力の増進と
いう目的から逸脱して、農業の経営や農地の取得・あっせん等を行うことは、森林
組合の設立の趣旨に反するものとなることから、認めることは困難である。
　さらに、ご指摘のように農地のあっせん・賃借を行うに際しては、その専属の要員
の確保や一時的な農地の保有等が必要となることが想定され、森林組合の組織
体制や経済基盤に与える影響は大きく、本来果たすべき森林の適正な管理という
公益的な機能の発揮に支障を来すおそれもあることから、ご提案の特例事項を容
認することは困難である。
　なお、ご提案のＩターン者の新規林業従事者の農業関連事業を通じた通年収入
獲得については、当該Ｉターン者自らが農地保有合理化法人や農業委員会等を通
じた農地のあっせん・賃貸等によって農業経営を行うことが可能であるとともに、組
合員の委託に基づく森林組合の農作業受託によっても収入獲得が可能であると考
えられるところである。

1437 14371010 和歌山県

規制を撤廃する提案内容とし
て、森林組合の農地取得等の
権利取得を可能とするととも
に、森林組合による農作物栽
培や農地貸付事業の実施を可
能とする。

農林
水産
省

1030520

マツ材線虫
病抵抗性ク
ロマツの日
本海側への
植栽

林業種苗法

クロマツ種苗の配布区域は
京都府では１区及び２区に
区分されており、２区から１
区へ配布する場合には農林
水産大臣の承認が必要

Ｃ

種苗の配付区域制度は、造林地の気候、土壌その他の自然条件に適合し
た種苗の植栽を推進するため、その生育に適する区域を農林水産大臣が
配付区域として指定し、区域外への配付を制限するものであり、配布区域
の制限の撤廃はできない。
ただし、特別の事情のある場合には区域外への配布を農林水産大臣の承
認を条件に認めている。この場合、配付区域外への種苗の配付による受
益又は被害等各種影響は、都道府県の区域をこえて広域に及ぶことか
ら、都道府県知事ではなく農林水産大臣の承認としている。
なお、本案件のようにマツ材線虫病抵抗性クロマツの植栽に供する場合
は、「特別の事情がある場合」として林業種苗法第24条第２項により大臣
承認が可能であり、承認は、３０日以内に処理することを原則としている。

貴省の回答では
「特別の事情があ
る場合」として林
業種苗法第24条
第２項により大臣
承認が可能とあ
るが、提案者の
提案は実現可能
か、また、マツ材
線虫病抵抗性ク
ロマツの配布区
域の見直しを行う
ことはできないか
等も含め、右の提
案者の意見を踏
まえ、再度検討し
回答されたい。

１．制度の趣旨として、「造林地の気候、土壌その他の自然条件に適合した種苗の
植栽を推進する」とあるが、現在では、技術的な知識も普及し、自然条件等の情報
についても各地域において十分得られるところであり、優良樹種等の植栽につい
て、国が植栽樹種を広範囲に渡り画一的・排他的に指定し規制しなければならない
理由が見当たらない。

２．「配布区域外への種苗の配布による受益又は被害等各種影響」とは、配布区域
を制限していることから起こるものと考えられ、各地域の判断と責任において植栽
すればそのような問題は生じないものと思われる。
　構造改革特区とは、現行の制度を見直し、可能な限り規制を緩和・廃止していこう
という国の政策であることを考慮すると、現行手続きに従えば承認可能ではないか
との指摘はこの方針にそぐわないと考えられる。

３．マツ材線虫病抵抗性クロマツの植栽に供する場合は「特別の事情がある場合」
として承認が可能ということであるが、この大臣承認について、先例では試験研究
以外で承認された例があるとの認識がなく、本府の場合が特別な場合として認めら
れるか非常に不安を持っている。このため、「特別の事情がある場合」の具体的内
容をお示しいただきたい。また、クロマツの配布区域の区域分けの根拠を示してい
ただきたい。なお、これらの内容を技術的な助言にとどめることができない理由を改
めてご教示いただきたい。

４．当地域のマツの材線虫病による被害は海岸線において著しく、被害本数や被害
区域が広大であり、申請にあたっての本数が特定できないのが実情である。そのた
め対策として、用途・本数等を限定しない特区を申請するものである。提案している
特区又は特別な事情がある場合としての承認が認められない場合は、丹後地域の
クロマツの絶滅にもなりかねず、景観及び防災上大打撃を受けることになる。

配布区域の設定は、①林業的にみてよい遺伝質をもつ産地・系統の確実性、②植
栽地の立地条件に適合する耐寒性等の特質、③造林者の経営目的に適合する成
長量等の特性等を担保するためのものであるが、必要に応じ、気候、土壌条件の
他、各種試験結果、造林成績等のデータを整備し、より妥当性のあるものを定めて
いくこととしている。　しかし、現時点においては、配布区域の制限の見直しを要す
るような十分なデータの蓄積はなされていない。
　懸念されている、マツ材線虫病抵抗性クロマツの植栽に係る大臣承認について
は、平成６年１０月３日付け「林業種苗法に基づく農林水産大臣の処分に係る審査
基準等について」により事務連絡で「その他特別な事情がある場合」として、①見
本林造成の用に供する場合、②松くい虫抵抗性松等の植栽の用に供する場合、
③その他特別な事情がある場合と例示しているところである。また、このことは都
道府県林業用種苗需給調整協議会でも周知しているところである。
　なお、平成１５年度には、本件と同様に抵抗性クロマツの配布に係る申請が行わ
れた８件（①松くい虫被害地での植栽試験：６件、②松くい虫被害地の復旧：２件）
すべてについて大臣承認がなされ、復旧に十分な数量の種苗の配布区域を越え
る配布を承認しているところである。

右の提案主体の
意見も踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

１．「配布区域の設定は、①林業的にみてよい遺伝質をもつ産地・系統の
確実性、②植栽地の立地条件に適合する耐寒性等の性質、③造林者の
経営目的に適合する生長量との特性等を担保するためのものである」と
されているが、種苗の特性等の情報提供があれば、上記３つの条件につ
いては各人・各地域の責任において十分判断できるものと考える。仮に、
優良種苗の育成のために特定の区域指定が必要であるにしても、現行
のように国土の半分にも相当する地域指定ではなく、特定の試験林など
を逆に限定して指定しておけばよいのではないか。また、事務連絡「審査
基準等」では「当該地域における松くい虫等による森林への被害の発生
状況等を総合的に勘案して判断すること」になっているが、このような判
断こそ地域にゆだねるべきものである。
２．前述のように、林業種苗法の目的を達成するには、必ずしも国土の広
大な部分を指定する必要があるとは考えられず、データ整備が必要であ
るとすれば、優良クロマツの育成に最も適した国公有地等の管理できる
場所においてデータを収集すればいいのではないか。
３．「林業的にみてよい遺伝質をもつ産地・系統の確実性」とあるが、海岸
クロマツ林は林業目的としての機能より、防災及び環境目的としての機
能を重視しており、市町村森林整備計画で定めた「森林と人との共生林」
区域内であり、林業種苗法に定める法目的とは別個の必要性に基づくも
のである。これを同法の包括規制の下におき、個別許可とするのは不合
理であり、このようなケースは適用除外とすべきである。
４．「平成１５年度に申請にされた８件すべてについて大臣承認がなされ、
復旧に十分な数量の種苗の配布区域を越える配布を承認している」とあ
るが、先にも述べたように、当地域のマツの材線虫病による被害は海岸
線において著しく、被害本数や被害区域が広大であり、申請にあたって
の本数が特定できないのが実情である。丹後地域のクロマツの絶滅にも
なりかねず、景観及び防災上大打撃を受けることになる。そのため対策と
して、用途・本数等を限定しない特区を申請するものである。
５．構造改革特区とは、全国一律の規制を見直し、地域の特性に応じた
規制の特例措置を認めていこうという国の政策であることを考慮すると、
今回のご回答はこの方針にそぐわないと思われ、再度ご検討いただきた

Ｂ－１ Ⅳ

林業種苗法の種苗の配布区域の制限は、不適地植栽による不成績
造林地及び諸被害の発生の防止を目的に設けられた規定であり、原
則として配布区域外への移動を制限するとともに、試験研究用に使
用する場合、その他特別の事情がある場合には例外措置として配布
区域外への配布を農林水産大臣が承認することとしている。したがっ
て、特定の試験林を限定的に指定するという方法では法目的を達成
することができない。
　他方、抵抗性マツの種苗の配布区域外への移動については、松く
い虫が地域社会に与える諸被害の深刻性及び被害地復旧の緊急性
等に対応するため、これまで農林水産大臣承認としてきたところであ
るが、今回の提案の趣旨等も踏まえ、林野庁長官通達「林業用種苗
の配布区域外への配布承認申請の手続きについて」に
  (1)  松くい虫抵抗性マツの植栽の用に供する場合が、林業種苗法
第24条第2項の「その他特別の事情がある場合」に原則として該当す
ること
  (2)  ２０日の標準処理期間を設定すること
  を盛り込む改正を平成１６年度中に行うこととしたい。
　なお、「森林と人との共生林」の区域内に存する海岸クロマツ林にお
ける森林整備についても､優良な種苗の供給を確保し、林業の安定
的発展に資することを目的とする林業種苗法の例外とすることはでき
ない｡

1652 16521010 京都府

　マツ材線虫病被害の対策と
して抵抗性クロマツが育成さ
れているが、現在育成されて
いる家系については、林業種
苗法により日本海側への種苗
の移動が制限され、農林水産
大臣の承認を受けなければ植
栽できない状況にある。本制
限は丹後地域の海岸線のクロ
マツ林を適正に維持管理する
にあたり大きな障害となって
いることから、種苗の移動制
限の撤廃を提案する。
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コード
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事項名

該当法令等 制度の現状
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類

措置
の内
容

措置の概要(対応策) 再検討要請 提案主体からの意見
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意見
その他
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の分
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見直
し

「措置
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見直
し

各府省庁からの再検討要請に対する回答 再々検討要請 提案主体からの再意見

「措置
の分
類」の
見直し

「措置の
内容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答

構想
(プロ
ジェク
ト)管
理番号

規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

規制の特例事項の内容

農林
水産
省

1030530

国有林の分
収造林に関
する商工会
の仲介

国有林野の管理
経営に関する法
律

森林法、森林法施
行令、森林環境保
全整備事業実施
要領

①　国は、分収造林契約に基
づき国有林を国以外の者に造
林させ、その収益を国及び契
約者が分収することができると
しているところ。

②　森林整備事業においては、
補助金の交付申請及び受領は
事業主体が行うことが基本で
あり、国有林と分収林契約を締
結して造林を行う者も事業主体
として交付申請等を行うことが
可能である。
　　また、事業主体が事務能力
の面で補助金申請事務の実施
が困難である場
合は、第三者への
委任を認めている。

C

Ｄ－１

①　国有林と民間企業の分収契約の仲介業務
　分収造林の造林者は、国有林野の管理経営に関する法律第９条において、広く
「国以外の者」と規定しているところから、何人に対しても契約を締結することは可
能となっており、また、分収造林を行うに当たっては、分収造林対象地を公示し、
広く応募を受けた上で契約の相手方を選定している。
　このため、提案の事業は、契約の相手方を陸別町商工会の会員企業に限定し
仲介を行うものであり、構造改革特区による規制緩和の趣旨に沿ぐわないことか
ら、対応は困難である。

②　造林事業の施業計画とそれに係る補助金等の申請の代行業務
　提案理由において、造林事業による申請手続きは、森林組合を通さなければな
らないとされているが、このような規定はなく事実誤認である。
　森林環境保全整備事業実施要領（平成14年3月29日付け林野庁長官通知）第5
の1の(2)において、「事業主体は補助金の交付申請及び受領について第三者に
委任することができる。」としており、第三者が委任を受けて代行することは可能で
ある。委任の相手先については、事務能力や実態上の面からみて事業主体が森
林組合に委任する場合が多いと考えられるが、特に限定しているものではない。
　なお、当省の所管ではないが、商工会が手数料を徴収して造林補助金の申請
業務を代行することについては、行政書士法第１９条に定める行政書士でない者
の業務の制限等の関連で注意が必要であると思われる。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

①　国有林と民間企業の分収契約の仲介業務
　分収造林の造林者は、国有林野の管理経営に関する法律第９条において、広く
「国以外の者」と規定しているところから、何人に対しても契約を締結することは可
能となっており、また、分収造林を行うに当たっては、分収造林対象地を公示し、広
く応募を受けた上で契約の相手方を選定している。
　このため、提案の事業は、契約の相手方を陸別町商工会の会員企業に限定し仲
介を行うものであり、構造改革特区による規制緩和の趣旨に沿ぐわないことから、
対応は困難である。

②　造林事業の施業計画とそれに係る補助金等の申請の代行業務
　提案理由において、造林事業による申請手続きは、森林組合を通さなければな
らないとされているが、このような規定はなく事実誤認である。
　森林環境保全整備事業実施要領（平成14年3月29日付け林野庁長官通知）第5
の1の(2)において、「事業主体は補助金の交付申請及び受領について第三者に委
任することができる。」としており、第三者が委任を受けて代行することは可能であ
る。委任の相手先については、事務能力や実態上の面からみて事業主体が森林
組合に委任する場合が多いと考えられるが、特に限定しているものではない。
　なお、当省の所管ではないが、商工会が手数料を徴収して造林補助金の申請業
務を代行することについては、行政書士法第１９条に定める行政書士でない者の
業務の制限等の関連で注意が必要であると思われる。

1341 13411010
陸別町商
工会

１．国有林と民間企業の分収
契約の仲介業務
２．造林事業の施業計画とそ
れに係る補助金等の申請の代
行業務
３．規制の撤廃の提案

農林
水産
省

1030530

国有林の分
収造林に関
する商工会
の仲介

国有林野の管理
経営に関する法
律

森林法、森林法施
行令、森林環境保
全整備事業実施
要領

①　国は、分収造林契約に基
づき国有林を国以外の者に造
林させ、その収益を国及び契
約者が分収することができると
しているところ。

②　森林整備事業においては、
補助金の交付申請及び受領は
事業主体が行うことが基本で
あり、国有林と分収林契約を締
結して造林を行う者も事業主体
として交付申請等を行うことが
可能である。
　　また、事業主体が事務能力
の面で補助金申請事務の実施
が困難である場
合は、第三者への
委任を認めている。

C

Ｄ－１

①　国有林と民間企業の分収契約の仲介業務
　分収造林の造林者は、国有林野の管理経営に関する法律第９条において、広く
「国以外の者」と規定しているところから、何人に対しても契約を締結することは可
能となっており、また、分収造林を行うに当たっては、分収造林対象地を公示し、
広く応募を受けた上で契約の相手方を選定している。
　このため、提案の事業は、契約の相手方を陸別町商工会の会員企業に限定し
仲介を行うものであり、構造改革特区による規制緩和の趣旨に沿ぐわないことか
ら、対応は困難である。

②　造林事業の施業計画とそれに係る補助金等の申請の代行業務
　提案理由において、造林事業による申請手続きは、森林組合を通さなければな
らないとされているが、このような規定はなく事実誤認である。
　森林環境保全整備事業実施要領（平成14年3月29日付け林野庁長官通知）第5
の1の(2)において、「事業主体は補助金の交付申請及び受領について第三者に
委任することができる。」としており、第三者が委任を受けて代行することは可能で
ある。委任の相手先については、事務能力や実態上の面からみて事業主体が森
林組合に委任する場合が多いと考えられるが、特に限定しているものではない。
　なお、当省の所管ではないが、商工会が手数料を徴収して造林補助金の申請
業務を代行することについては、行政書士法第１９条に定める行政書士でない者
の業務の制限等の関連で注意が必要であると思われる。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

①　国有林と民間企業の分収契約の仲介業務
　分収造林の造林者は、国有林野の管理経営に関する法律第９条において、広く
「国以外の者」と規定しているところから、何人に対しても契約を締結することは可
能となっており、また、分収造林を行うに当たっては、分収造林対象地を公示し、広
く応募を受けた上で契約の相手方を選定している。
　このため、提案の事業は、契約の相手方を陸別町商工会の会員企業に限定し仲
介を行うものであり、構造改革特区による規制緩和の趣旨に沿ぐわないことから、
対応は困難である。

②　造林事業の施業計画とそれに係る補助金等の申請の代行業務
　提案理由において、造林事業による申請手続きは、森林組合を通さなければな
らないとされているが、このような規定はなく事実誤認である。
　森林環境保全整備事業実施要領（平成14年3月29日付け林野庁長官通知）第5
の1の(2)において、「事業主体は補助金の交付申請及び受領について第三者に委
任することができる。」としており、第三者が委任を受けて代行することは可能であ
る。委任の相手先については、事務能力や実態上の面からみて事業主体が森林
組合に委任する場合が多いと考えられるが、特に限定しているものではない。
　なお、当省の所管ではないが、商工会が手数料を徴収して造林補助金の申請業
務を代行することについては、行政書士法第１９条に定める行政書士でない者の
業務の制限等の関連で注意が必要であると思われる。

1341 13412010
陸別町商
工会

１．内容等：分収林契約の推
進、造林施業計画の作成、補
助金の申請
２．権限委譲元と移譲先：森
林組合から商工会
３．問題点：手数料が高い。
４．解決策：手数料の大幅削
減（手数料は５％にする）

農林
水産
省

1030540

森林組合の
准組合員の
資格要件の
緩和

森林組合法第２
７条第１項

森林組合の組合員資格について
は、
　ア　森林所有者たる個人（第１項
第１号）
　イ　生産森林組合その他の森林
所有者たる法人（第１項第２号）
　ウ　ア、イ又は組合が主たる構成
員又は出資者となっている団体（イ
に掲げる法人を除く）（第１項第３
号）
　エ　組合の地区内において林業
を行う者又はこれに従事する者で
その組合の施設を利用することを
相当とするもの（第１項第４号）
であって定款で定めた者とされて
いる。
  このうち、ア、イが正組合員、ウ、
エが准組合員となっている。准組
合員制度は、正組合員以外の者
で継続的に組合の事業・サービス
を利用するニーズがあるものにつ
いて、組合員として安定的に事業
を利用できるようにするために創
設された制度である（このため、准
組合員は、組合の利用事業権は
有しているが、議決権等共益権の
一部は付与されていない）。

Ｃ

森林組合の准組合員制度は、安定した事業量の確保により組合の経営の
安定を図ることを目的に、森林所有者である組合員以外の者についても、
特例的に組合の事業を利用する権利を認めるための仕組みであるが、森
林組合は、森林所有者の協同組織であるとともに、森林の保続培養という
公益的な機能を担う団体であることから、森林の整備というその本来的な
目的に密接に関係する林業を行う者や林業に従事する者等に准組合員資
格を限定している。
　したがって、「地区内に住む個人」という要件において准組合員資格を認
めることは、適当ではない。

農業協同組合法
第１２条「組合員
及び会員たる資
格」の規定では、
「地区内に住む個
人」にも資格を認
めているが、森林
組合の組合員等
の資格では認め
ないのはどうして
か、また、林業に
従事する、とまで
は言えなくても
「地区内に住ん
で、地区内の森
林の整備又は林
業に関し協力を
行う者」程度の者
について、准組合
員資格を認めるこ
とについて再度検
討し回答された
い。

森林組合の准組合員制度は、安定した事業量の確保により組合の経営の安定を
図ることを目的に、森林所有者である組合員以外の者についても組合の事業を利
用する権利を認めるための仕組みであるが、森林組合は、森林の保続培養という
公益的機能を担う団体であることから、森林の整備というその本来的な目的に密
接に関係する林業を行う者や林業に従事する者等に限って准組合員資格を付与
している。
　したがって、「地区内に住む個人」であるということのみをもって准組合員資格を
付与することは、森林の保続培養という森林組合の設立趣旨から逸脱するため、
困難である。
　なお、ご提案にある「住民であってかつ森林保全・活用に主体的に関わる者」に
ついても、森林組合法第２７条第１項第４号に規定する「林業を行う者又は従事す
る者」という要件を満たすものとして認められるものについては、准組合員資格が
付与されるものである。

1315 13152040
滋賀県朽
木村

森林文化の里の創造を担い手
として森林組合の存在は欠か
せない。しかし、森林組合員
になるには、森林所有者また
は林業従事者のみにしか資格
が認められていない。そこ
で、村民が森林保全、活用に
主体的に関われるようにする
ため、森林組合についても農
協組合員に認められている
「地区内に住む個人」にも組
合員資格を拡げる。

農林
水産
省

1030550

森林組合法
で定められ
ている組合
員の資格要
件の緩和

森林組合法第２
７条第１項

森林組合の組合員資格につい
ては、
　ア　森林所有者たる個人（第
１項第１号）
　イ　生産森林組合その他の
森林所有者たる法人（第１項第
２号）
　ウ　ア、イ又は組合が主たる
構成員又は出資者となってい
る団体（イに掲げる法人を除く）
（第１項第３号）
　エ　組合の地区内において林
業を行う者又はこれに従事す
る者でその組合の施設を利用
することを相当とするもの（第１
項第４号）
であって定款で定めた者とされ
ている。
  このうち、ア、イが正組合員、
ウ、エが准組合員となってい
る。准組合員制度は、正組合
員以外の者で継続的に組合の
事業・サービスを利用するニー
ズがあるものについて、組合員
として安定的に事業を利用でき
るようにするために創設された
制度である（このため、准組合
員は、組合の利用事業権は有
しているが、議決権等共益権
の一部は付与されていない）。

Ｄ－１

森林組合の准組合員資格については、既に掛川市からの要望を受け、森
林組合の作業班員等について、森林組合法第27条第１項第４号の資格要
件を満たすものとして、准組合員資格の付与を認めるとの解釈指針を発出
している（平成16年２月６日付け林野庁林政部経営課長通知）。
　なお、正組合員資格については、掛川市からの第４次提案時において、
森林組合は、森林所有者の協同組織として、組合員のために直接奉仕す
ることを旨として事業を運営すべき（直接奉仕原則。森林組合法第４条）と
されており、森林組合の職員は、組合のスタッフとして、組合員のための事
業・サービスを提供すべき立場にあることから、職員としての固有の資格で
森林所有者と同列に正組合員資格を認めることは、このような森林組合の
本質的性格に反することから適当でない旨回答しており、これを認めること
はできない。
　准組合員資格の付与により、組合職員の地域林業の従事者としての意
識の高揚、地域への定着促進という提案目的は十分達せられるものと考
える。

提案の趣旨を踏
まえ、再度検討
し、回答された
い。

　森林組合の准組合員資格については、既に掛川市からの要望を受け、森林組合
の作業班員等について、森林組合法第27条第１項第４号の資格要件を満たすもの
として、准組合員資格の付与を認めるとの解釈指針を発出している（平成16年２月
６日付け林野庁林政部経営課長通知）。
　なお、正組合員資格については、掛川市からの第４次提案時において、森林組
合は、森林所有者の協同組織として、組合員のために直接奉仕することを旨として
事業を運営すべき（直接奉仕原則。森林組合法第４条）とされており、森林組合の
職員は、組合のスタッフとして、組合員のための事業・サービスを提供すべき立場
にあることから、職員としての資格をもって正組合員資格を認めることは、このよう
な森林組合の本質的性格に反することから適当でない旨回答しており、これを認
めることはできない。
　准組合員資格の付与により、組合職員の地域林業の従事者としての意識の高
揚、地域への定着促進という提案目的は十分達せられるものと考える。
  また、林業新規就業者の確保、担い手確保育成のため、緑の雇用担い手育成対
策事業や森林・林業雇用総合対策事業等による実地研修・労働環境改善指導等
の実施や林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく融資制度等各種施策を
講じているところであり、これらの施策の総合的活用により、ご提案の地域林業後
継者の確保が図られるものと考えている。

1569 15691010

静岡県掛
川市（掛川
市森林組
合）

森林組合法第27条第１項第４
号に定められている組合員の
資格において、掛川市森林組
合の職員及びその作業員に組
合員たる資格を与え、技術と
経営力と志気を高めるよう緩
和を求める。

農林
水産
省

1030560

森林資源を
活用する国
有林の間伐
施業の民営
化と間伐材
利用の支援
策

国有林野事業の
改革のための特
別措置法第７
条、財政法第９
条

国有林野事業における伐
採・造林等実施行為につい
ては、既にそのほとんどを
民間委託しているところ。

D-1,C

国有林野における伐採・造林等の事業の実施行為については、国有林野
事業の改革のための特別措置法において、すべてを民間事業者に委託し
て行うこととしており、既にそのほとんどを民間委託しているところである。
一方、森林組合その他森林施業者等への権限移譲等による間伐材の無
償提供は、国がこれまで投資し整備してきた国有財産の無償譲渡に相当
し、財政法はもとより企業会計原則からも逸脱するものであり不可能であ
る。

「地域において設
置される協議会
において地域の
森林基本計画を
策定し、地域の森
林の有効活用を
図る。」ことも可能
か回答されたい。

 地域において設置される協議会で、関係者の合意により、地域の森林資源の有
効活用を図るための計画を策定することは可能である。

1216 12162070
那須野ヶ
原土地改
良区連合

地域において設置される協議
会において地域の森林基本計
画を策定し、地域の森林の有
効活用を図る。その一貫とし
て間伐施行のより一層の効率
化と普及を目指して国有林の
間伐施業の民営化を進め、間
伐材の有効利用を図る。また
バイオマス利活用に使用する
間伐材は無償にて提供された
い。
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農林
水産
省

1030570

国有林野法
の規制緩和
と各種手続
きの簡素化

①国有林野の管理
経営に関する法律
第７条

②会計法第２９条
の３第５項、第２
９条の８

③予算決算及び会
計令第９９条

④国有林野の貸付
け等の取扱いにつ
いて（昭和５４年
３月１５日付け５
４林野管第９６号
林野庁長官通達）

⑤地方公共団体の
事務又は事業の遂
行のための国有林
野への入林につい
て（昭和55年5月10
日付け５５林野管
第132号林野庁長官
通達）

①契約により貸付、又は使用さ
せることができる場合を規定。
（公用、公共用、公益事業の用
に供するときなど）

②随意契約ができる場合を規
定。契約の相手方を決定したと
きは契約書を作成。

③公共用、公用、公益事業の用
に供するため地方公共団体又は
事業者に売り払い、貸し付ける
ときは随意契約。契約を締結す
る場合は、あらかじめ予定価格
を定める。

④国有林野の貸付等の契約の方
針・手続きについて規定。

⑤地方公共団体の事業遂行のた
め国有林野へ入林する場合の手
続きは、入林届による。なお、
貸付の場合は入林届は不要。

Ｃ

　貸付契約等の手続きについては、貸付契約に必要な所在地、面積、用
途、貸付使用期間等を記載した申請書及び関係図面等を提出することな
ど、国有財産を適切に管理運営する観点から最低限必要な手続きとして
行っているところであり、迅速な対応に努めている。なお、国有林野を自
然エネルギーを利用した発電の用に供することについては、林野庁長官通
達を定め積極的に取り組むこととしているが、①～③の法令の規定に該当
しないときは、国有林野の貸付を行うことはできない。

提案の趣旨を踏
まえ、規制緩和、
各種手続きの簡
素化ができない
か再度検討し、回
答されたい。

　貸付契約等の手続きについては、貸付契約に必要な所在地、面積、用途、貸付
使用期間等を記載した申請書及び関係図面等を提出することなど、国有財産を適
切に管理運営する観点から最低限必要な手続きとして行っているところであり、
迅速な対応に努めている。なお、国有林野を自然エネルギーを利用した発電の用
に供することについては、林野庁長官通達を定め積極的に取り組むこととしてい
るが、①～③の法令の規定に該当しないときは、国有林野の貸付を行うことはで
きない。

1392 13922010
福島県平
田村

新エネルギーの活用をするた
め、風力発電の建設を予定す
るものであるが、建設予定地
に国有林野が含まれる可能性
を考慮しての規制緩和、各種
手続きの簡素化をしてほし
い。

農林
水産
省

1030580

漁業体験に
おける遊漁
船業の登録
免除

遊漁船業の適正
化に関する法律
第３条第１項

遊漁船業を営もうとする者は、
その営業所ごとに、その所在
地を管轄する都道府県知事の
登録を受けなければならない。
（参考）「遊漁船業」とは、船舶
により乗客を漁場に案内し、釣
りその他の農林水産省令で定
める方法により魚類その他の
水産動植物を採捕させる事業
をいう。

C（実質的
負担軽減
措置として
はD-1）

提案主体は、遊漁船業登録により提案推進が阻害される主な理由として、登録の
ための経済的負担を挙げている。しかしながら、長崎県における登録手数料等の
負担水準は全国的に見て低い水準にあり、これが大きな阻害要因になるとは考え
にくく、更に、登録手数料や講習受講料は長崎県手数料条例により知事によって
定められており、同条例の運用等により負担軽減を図ることが可能と考えられる。
　なお、遊漁船業法は過去における事故等の反省の上に立って必要最小限の安
全措置及び事故に備えた保険加入義務等を定めており、利用者の安全の確保等
を図る目的で、近年増加している所謂「体験漁業」の形態についても、営利の目的
で反復継続の意志の下で行われる場合は船釣りや磯渡し等と共に遊漁船業登録
の対象としているところであり、他地域の事例においても登録を行った上で実施し
ている。提案主体は十分な安全対策を講ずるとしているが、例えば、遊漁船業法
で乗船中の安全管理等に当たることとされている実務研修を修了した等の一定の
要件を有する「遊漁船業務主任者」に相当する安全責任者の設置の仕組みがな
いことなど、利用者の安全確保の観点から問題があることから、漁業体験におけ
る遊漁船業の登録免除を行うことは困難である。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答さ
れたい。

　漁業体験は「都市と漁村の盛んな交流」を促進する上で大きな役割を果たすもの
と期待されている。提案主体は、都市からの修学旅行生を漁村に受け入れるため
の仕組み作りを目指しておりその為に必要な安全対策を講じている。盛んな交流を
実現するためには、安全を充分に確保した上でそのコストを最小限に止め、多くの
担い手が安い料金で体験を受入れる事の出来る環境が準備されなければならな
い。しかるに漁業体験を実施するために漁業者が遊漁船業登録を行うに当たって
は、申請料、講習料の出費に加え遊漁船業務主任者の乗船を義務付けている。遊
漁船業務主任者の資格要件の一つに、「遊漁船業に関し一年以上の実務経験を有
する者又は遊漁船業務主任者の指導による十日以上の遊漁船における実務研修
（一日につき五時間以上実施されるものに限る。）を修了したものであること。」が挙
げられている。この遊漁船業務主任者の業務としては　一　遊漁船に於ける利用者
の安全管理を行うこと。　二　漁場の選定を行うこと。　三　利用者に対し、適正に水
産動植物を採捕するために必要な指導および助言を行うこと。　四　海難その他異
常の事態が発生した場合において、海上保安機関その他の関係機関との連絡にか
かる責任者に連絡を行うこと。　五　その他遊漁船における利用者の安全の確保及
び利益の保護並びに漁場の安定的な利用関係の確保に必要な業務を行うこと。 と
施行規則第十一条に定められている。これらは提案主体が以下の実施方法をとる
ことで十分に目的を達することが出来ると判断する。当協議会の漁業体験は修学
旅行の中高校生を主な対象とし、一体験の所要時間は最長３時間以内とする。乗
船する前に全員にライフベストを着用させ、安全指導や道具の使い方を訓練する。
初めて漁船に乗る生徒が多いため船酔いやトイレで上陸する頻度が高く、漁場は港
から数分で陸地から数百メートルの範囲に限定する。漁船は監視艇や僚船同士が
よく見えるように出来るだけ近くで固まって体験を実施する。港には実施本部を置
き、本協議会の担当者を始め引率の先生や添乗員、養護の先生や看護士が待機
する。体験中の漁船で問題が発生した場合は監視艇または実施本部担当者に電
話連絡を入れる。船長（＝インストラクター）には、緊急連絡先の書かれたカードを
常に身につけさせる。このように港に極めて近い場所で、複数の漁船が常にお互い
を監視し合いながら事故に備えた布陣を敷く。更に万が一に備えて協議会が３千万
円の傷害保険と賠償責任保険に加入する。沖合において単独で実施する場合に比べ

　資源保護
の観点から
は、船長
（＝インスト
ラクター）の
属する漁協
の管轄内に
おいて漁協
の指導のも
と法に則っ
て実施する
ので紛争な
どが生じる
余地は無い
と考える。し
たがって、
提案主体の
ような公的
組織が修学
旅行など港
の至近で実
施する漁業
体験を担う
漁業者の遊
漁船業登録
を免除して
いただきた
い。

  体験漁業を含む遊漁船業は、実際の営業行為（サービスの提供）の主要な部分
が船上で行われる点に特徴があることから、遊漁船業法では、遊漁船業者に対し
登録申請に際して遊漁船業務主任者の選任を義務付け、遊漁船における利用者
の生命・身体の安全の確保等を図ることとしている。
　したがって、本件提案については、提案主体がとることとしている遊漁船周辺で
の各種対策に加え、遊漁船において積極的に利用者の安全を確保するために従
事する者として、遊漁船業務主任者を置くことが必要であると考えられる。
　なお、遊漁船業務主任者は、遊漁船業者が登録の際に自らを選任することが可
能であり、実態的にも遊漁船の船長が兼務しているケースが数多く存在する。した
がって、船長以外の新たな者を業務主任者として選任し、乗船させる必要は必ずし
もなく、体験漁業の実施に参加する船長（＝インストラクター）が遊漁船業務主任
者講習を受講して遊漁船業務主任者となることで足りる。
　加えて、１次回答でも記したとおり、当該遊漁船業務主任者講習については、長
崎県手数料条例の運用により受講料の減免を受けることが可能となっている。
　以上のように、本件提案にある体験漁業に関しては、遊漁船業務主任者が遊漁
船に乗船する必要があると考えられること、金銭的負担の軽減が現行制度で可能
となっていることから、遊漁船業者の登録を免除することは、適当ではない。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。

本協議会が申請させて頂いた遊漁船業者登録の免除の件
に関しては、検討の結果免除できない旨公表頂いた。これ
に対して本協議会は、利用者の安全の確保を重視する観点
から以下の目的のための遊漁船業者登録を前提とした規制
緩和について再度お願いしたい。本協議会の使命は、利用
者の安全を確保したうえで都市と漁村の交流を促進するこ
とにある。その為には、まず多くの漁業者に担い手になって
もらわなくてはならない。しかしながら、交流システム構築の
初期段階においては安全ならびに体験の教育的質の確保
のためのインストラクターを対象とした度重なるスキルアップ
講習の受講が必要であり、両協議会においても、必要な講
習を行っているところであるが、多くの漁業者には協力の意
志が有りながらも、これに加えて遊漁船業者登録を個々の
漁業者に求めることは更なる講習受講の為の時間の確保と
経済的負担を求めることとなり、いよいよ担い手の確保が難
しくなってしまう。
ついては、この内、申請料の負担ならびに保険料の負担に
関し担い手負担を軽減するため以下の通り特段のご配慮を
頂きたい。
法人登録により、体験交流の担い手であり両協議会の会員
である個々の漁業者の遊漁船業者の登録にかかる申請料
の負担を軽減したいので松浦党の里体験観光協議会なら
びに松浦体験型旅行協議会を法人と見なして法人登録を認
めていただきたい。また、両協議会の全ての体験プログラム
に対して両協議会が掛ける保険を同法施行規則第６条に定
める条件を満たす損害賠償措置として認めて頂きたい。
なお、地域内の全ての漁協が松浦党の里体験観光協議会
の会員であり、松浦体験型旅行協議会の会長は松浦市長
であることから遊漁船業者としての責任を十分に果たすこと
が出来ると考える。（両協議会の会員・役員名簿ならびに規
約参照）

遊漁船業法に基づく遊漁船業者の登録において、個人又は法人以
外の登録主体を認めることは、遊漁船業の営業における権利・責任
関係を明確にすることができず、業務の適正な運営を確保するという
法の趣旨にも反することから、特区として対応することはできない。
  なお、申請料負担の軽減等については、遊漁船業法や条例の運用
による対応の可能性も考えられるため、登録庁である長崎県とよく相
談されたい。

1054 10541010

松浦体験
型旅行協
議会
松浦党の
里体験観
光協議会

海面と、指定された湖沼で、
船舶により利用客を漁場に案
内し、釣りなどの方法で、利
用客に水産動植物を採捕させ
る事業を営もうとする者は、
遊漁船業の適正化に関する法
律（遊漁船業法）第３条第１
項の規定による都道府県知事
の登録（遊漁船業の登録）を
受けなければならないが、
「松浦党の里ほんなもん体
験」の漁業体験プログラムを
実施するインストラクターに
ついては、遊漁船業の登録を
免除する。

農林
水産
省

1030590

水産業協同
組合法によ
る組合員資
格の規定
（第１８
条）

水産業協同組合
法　　第１８条
水産業協同組合
法施行令　　第
１１条

漁業協同組合の准組合員
の資格については、水産業
協同組合法第１８条第５項
各号（及び同法施行令第１１
条）に規定する者であって、
各漁業協同組合の定款で
定めるものに与えられる。

Ｄ－１
（現行の規
定により対
応可能）

漁業協同組合の准組合員制度は、その者を漁協の構成員とすることが漁
協の経営上有利である等の理由から設けられており、その資格の一類型
として、水産業協同組合法施行令第１１条第３号において漁協の行う事業
に従事する者が認められている。
　御提案については、漁協が「水域環境保全のための活動等」をその事業
として行うとともに、当該漁協の地区内に住所を有しない都市住民等を当
該事業に従事する者として位置付ければ、定款にその旨を規定することに
より、これらの者を准組合員とすることが可能である。
　なお、漁村地域への消費者の参画に関しては、参画者が漁協の組合員
かどうかにかかわりなくできるものであり、例えばある地域では「カキの
オーナー制度」を実施しているなど、それぞれの地域がそれぞれの発想で
独自に取り組んでいるものと承知している。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

　漁業協同組合は、組合員のために経済事業や福利厚生事業等を行うことを主目
的としているが、その事業の一つとして「水域環境保全のための事業」を行う場合
に、当該事業に従事する者に准組合員資格を与える旨を定款に規定すれば、当
該事業に従事する者は誰でも准組合員資格を得ることが可能である。
　なお、漁村地域への消費者の参画に関しては、参画者が漁協の組合員かどうか
に関わりなくできるものである。

1249 12491010 石川県

（正組合員）
当該組合の地区内に住所を有
し、かつ、漁業を営み又はこ
れに従事する日数が一年を通
じて90日から120日までの間
で定款で定める日数を超える
漁民
（准組合員）
前各項の規定により当該組合
の組合員たる資格を有する者
以外の漁民又は河川において
水産動植物の採捕若しくは養
殖をする者
前各項又は前号の規定による
組合員と世帯を同じくする者
その他当該組合の施設を利用
することを相当とする者とし
て政令で定める個人

農林
水産
省

1030600

漁港施設等
の民間貸付
に係る規制
緩和

地方自治法（第
２３８条の４第１
項）
漁港漁場整備法
（第３条及び第３
７条）

行政財産の貸付けは、地方自
治法第２３８条の４第１項により
原則として禁止されている。ま
た、漁港施設用地の定義（各
種漁港施設の敷地）が漁港漁
場整備法第３条に規定されて
いるほか、同法第３７条におい
て漁港施設の賃貸等の処分に
あたっては、漁港管理者の許
可を要することとされている。

Ｄ－１

要望の観光客のための直販及び体験漁業ができる施設は、漁港漁場整備法第３
条にいう漁港施設には該当せず、そもそも漁港施設用地には貸付けによっても設
置が困難なものであることから、当該用地を行政財産としての漁港施設用地から
普通財産としての一般の用地に変更することにより貸付けは可能になるものと考
える。

提案内容は実現
可能と解して良い
か。

提案内容は、所要の用地を行政財産としての漁港施設用地から普通財産としての
一般の用地に変更し、貸付することにより実現可能と考える。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。また、普通
財産の貸付を行う
という提案ではな
く、行政財産であ
る漁港の貸付を提
案しており、直接
に提案の実現は
出来ないのであれ
ば、措置の分類を
Ｃとして頂きたい。

・本提案の主旨は、漁港施設用地の貸し付け及びそれに伴
う民間活力の引き出しによる漁港漁村の活性化であり、現
在行政として行っている水産振興施策と同じ目的のもので
あります。従って漁港施設用地は行政財産のまま貸し付け
を行うものと想定しておりますので、そのことを前提に再度
具体的な回答をお願い致します。
・各府省庁からの回答である行政財産から普通財産への分
類換えは一般論的なものであり、そのための手続き等も多
大な作業であり、かつ規制もかかることから規制そのものの
改革を目的とした特区提案の代替とは判断し難い内容と思
われます。構造改革特区の導入理念は「地域の特性に応じ
た規制の特例を導入する特定の区域を設ける」ことであり、
全国的な規制改革はその次の検討事項であると思われま
すので、今回はあくまで「特区を導入する」ことについての観
点での対応可能性や不都合な点等について具体的な回答
をお願い致します。

Ｃ

要望の施設は漁港漁場整備法第３条に規定されている漁港施設に
は該当しないことから、漁港施設の敷地としての行政目的をもった行
政財産たる漁港施設用地に、これら施設を設置することはできない。
なお、当該用地を行政財産としての漁港施設用地から普通財産であ
る漁港施設用地以外の用地に変更して、漁港施設以外の利用に供
することについては、漁港の管理上、漁港漁場整備法第３７条に基づ
く漁港施設としての用地の処分と、漁港施設用地等利用計画の変更
の２つの手続きが必要であるが、これらの手続きは多大な作業では
なく、また、これ以外の規制はない。 1433 14331010 和歌山県

　漁港漁村と都市との交流を
促進させるため、民間事業者
に対して行政財産である漁港
施設用地を貸し付け、事業者
自らの裁量による施設運用を
可能とする。

農林
水産
省

1030610
漁港の民間
貸し付け容
認

地方自治法（第
２３８条の４第１
項）
漁港漁場整備法
（第３条及び第３
７条）
構造改革特別区
域法（第２１条）

行政財産の貸付けは、地方自
治法第２３８条の４第１項により
原則として禁止されている。ま
た、漁港施設用地の定義（各
種漁港施設の敷地）が漁港漁
場整備法第３条に規定されて
いるほか、同法第３７条におい
て漁港施設の賃貸等の処分に
あたっては、漁港管理者の許
可を要することとされている。
なお、構造改革特別区域法第
２１条により、水産物の衛生管
理の高度化等に資するものに
ついては行政財産たる漁港施
設の貸付けを認める措置が講
じられている。

Ｄ－１
Ｄ－２

特区制度（別表１番号１００７）に該当するものは、これにより対応することが可能
と考える。なお、特区の要件をみたなさいものは、当該用地を行政財産としての漁
港施設用地から普通財産としての一般の用地に変更することにより貸付けは可能
になるものと考える。

提案内容は、「既
存の漁業と共存
しながら、目的外
の利用が可能な
漁港において、漁
協等の民間事業
者が収益事業と
漁港管理運営を
セットで行うこと」
を踏まえた上で行
政財産の民間へ
の貸付けを容認
するというもので
あり、提案は特区
等の利用によりす
べて実現可能と
解してよいか、提
案主体からの意
見も踏まえ、回答
されたい。

　特区は、対象事業が水産関係事業に限定されており、取扱い水産物数量
の用件についても、伊豆地域では満たされない可能性が高い。
　今回の提案主旨は伊豆という地域特性を反映し、構想に合致する漁港に
おいては、行政財産のまま民間事業者に水産関係事業以外にも貸付けを
容認するという提案であり、一般論ではなく、具体的に回答されたい。

主たる要望の水産物加工販売、体験観光漁業、レストラン、マリンレジャー、ショッ
ピングモールなどの施設は、漁港漁場整備法第３条にいう漁港施設には該当せ
ず、そもそも漁港施設用地には貸付けによっても設置が困難なものであることか
ら、当該用地を行政財産としての漁港施設用地から普通財産としての一般の用地
に変更し、貸付けることにより実現可能と考える。

右の提案主体の
意見を踏まえ、再
度検討し回答され
たい。また、普通
財産の貸付を行う
という提案ではな
く、行政財産であ
る漁港の貸付を提
案しており、直接
に提案の実現は
出来ないのであれ
ば、措置の分類を
Ｃとして頂きたい。

　将来的に漁港施設の整備拡充も予想されるため、行政財
産を普通財産に転換することは不適切である。
　特区の特例については、今後、対象となる漁港の要件が
示される予定であるが、取扱水産物の数量等のみでなく、
地域特性等も採択要件に加えるべきである。
　また、特区の貸付対象事業についても、従来の水産関係
事業に限定せず、特区・地域再生の目的である地域経済の
活性化に資する内容であれば、弾力的な活用を可能とすべ
きである。

Ｃ

特区の要件を満たさないのであれば、行政財産である漁港施
設を民間に貸し付けることはできない。
なお、将来的に漁港施設の整備を行うことが予想される場合
は、漁港施設以外の用途に貸し付けることは不適切と考える。
この場合は、貸し付けではなく、現行の使用許可制度により対
応可能である。また、特区（別表１番号１００７）の要件について
は、地域特性も考慮して取り扱う水産物の数量を定めていると
ころである。

1578 15782092

静岡県、
沼津市、
熱海市、
三島市、
伊東市、
下田市、
伊豆市、
東伊豆
町、河津
町、南伊
豆町、松
崎町、西
伊豆町、
賀茂村、
伊豆長岡
町、戸田
村、函南
町、韮山
町、大仁
町、清水
町、長泉
町

（②部分）
既存の漁業と共存しながら、
目的外の利用が可能な漁港に
おいて、漁協等の民間事業者
が収益事業と漁港管理運営を
セットで行うことを容認。

農林
水産
省

1030620

漁港施設等
の民間貸付
に係る規制
緩和

漁港漁場整備法
（第３条及び第３
７条）

漁港管理者は、以下に定める
地方公共団体とする。①第１種
漁港であってその所在地が一
の市町村に限られるものは、
当該漁港の所在地の市町村
②第１種漁港以外の漁港で
あってその所在地が一の都道
府県に限られるものは、当該
漁港の所在地の都道府県　③
前記①及び②以外の漁港であ
るものは、農林水産大臣が当
該漁港の所在地の地方公共団
体のうちから告示で指定する
一の地方公共団体。

Ｄ－１

漁港管理者については、漁港の維持管理のための財政力・技術力を有し、かつ、
公共施設たる漁港としてその利用の公平等を確保することが必要なほか、特に漁
港漁場整備法や漁港管理条例に基づき、罰則の適用も伴った強制力を行使する
ことが認められていることから、これを地方公共団体としているところである。ただ
し、個々の漁港施設の管理にあたっては、当該地方公共団体の指定を受けた「指
定管理者」がその管理の一部を代行することができる制度が設けられており、こ
れにより対応が可能と考える。

提案内容は、「既
存の漁業と共存
しながら、目的外
の利用が可能な
漁港において、漁
協等の民間事業
者が収益事業と
漁港管理運営を
セットで行うこと」
を踏まえた上で民
間による漁港管
理を容認（レスト
ラン、マリンレ
ジャー、ショッピン
グモール等）する
というものであり、
提案はすべて実
現可能と解してよ
いか。

「漁港」及び漁港内の「個々の漁港施設」の管理者については、一次回答のとおり
であるが、「レストラン、マリンレジャー、ショッピングモール等」は漁港漁場整備法
に規定する「漁港施設」に該当しないため、漁港管理の対象とはならない。これら
施設の管理運営については、地方公共団体が民間事業者との貸付契約において
対応が可能と考える。

1578 15782093

静岡県、
沼津市、
熱海市、
三島市、
伊東市、
下田市、
伊豆市、
東伊豆
町、河津
町、南伊
豆町、松
崎町、西
伊豆町、
賀茂村、
伊豆長岡
町、戸田
村、函南
町、韮山
町、大仁
町、清水
町、長泉
町

（③部分）
既存の漁業と共存しながら、
目的外の利用が可能な漁港に
おいて、漁協等の民間事業者
が収益事業と漁港管理運営を
セットで行うことを容認。

農林
水産
省

1030630

漁業体験学
習等におけ
る試験研究
等の適用除
外の要件緩
和

漁業法　第６５
条
水産資源保護法
第４条

三重県漁業調整規則におい
て、水産動植物の採捕の禁止
期間、体長制限等が定められ
ているが、試験研究、教育実習
等のため三重県知事が同規則
に基づき許可した場合には当
該規定等は適用しない旨定め
られている。

Ｄ－１
本件は、三重県知事が定める三重県漁業調整規則に基づく手続きに係る問題と
考えられるため、特区としての対応、法律等の手当等を特段要せず、同県知事が
判断すべきものと思料される。

提案内容は、県
知事の判断によ
り実現可能と解し
てよいか。

提案内容については、県知事の判断により、同県規則の運用を見直すか、又は、
必要があれば同県規則改正の手続を取ることにより実現可能である。

1585 15852030 三重県

漁業体験学習等を行う場合
等、教育を目的とする場合に
は、許可申請の段階では代表
者もしくは責任者のみの報告
とし、採捕終了後の報告の段
階で従事した者を報告をする
ことで足りるよう制度を改正
する。

12 / 12


